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各会計及び企業会計 

決算特別委員会会議録 

（１日目） 

１ 日時 平成１６年１０月 ４日（月） 

       ９時００分 開会 

       （出席１６名） 

２ 場所 議事堂 

     書類審査は第２会議室 

                         

 

○事務局長（北川雅一君） おはようございます。各会

計及び企業会計決算特別委員会に先立ちまして副議長か

ら、ご挨拶を頂きます。 

                         

 

◎ 副議長挨拶 

○副議長（西村昭教君） おはようございます。議長が

事情がございまして、私が議長に代わりまして、今日は

進めさせて頂きます。決算特別委員会ということで、１

５年度の事業が報告されて審議に入る訳でございますが、

それぞれ皆さん議員必携をお持ちのことと思います。そ

の趣旨に沿って十分なる審議を頂ければ幸いかと思う訳

であります。反省なくして進歩無しとの言葉があります

が、まさにそのとおりでございまして、結果を終わった

こととして軽んじるところがありますけれども、そうい

う中にも反省をする点、参考になる点、大いに力を入れ

て進めていかなければならない点等々、あろうかと思い

ますが、大道高所に立って十分なるご審議を頂ければ、

非常に幸いかと思う訳でございます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（北川雅一君） 続きまして、町長からご挨

拶を頂きます。 

                         

 

◎ 町長挨拶 

○町長（尾岸孝雄君） おはようございます。何かとご

多用の中、決算特別委員会に委員の皆さん方のご参集を

賜りましたことに対して、心から感謝申し上げたいと思

います。さて、ただ今、西村副議長からもお話がありま

したように、第３回定例議会にご提案させて頂きました、

平成１５年度の一般会計並びに６特別会計と２企業会計

の決算につきまして、ご審査頂くために設置されました

決算特別委員会によりまして、本日より皆様方のご審査

を賜ることにあいなる訳でありますが、よろしく審査賜

りましてご認定賜りますよう、心からお願いを申し上げ

まして、開会にあたりましてのご挨拶に代えさせて頂き

たいと存じます。大変ご苦労でございます。よろしくお

願い致します。 

                        

 

◎ 正・副委員長の選出 

○事務局長（北川雅一君） 正・副委員長の選出でござ

いますが、平成１６年第３回定例会で議長及び議選の監

査委員を除く１６名をもって、各会計決算特別委員会及

び企業会計決算特別委員会を構成しておりますので、

正・副委員長の選出につきましては、副議長からお諮り

願います。 

○副議長（西村昭教君） 正・副委員長の選出について、

お諮りを致します。先例３の５によりまして、各会計決

算特別委員会及び企業会計決算特別委員会の委員長に副

議長、副委員長に総務文教常任委員長ということで、よ

ろしいでしょうか。 

 

   （「異議なし」の声あり） 

 

○副議長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。よっ

て、各会計特別委員会及び企業会計決算特別委員会の委

員長に西村昭教、副委員長に向山富夫君と決しました。 

  

○事務局長（北川雅一君） それでは、委員長からご挨

拶を頂きます。 

 

                         

 

◎ 委員長挨拶 

○委員長（西村昭教君） 先ほど申し上げましたが、決

算委員会にあたりましては、大道高所にたって、慎重な

る審議を頂きたいと思う訳であります。１５年度の予算、

財政が厳しい中で進めてきた事業内容が、住民にとって

どういう成果があり、どういう効果があったのか十分な

る審議をお願い申し上げるところであります。数字等に

つきましては、議会推薦の監査委員と代表監査委員の中

で十分監査をしておられると思います。また、監査講評

も頂いておる所でございますので、そういうものも十分

参考にしながら、議会として、住民にとってどういう行

政効果があったのか、十分なる審議をお願い申し上げる

ところであります。特に、財政の執行にあたりましては、

議員必携にもありますように、計画性、弾力性あるいは

積極性というものが求められているところでありますが、

そういうものがどれだけ発揮され、また、住民にとって

十分そのものの効果があったのかどうかということも、

大きく判断をして頂きたいと思う訳であります。三日間

の日程でございますが、ひとつ皆様方の絶大なるご協力

を頂きながら、議事日程を予定通り進めさせて頂きたい

と思いますので、よろしくご協力のほどをお願い申し上

げます。 

                          

 

◎ 開  会 

○委員長（西村昭教君） ただいまの出席委員は、１６

名であり、定足数に達しておりますので、これより各会

計決算特別委員会及び企業会計決算特別委員会を開会致

します。ただちに本日の会議を開きます。本委員会の議

事日程等について、事務局長から説明を致させます。 

事務局長。 
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◎ 議事日程等 

○事務局長（北川雅一君） ご説明申し上げます。本特

別委員会の案件は、平成１６年第３回定例会において付

託されました｢議案第６号平成１５年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件｣及び｢議案第７号平成１５年度

上富良野町企業会計決算認定の件｣の２件であります。本

特別委員会の議事日程につきましては、本日配布致しま

したとおりとし、会期は本日より１０月６日までの３日

間と致したいと存じます。本日は、これより会場を第２

会議室に移し、議席番号単位による分担書類審査を午後

２時まで行い、その後全体委員による分担外書類審査を

午後５時まで行いたいと存じます。なお、各分科会にお

いて、分科長を選任願います。２日目は、議事堂におい

て、各決算特別委員会の各会計の質疑を行います。なお、

各会計特別委員会の一般会計の歳出につきましては、款

ごとに質疑を進めます。３日目は、分科会による審査報

告意見の取りまとめを頂き、引き続き、審査報告意見に

対する全体での意見調整を経て、表決という順序で進め

て参りたいと存じます。なお、分科会の構成と分担につ

きましては、既にお配り致しました議事日程表のとおり、

第１分科会は議席番号８番吉武議選監査委員を除く議席

番号１番から議席番号９番まで、第２分科会は１７番西

村委員が委員長として決しましたので、議席番号１０番

から議席番号１６番の委員となります。以上であります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（西村昭教君） お諮りいたします。本委員会

の議事日程については、ただいま説明のとおりと致した

いと存じます。これにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。よっ

て、本委員会の議事日程は、ただいま説明のとおりと決

しました。 

                        

 

◎ 傍聴人の取扱い 

○委員長（西村昭教君） お諮りいたします。本委員会

は公開とし、傍聴人の取扱いは、委員長の許可と致した

いと存じます。これにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） ご異議なしと認めます。よっ

て、本委員会は公開とし、傍聴人の取扱いは委員長の許

可とすることに決しました。 

                        

 

◎ 議  事 

○委員長（西村昭教君） これより本委員会に付託され

ました｢議案第６号平成１５年度上富良野町各会計歳入

歳出決算認定の件｣及び｢議案第７号平成１５年度上富良

野町企業会計決算認定の件｣を議題と致します。本件は、

先に説明が終了しておりますので、ただちに分科会を開

会し、各分科長を選任の上、地方自治法第９８条第１項

の規定による書類審査を行います。なお、各会計決算特

別委員会及び企業会計決算特別委員会の書類審査は、合

同審査と致します。念のために申し上げます。書類閲覧

により知り得た事項の中には、秘密に属する事項がある

かと存じます。これについては、外部に漏らすことのな

いようにご注意願いたいと存じます。また、資料は、決

算特別委員会としての審査のための資料であり、要求委

員個人のみでなく全委員に配布することになりますので、

審査にあたって所定の書類以外に必要な資料等がござい

ましたら、各分科会で協議の上、分科長から別紙｢各会計

及び企業会計決算審査資料要求書｣に必要事項を記入の

上、委員長に申し出願います。 

只今から、会場を第２会議室に移します。 

○事務局長（北川雅一君） それでは、第２会議室の方

へ移動賜りたいと存じます。 

（９時１５分 第２会議室へ会場を移動） 

                        

 

◎ 書類審査（分科会審査） 

○委員長（西村昭教君） ただいまより分科会審査をは

じめます。ただちに分科長の選任をお願い致します。 

○委員長（西村昭教君） 各分科長選任の報告を求めま

す。第１分科会。 

（第１分科会から岩崎治男君と報告あり。） 

第２分科会。 

（第２分科会から中村有秀君と報告あり。） 

○委員長（西村昭教君） 各分科長につきましては、た

だいま報告のとおりであります。 

 それでは、審査を開始して下さい。 

○委員長（西村昭教君） １３時まで昼食休憩と致しま

す。 

 

１２時００分休憩 

１３時００分再開 

 

○委員長（西村昭教君） 休憩前に引き続き会議を再開

いたします。分科会審査を続けます。 

                        

 

◎ 全体委員による分担外書類審査 

○委員長（西村昭教君） これより、全体による書類の

閲覧審査を行います。分担外の書類についても閲覧し、

意見については所管の分科長に申し出願います。 

 

○委員長（西村昭教君） 以上で、書類の閲覧審査を終

了致します。明日は、議場において、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の質疑を行います。 

 本日はこれにて散会致します。 

 

１６時５０分散会
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各会計及び企業会計 

決算特別委員会会議録 

（２日目） 

 

１ 日時 平成１６年１０月 ５日（火） 

       ９時００分 開会 

       （出席１６名） 

２ 場所  議事堂 

 

                          

 

◎ 開  会 

 

◎ 各会計及び企業会計の全般質疑応答 

○委員長（西村昭教君） 昨日に引き続き、ご出席ご苦

労に存じます。ただいまの出席委員は１６名であり、定

足数に達しておりますので、これより各会計及び企業会

計決算特別委員会第２日目を開会致します。ただちに本

日の会議を開きます。｢議案第６号平成１５年度上富良野

町各会計歳入歳出決算認定の件｣及び｢議案第７号平成１

５年度上富良野町企業会計決算認定の件｣の議事を継続

致します。これより、各会計決算特別委員会に続いて企

業会計決算特別委員会の質疑を行います。はじめに、各

会計決算特別委員会の一般会計より質疑を行います。な

お、一般会計の歳出については、款ごとに質疑を行い、

質疑を終了していきます。また、一般会計終了後の全体

質疑は行いませんので、ご理解を賜りたいと思います。

付表及び資料等の質疑につきましても、その款ごとに行

って下さい。発言のある場合は、挙手のうえ議席番号を

告げ、委員長の許可を得てから、起立して発言して下さ

い。また、発言するときは、ページ数を申し出て下さい。

それから、私からのお願いでございますが、時間の関係

もございますので、先の委員の質問と重複するようなこ

とのないよう、質問をして頂きたいと思います。それで

は、質疑に入ります。 

○委員長（西村昭教君） 最初に歳入全体 １款１５ペ

ージから１９款３３ページまでの質疑を行います。 

９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） まず町民税関係についてお伺い

致します。近年、税収がなかなか上がらない、若しくは

経済がなかなか伴わないという形の中で、滞納が増えて

いるという状況にあります。今回の決算資料を見させて

頂きましたら、町税関係では、不納欠損額が２９０万、

９１件分があります。比較的、年を追うごとに多くなり

つつありますが、徴収の努力もされているという成果も、

この中では見受けられます。そこでお伺いしたいのは、

今回、法人税等においても不納欠損等がされております

が、不納欠損というのは、行ってはならない、特殊な事

情、やむを得ない事情がある時のみ、処理されるという

ことが前提でありますが、今回の不納欠損の処理に至っ

た経緯は、どのような状況にあるのか、全く収納が出来

ないという状況があるのか、この点についてまず伺いた

いと思います。 

○委員長（西村昭教君）税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 米沢委員の質問にお答え

致します。欠損の経緯の状況でございますが、個人町民

税においては、死亡が２件ございまして、欠損額は、１

４,０２７円、居所不明が３４件で８５５,２２２円、無

財産が５件で１０２,２８５円で、生活困窮者が５件で８

４,５０８円でございます。固定資産税については、死亡

が１件で５,４００円、居所不明が１７件で４０２,３０

０円、無財産が３件で９４１,３００円、生活困窮者が２

２件で４６７,６００円であります。法人町民税について

は、１件で５万円でございます。この法人につきまして

は、無財産でありまして、ずっと納付指導を続けていま

したが、納付がなかったということで、５年が経過致し

ましたので、不納欠損としたところでございます。この

法人税は、平成９年のものでございます。以上でござい

ます。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） そうしますと現状としては、収

納に値しない生活困窮だとか、居所不明だという状況に

あると思いますが、再三、督促若しくは勧告等もなされ

たと思いますが、そういう状況の中で、不正に資産を隠

すだとかは無いとは思いますが、こういった調査という

のもなされていると思いますが、その辺の立ち入り調査

等の状況等は、どのようになっているかですね。この点

について、併せてお伺いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁 

○税務課長（高木香代子君） 財産調査及び預金調査を

行いまして、全然財産が無いということで処分をした経

緯でございます。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上和子委員。 

○１３番（村上和子君） 関連です。町税につきまして、

滞納者への対策につきまして、努力されていると思いま

すけれども、町税でも軽自動車・国保・固定資産税・町

民税とございまして、滞納者への対策につきまして、日

頃いろいろとやっていらっしゃると思いますが、どのよ

うな対策をとっているのか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 村上委員の質問について

お答え致します。各税については、納期限が定められて

おりまして、納期限を過ぎても納入されない場合は、納

期限後２０日以内に督促状を出しております。督促状を

出した日から、１０日を経過した日までに納入の無い時

は、通常差押えをすることが出来ることになっておりま

すが、うちでは、電話催促及び臨戸徴収、夜間訪問徴収

により納入指導を行い、納税者の負担能力に応じた納税

をお願いし、税の確保に努力しているところでございま

す。また、給与調査・預金調査等も実施し、滞納処分で

きるものについては、実施しているところでございます。

このような流れでやっています。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） ２０日以内に督促状を出され

ているということでございますけれども、例えば、国保

なんかですと、８月３１日までと６回にわたって払われ

ておりますけれども、軽自動車税につきまして、督促状

は何件位になりますでしょうか。督促状を出しまして、

それにより納めるようになりましたのは、何件位ござい

ますでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 
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○税務課長（高木香代子君） 軽自動車税については、

１回でございますが、４,４２６件当初に出しまして、督

促状が４４０件位出しておりまして、収納件数は、大体

２９０件位でございます。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤節三委員。 

○４番（梨澤節三君） 平成１３年度の審査意見書が有

るんですけれども、未収金の分納については、分納・誓

約書を含め解消に努められたいとあるのですよ。今の聞

いておりますと、期限が来たなら督促状、それが過ぎた

ら差押えが出来るということで、平成１４年に議会が分

納とか誓約書とかで解消に努められたいといっているの

ですが、この辺のところはどのようにしていますか。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 梨澤委員のご質問にお答

え致します。昼夜、税収確保には努力致しておりますが、

分納等も個々の実態に応じて分納をお願いしております

し、誓約書も何件か取っております。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） どこの自治体も大変なこれ問題

でですね、よそから来てもらって、集金に行くとわりと

集まりやすいとか、それからこういうことをやりますよ

と、ぽっと報道されたりすると、突然納められたという

事があったりするんですよ。我々も、一般質問なんかで、

こんなのやったらどうですかと言ったら、町長がそうい

うものをやりましょうかと、報道をされるなど努力すれ

ばいいのかもしれませんけども、そういうことで顔なじ

みになって、なあなあということにはなっていないです

か。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） そうですね。この様な小

さな町ですので、住民と近いですのでなかなか厳しくは

言えないところもあるところでございます。それで、管

理職によるプロジェクトチームで、徴収をしているとこ

ろでございます。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員のご質問にお答え申し

上げたいと思います。決算の監査の意見にもございます

とおり、例年、未収金が増えているという状況の中で、

経済的な背景もあるとおさえている所でございます。そ

ういう中でですね、この徴収のあり方について、どうあ

るべきかという点につきましては、今、それぞれ市町村

頭を抱えている状況にございます。そういう中で、道税

も当然入ってございますので、その中で、支庁との連携

を踏まえた中で、そういう徴収の町外にいる人について

は、呼び出しをするとか、そういう機会を捉えながら、

徴収実績が上がるような対応を、してまいりたいと思っ

ています。また、いろいろ厳しい対応をしている町村も

ございます。芦別あたりに行きますと、未納者の公表を

して、督励にあたるという措置もございます。この辺の

ところの状況を見極めながら、対応をしていかなければ

ならないと思っております。この税だけでなく、公共料

金等の滞納も併せて、１億円を越える額になっている状

況にございますので、そういう点を踏まえまして、徴収

実績が上がるような対応策について、なお一層研究をし、

対応をしていきたいと思っておりますので、この滞納額

の増に対します対策については、その様な中で、今後十

分対応してまいりたいと思っておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村有秀委員。 

○１１番(中村有秀君) ただ今の滞納の関連で、まず１

点ですね。分納誓約書ということで、同僚委員の方から

お話しがありました。これをやれば、５年間ということ

でなくて、そのままずっと続くということで、僕は一般

質問等で取り上げたところです。それで、不納欠損処理

をした中に、分納誓約書を出した人がいるかどうかとい

うことで、第１点確認したいと思います。それからもう

１点ですね、助役のほうから、芦別の例が出されており

ます。言うならば、滞納処理をするために、滞納者の氏

名公表ということで、これも私は、小田原市の例を出し

て、こういうことも検討課題ではないのかとあれして、

地方議会でこのことが先例となっております。そういう

ことで、今後、研究するということですけれども、そう

いう動きを、町として出していかんかったらですね、何

かアクションを起こしていかなければならないのではな

いかということが２点目、それからもう１点は、例えば、

富良野広域圏で、そういう滞納処理をする一つの機関と

いいますか、徴収する体制の何かを検討していかなかっ

たら、どこの市町村も似たような滞納で困っている、善

良な住民が何でということがでてくると思いますので、

それらも広域圏で検討してはどうかということで、税の

関係では一応その辺で質問し。次に１８ページ、１１款

２目の老人福祉使用料です。おそらくこれは、清涼飲料

水のことだろうと思うのですけれども、１４年の決算で

は、老人身障者保健センターとケアハウスで１０３，０

９８円ずつなっておりまして、合計が２６,１９６円なん

ですけども、今回は、老人身障者センターのみで２４,５

５２円なんですけれども、これはケアハウスのほうはど

うなっているのかという点でお尋ねを致したいと思いま

す。それから次に、土木使用料の関係です。道路使用料

の電柱の関係です。資料を請求して頂いたのですけれど

も、平成１１年からの内訳になっています。１５年度決

算では、３,９４４,３６１円と合計なっていますけれど

も、その単価は、平成１１年度以前のいつからこのまま

になっているかという点が１点。それからもう１点。他

市町村の単価の状況はどうなっているのか。固定資産の

評価等も含めての感じになってくるかと思いますけれど

も、もしわかれば、他市町村の単価の関係。出すほうは

同じだと思いますけれども、一応、この確認を致したい

と思います。それからもう一点は、この単価、例えば北

電の２本柱は１本１,５４０円、これはうちの町独自で北

電と若しくはＮＴＴと交渉して、例えば、１割アップと

いうことが可能かどうか。というのは、非常に財政が苦

しいという中で、如何に歳入を増やすかというと、いろ

んな個々のケースから歳入を増やす努力をしなければな

らないと思います。そんな関係で、この点、可能かどう

かという点でお尋ねしたいと思います。それから次に、

３３ページの４、雑入の関係です。この中で、町史等の

関係、百年史等の関係で、資料を提出して頂きました。

昨日の書類審査の中で、議員の皆さんの中にも、持って

いないというケースもあったということですけれども。

現実に百年史は、三分の一しか売払い、贈呈がされてい

ない。極端に言えば、贈呈が５８９冊で売払いが３６２
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冊と、非常に残念な数字でございます。従って、これら

の関係で如何に販売努力をしていたかという事と、今後

の残冊数の取り扱いで、総務文教常任委員会の中では、

例えば、上富良野高校の卒業者に配布をする等、いろん

な意見がありましたけれども、この２,０４９冊、約２,

０００冊を湿気がこないように、そして陰干しをしない

といけないということで、いろんな大変な努力をされて

いると思いますけれども、この解消策をどうするかとい

うことでお尋ねを致したいと思います。それから次に、

雑入の関係でですね。３３ページの５、下から５行目、

平成１４年度公民館燃料二重払いによる戻入が、３５０,

３８５円あります。非常に大きな金額でございますけれ

ども、これらについてのチェック体制は、どうなってい

たのか。まず一つは、どういう状態で発見され、原因は

何なのかということで、お尋ね致したいと思います。以

上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 中村委員の不納欠損処理

の中に分納誓約者が入っているかというご質問でありま

すが、不納欠損の中には入っておりません。また、広域

圏で検討してはというご質問でございますけれども、今

税務課でも新たな徴収体制の研究をしておりますが、中

村委員に言われた様に、やっている県が何件かありまし

て、それもいい体制ではないのかと思っております。ま

だ、結論は出していませんけれども、そういう一部事務

組合とか滞納整理機構という機構を作って、徴収体制を

とっているところもございます。そういうのが、結構多

くなってきています。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村委員のご質問にお答えいた

したいと思います。滞納者の氏名公表につきましては、

いろいろご意見があるところでございます。私どもも、

そういう方法をできればやっていきたいという点はござ

います。ただ内容的にどの程度、全部してしまうのか、

経済的に大変苦しくて分納もしたりして、一生懸命努力

している人もおり、そういう人まで出していいのか。そ

の線引きの点が、非常に難しい点がございますので、こ

の辺、ご質問を頂いて非常に時間がかかっているところ

でございますけれども、その辺のところを十分見極めな

がら判断をしていきたいなと思っております。内容的に

徴収の中身を見ますと、そんなに悪質というような人も

なかなかいない状況の中で、はたしてその辺どうなのか

という点も考えの中に出てくるので、この辺またご意見

を伺った中で、考えていかなければならないのかなと思

っております。そういう面で、新行革の中で、町民会議

の中にも出ておりますので、その辺のご意見も伺った中

で、今後の対応策として、考えていきたいと思っており

ます。また、多様な徴収方法の体制という面については、

今、各町村とも、そういう動きに出てきているので、我

が町と致しましても、それらの状況を見極めた中で、体

制の確立をしていきたいなと、考えておりますのでご理

解を頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 中村委員のご質問の２

点目ですが、老人福祉使用料の内訳でございますが、こ

の中の備考欄に、老人身障者保健センターと記載がござ

いますが、大変申し訳ありません。ケアハウスの分もこ

こに含んでおりまして、２４,５５２円の決算額の中に、

ケアハウスが１２,２７６円含んでございますので、ご理

解を賜りたいと思います。大変申し訳ありません。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中 博君） １１番中村委員のご質

問にお答えさせて頂きたいと思います。道路占用料の北

電とＮＴＴの占用料でございますが、これの単価につき

ましては、私の記憶では、平成１０年の時から現在のこ

の単価になっているというふうに覚えております。はっ

きりと断言は出来ませんけれども、その様に記憶してお

ります。他市町村の占用料につきましては、北海道の道

路占用使用料徴収条例に基づきましてやっておりますの

で、その様に他市町村もやっておられるのでないかと思

っております。単価の二本につきましては、１,５４０円

ということで、一本７７０円のところを、二本となって

いるところにつきましては、１,５４０円ということで、

北電にも理解を頂いて、徴収させて頂いております。 

以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 中村委員の町史の残冊に対

する取り扱いでございますけれども、昨年度につきまし

ては、ホームページ、広報誌等でのＰＲ、また、札幌上

富良野会、東京富良野会等の中でも販売促進を図りまし

たが、ここ何年かの年数が経ちますと、販売も思うよう

にいかない様な状況になっています。今年の２月、総務

委員会において、新たな政策として方向を打ち出してご

ざいます。昨年度におきましては、年度末も近かったの

で、この方法を実際取りませんでしたが、今年度につき

ましては、総務委員会で述べた方策につきまして、十分

検討致しまして、各卒業生に記念品として、贈呈するよ

う考えていきたいと思います。また、今年、四月に新任

の先生９名ほどが上富良野に来られた方につきましては、

９冊の贈呈を行って、消化をしているところでございま

す。残数が２,０００冊と大変多くの残数を抱えておりま

すので、これの対応も積極的に進めて行きたいと考えて

おります。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １1番中村委員のご質問。

平成１４年度の公民館燃料二重払いによる戻入の件でご

ざいますけれども、通常、流れと致しましては、発注、

それから検収を行い、請求書を翌月に頂いた上で、発注

内容をチェックした上で、支出行為を行うというのが必

要なことでありますけれども、ここのところでチェッ

ク・点検がなされずに、誤って二重の支出をしてしまっ

たものと考えてございます。今後におきましては、この

ような事態の無い様によく点検致しまして、支出行為を

行うということが必要と考えますので、その様に実施し

たいと思います。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） 老人身障者保健センターの使

用料につきましては、ケアハウスも入っていて、その合

計金額も合ったということで、了解致しました。北電と

ＮＴＴの電柱の関係ですが、北海道の基準に沿ってとい

う事でございますけれども、何か歳入を増やすとという

ことで、私もあっちこっち見ているのですけれども、こ
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れも一つの歳入増につながる要素かなあということで、

上富良野、一町という事では無理な問題だろうと思いま

すけれども、例えば、富良野広域圏で、これ何とか富良

野で上限かという何か、そういうことを町長さん検討し

てはいかがかなあという事で、この課題を出しています。

おそらく北海道の基準ということであれば、沿線の関係

市町村も同じ単価でやっているのかなあという気がしま

すけれども、できれば富良野沿線の単価等、同じかどう

かを含めて課長さん、確認をして頂きたいと思います。

町史、特に上富良野百年史の関係なんですが、総務課長

の答弁のように、従来のパターンだけなんですね。今度、

新たに上富良野に着任した先生方に贈呈している、上富

良野町を知ってほしいということだろうと思うんですけ

れども。これからいくと、だんだんだんだんと贈呈の冊

数が増えて、現実にお金が入ってこないと思うので、で

きれば上富良野を知って下さいという事で、買って下さ

いという方法を何とかしていかなかったら、２,０００冊

残っていて、1冊５千円で、１千万円ですからね。ただで

やる贈呈ばかりでなく、もうちょっと発想の転換をして

頂いて、やって頂きたいという気が致します。公民館の

二重払いの関係で、そういうことでチェックしていたん

だということでありますけれども、どこでわかったかと

いうことなんだけれども。どのセクションでわかったか

ということをはっきりさせて、再現をしない方法という

ことで考えて頂きたい気が致します。滞納の関係で、助

役の言う様に、悪質の人はいないなということ、課長の

言う様に顔見知りだからなかなかと言うことですけれど

も、現実に滞納金額が大きくなってくる。不納欠損処理

が累計していくと、相当な金額になってきます。そうす

ると、この事実を善良な町民が、真面目に納税をしなけ

ればならんとなった場合に、それだけでは済まされんの

ではないかという気がします。そういう点で、私は、町

としても悪質な滞納者の氏名公表も検討の視野に入れて

いるという事をやっていくような、今度の意見書の中に

も、当然これらの問題が何人かの議員から不納処理、そ

れから各種使用料の滞納のことがでていますから、意見

書の中にも繁栄されると思いますけれども、そういう事

も視野の中に入れてやっていかなかったら、今のような

認識では、不十分でないかという気が致しますので、そ

の点明らかにして頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 中村委員の滞納の関係につきま

して、私の方から答弁させて頂きたいと思います。議員

皆様のご心配のとおり、この滞納につきましては、町と

しても、この対策を講じなければならないと思っている

ところでありまして、私としても、従前のように、それ

ぞれの部署で努力をしながら、回収に努めていくと。そ

して年に二度、管理職全員をもってその対処をしている

という従前の努力状況に、より一層の努力をしていかな

ければならないと思っておりますが、今までの手法にお

きましては、限界があるというふうにも、また、残念な

がら思わざるをえないというふうなことから、これから、

これらの解消のために、どのような対応を図っていいの

かという事について、既に使用料あるいは手数料、税関

係の部署で、その対策を検討するようにという事で、指

示をしておりますので、これらにつきましては、新たな

感覚の中で、その対策を講じていきたいと思っておりま

すし、また、加えて行財政改革町民会議の中でも、ご指

摘を頂いておりますので、これらの方々のご意見等々、

議会のご意見等々を受け賜りながら、この対策を講じて

いきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢義英委員。 

○９番（米沢義英君） 今の名前を公表するという問題

でありますが、安易にそういったところに、求めるべき

ではないのではないかと、私は思います。そこで合わせ

てお伺いしたいのは、経済の不況に至った経緯はどこに

あるのかというところを考えなければ、根本的な国民の

所得や住民の所得の向上につながらない問題があるので

はないかと。例えば、地方交付税等においては、当初予

算では２９億円見込んでいましたが、決算では３０億円

ありました。これは臨時特例債も含めた中で、財政の収

入が確保された部分もあるのかなあというふうに思いま

すが、やはり再三、国が言っている様に、財政法にも示

してある様に、市町村の収入のアンバランスを交付税で

カバーされてきているのではないかと思います。その交

付税を本来の補助金やあるいは交付金という形をどんど

ん削って、一般的な交付税という形の中で交付して、本

来、目的別に交付されていたものが、交付税という何で

も使えますという形の財源に振り分けたところに問題点

があるのと、一方で無駄遣いをしているという問題点、

こういう景気浮揚策と交付税のあり方という点で、やは

り本来、国がやるべき措置を取っていないというのが、

全国の市町村会でも議長会でも問題になっている訳です

から、この点はどのように考えておられるのか、そうい

ったものが、比較的やはり地方自治体の財政にも圧迫を

寄せているのではないかというふうに思いますが、この

点はどのようにお考えなのかお伺いします。そこで併せ

てお伺いしたいのは、安易に氏名の公表というのは、悪

質だという事であれば、今までも悪質であったら財産の

差押えやあるいはやって来た訳ですから、そういう事を

徹底的にやるということをやれば、問題の解消になるの

ではないかと。確かに一時的に名前を公表したとしても、

それは、収納率の向上につながる場合もあるかもしれま

せん。しかし、経済が悪ければ、収納したいと思っても、

納めたいと思っても、やっぱりならないという状況が一

方に有る訳ですから、そういうことをやはり考えないと、

ただ名前を公表すればいいということであれば、上富良

野町全体の問題はどうなのかと。例えば、今、私は景気

が良くて経営が良くても、１０年後、２０年後になった

時に景気が悪いと、悪意がなくても納められないという

状況になった場合に、それも名前を公表して納めろとい

うことになる可能性もあります。そういうことを考えた

場合、それぞれ皆さんがそういう対象になりうるのだと

いうことも考えなければならないし、どこにその線引き

を引くかという問題もありますけれども、やはり根本を

考える必要があると思いますが、この点についてお伺い

を致します。地方税の問題でお伺いしたいのは、今、上

富良野町でリサイクルセンターと産廃施設があります。

医療廃棄物の施設もあります。こういった施設に環境税

を設けて収入を求めるのも、一つの方法でないかと。そ

れをやるには、中小零細の企業の方も、当然そこを使用
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しているのですから、いろいろな問題もあるかと思いま

すが、こういう可能性もやはり収入確保という点では、

この１５年度の決算において、考える必要があるのでは

ないかと思いますが、この点。更に、民生費の負担の問

題でお伺い致しますが、保育所の負担金等でかなり滞納

が増えてきている部分もあると思いますが、階層別に見

れば、どの階層が対象になっているのか。それともう一

点お伺いしたいのは、保育料が高いという問題がありま

す。確かに、上富良野町では、ある程度の減額措置も取

られておりますが、それでも高いという問題も有ります

ので、この部分を軽減するという策も必要ではないかと

思いますが、この点お伺い致します。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢委員のご質問で、何か

誤解をしているような。氏名公表をすることを前提に、

検討をしているということは申し上げておりません。私

は、氏名公表というのは、もう最悪の場合だというふう

に思っています。それ以前の対策を、段階的に重点的に

講じなければならないと認識致しておりますので、いろ

いろな手法があると思いますけれども、それらの対応を

図った中での、収納率の向上に努めていきたいと思って

おります。 

○委員長（西村昭教君） 企画財政課長答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） 交付税の関係でありま

すけれど、既にご案内のとおり、今、国におきましては、

地方分権と絡めまして、財政改革という形の中で、交付

税の一定程度の縮減を図るという考え方で、取り進めて

おりますし、ご案内のとおり、１３年度頃から交付税に

ついては、前年度の額を割れるという様な状況で、今現

在に至っているところでありますし、今後もそういう流

れにつきましては、変わることがないと認識致しており

ます。１７年度以降につきましても、国の今の動向では、

補助金の整理合理化という名のもとに、一部、一般財源

化の中で、交付税の中で措置するという流れの中で進ん

でございますので、今後もその流れについては、顕著に

なってくるものと思うところであります。そういう中で、

一方では、国の責任の部分を地方に転嫁しているのでは

ないか、という言われ方もする訳でありますが、私ども

としましては、地方に裁量権をゆだねられるという形の

中で、地方分権が推進されることについては、歓迎して

いるところでございますし、そういう中で、財政構造が

変わっていくという形で、認識しているところでござい

ます。限られた財源をどう使うかにつきましては、政策

を十分評価致しまして、重点的に財源を配分するという

形が必要であると認識しているところであります。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 保育料に関して、２点

についてのご質問でございますが、まず 1 点目の保育料

の滞納の状況の中で、階層別にどうなのかというご質問

でございますが、資料等を持ち合わせてございませんが、

滞納者につきましては、経済的な事情や何かの理由もご

ざいまして、先ほどのほかのご質問にもございましたよ

うに、保育料につきましても、臨戸の家庭訪問をしたり、

あるいは保育所にお子さんを迎えに来る親御さんに対し

て、保育所の中で面会して、誓約書に基づいて分納計画

書を出して頂きまして、分納してもらっている状況にあ

ります。次に、２点目の保育料額の金額水準のご質問で

ございましたが、保育料につきましては、国の基準に基

づきまして算定しておりまして、決して高いというよう

なことにはなっていないと認識致しております。１５年

度におきましては、国の基準の軽減策を取らせて執行を

させて頂いていたところであります。以上です。 

○委員長（西村昭教君） 行革推進事務局長 

○行革推進事務局長（米田末範君） 米沢委員のリサイ

クル施設でありますとか医療廃棄物の中間施設等に係わ

りまして、環境税というか、新たな税の創設を考えない

かというご質問でございますが、税総体の中でもそれぞ

れに現状の税率等の論議も含めまして、今後の検討課題

として提起をさせて頂いてございます。これらについて、

当然にして、新たな税ということになれば、相当の検討

を加えていくべき内容であろうと思いますし、今後の対

応として、検討させて頂きたいと思っています。以上で

す。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） ２点ほど、1点は百年史のことな

んですが、百年史は売れないんです。何でかと言ったら、

叙勲を受けた人の名前が載っていないのです。何故か、

言ったんですけど載せていないんですよ。名前が載れば

買うんですよ。下手したら、議員も載らないのではない

かと心配したんです。行政史があるからいいんでないか。

そんなもんではないんですよ。作る時から問題があった。

だから売れない。やっぱり議員だとか公職についている

人をどんどん載せていっていくと、ああ俺はあの時やっ

ていたんだよ。おじいちゃんはこうやっていたんだよ。

と、ずっとその家庭で引き継がれるんですよ。そういう

家宝になるようなものを作れば良いんですけれども。仲

間同士がちょこちょことやったというようなことが載っ

たということを言っている人もいましたけれども。そう

いうことがありますから、頭に入れておいて頂きたいと

思います。それから２点目はですね、歳入歳出外のペー

ジが無い。歳入歳出外の証拠書類がありまして、あれは

一体何なのかについて、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 後のほうの質問内容を、もっ

とわかるように説明して下さい。 

○４番（梨澤節三君） 昨日見た証拠書類で、歳入歳出

外の証拠書類で、あれは一体どういうお金であるのか。

わかるように説明して下さい。 

○委員長（西村昭教君） 収入役答弁。 

○収入役（樋口康信君） ４番梨澤委員の歳入歳出外の

関係でございますけれども、歳入歳出外と申しますのは、

一時預りするお金を入れて置くところの会計であります。

その中には、所得税ですとか、本人から徴収しました共

済費ですとか、そういうものを入れている会計でござい

ます。それで、一般会計とは別に会計処理をしていると

ころでございます。 

○４番（梨澤節三君） あれは別ですね。これと別です

からね。あそこに出るべきものではないですね。出すべ

きものでもないですね。別に保管して、別に管理すべき

と私は思いますよ。あんなのを見たためにお尋ねしてい

るんで、何も責めているんではないんです。わからんか

らお聞きしているんで、それは別に保管して別にきちっ

とやったらいいんじゃないかと思いますがいかがですか。 
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○委員長（西村昭教君） 収入役答弁。 

○収入役（樋口康信君） 今後、その辺については検討

させて頂きます。 

○委員長（西村昭教君） ５番小野 忠委員。 

○５番（小野 忠君） 歳入の問題、公営住宅の滞納金

は当然、以前からあって、毎年予算委員会には必ず、つ

きものの様に議論されている訳なんですけれども、増え

るけれども減らないという状況が続いているんでないか

と思います。それでまず、町営住宅の入居状況書を昨日

頂いた訳なんですけれども、緑町団地が３０戸取り壊し

の予定になって、富町団地が２戸入居見合わせ中で修理

費が大、泉町南団地も２戸ある。これも修理費が大。扇

町団地にも３戸。この公営住宅が、今申し込みされた方々

が、まず通知をもらって見に行く訳なんですよね。でも、

あまりにもひどくて、住むことが出来ないということか

ら、入居を辞退するということが、現状出ているのでは

ないかということも、お聞き致しております。それで、

何とか入れるように修理が完全でなくても、やっぱり清

掃ぐらいしてきちんとして、次に入りなさいという方法

は出来ないのですか。これが現実で、先般も申し込みの

方が行って見られたところが、とても入れるような状態

になっていないと、お断りした例が何件かあると思うん

ですけれど。それでこの件について、詳しく状況を説明

してもらうのと、それから住宅料の問題なんですが、前

回予算の中にも訴訟費用を３０万円取ったり２０万円取

ったりしたようなことがあったはずなんですよね。それ

で、現在滞納金が全然減ってきていないということは、

如何なものかと。いつも決算委員会では、同じ事を聞い

ているんですよね。それで、ちょっと変わった事をお聞

きしたいという事なんですが、今、いろいろとご議論の

あったこの税の問題。もう町長思いきった策を考えて、

私はこの世界に入って９年間になる訳なんですけれども、

同じことを決算委員会で聞いているのですよ。ですから

もう、納税もやっぱりもう少し、ただお上手な事じゃな

くて、やっぱり思い切って条例を作ってきちんとやると、

こうすれば払わなければならないんだという意志を持た

せなければ駄目でないかと私は思います。経済的に苦し

いの何のと言ったって、税金というのは、自分が申告し

て自分が払うようにしているんですから。誰も上富良野

町がお前これだけ払えということを言っていないと思い

ますよ。それであるならば、何も経済状態がどうとかこ

うとかといって、そんなに心配するんだったら皆さん、

健康な人も、ちょっと具合悪いから払うのちょっと待つ

わということになりませんか。ですから、町長、思い切

った政策を考えて、そして、職員の方がかなり集金に歩

いているのを聞いています。だけども逆に、怒られて文

句言われて、帰ってきているということも相当聞いてい

ます。ですから、こういうことでは、駄目なんですよ。

ですから、思い切って条例化して、芦別市みたいに思い

切ったことをして、公表しますよと言っただけで払うん

ですよ。それをただ、公表するぞ、公表するぞと、言う

もんだから、全然、あまり信頼感が無い。こういう点で、

町長、最終どのように考えて解決するのか、毎年、同じ

ことを繰り返して、何とかいい方法を私達にお伝え下さ

い。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中 博君） ５番小野委員のご質問

に答えさせて頂きます。始めに、公住の入居申込者に対

しまして、現在の空きの状況でございますけれども、足

りないという要因と致しましては、現在空いている所で、

そこに入居させようとしますと莫大な費用がかかります。

その建物の耐用年数、更新時期等を考えた時に、修理費

用があまりにも大きすぎて、修理費用の回収もままなら

ない状況にあり、空きのところが多々あります。その様

なことで、修理が軽易なところにつきましては、その都

度、退去された時に修繕をしたり、いろいろ環境整備を

したりとかそういうことで、入居の希望者に入居できる

ようなことをしています。それから、滞納額についてで

ありますけれども、今回もこのような数字でございまし

て、所管と致しましては、今も行ってきていますけれど

も、入居に際しましては、保証人を義務付けしていると

いうことから、保証人に対しまして、文書あるいは口頭

でその様なことを喚起して頂くということで、実際やっ

ておりまして、その様なことから、効果が少しずつ上が

ってきている実態にあります。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番小野委員のご質問にお答え

させて頂きますが、先ほどもお答えさせて頂きました様

に、使用料、手数料、税等々の滞納につきましては、今、

１億円にならんと致しておりますので、これらの対応に

つきましては、十分検討をしながら対処していきたいと。

私の方も、今までも預金の差押え等いろんな対処はして

きております。また、監査委員のご意見、議員の皆さん

方もバックアップして頂いておりますので、これらの対

応についてスムーズに実施しておりますが、例えば預金

の差押えをした。そうするとそのお金は必要だったとご

指摘を受けますけれども、これはやはり税を納めて頂く、

未納を回収するという前提の中で進めさせて頂いており

ますので、これらのことは十分、今後も対応するととも

に、全体的な体制整備と申しますか、それらの部分も含

めて、今、内部検討をさせていますので、一つご理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 質問ございませんね。以上で

歳入の質疑を終了致します。次に歳出の質疑を行います。

歳出につきましては、先ほど申し上げました様に、款ご

とに質疑を行います。最初に1・２款の議会費、総務費に

ついて質疑を行います。ページは、３６ページから４８

ページです。 

１１番中村委員 

○１１番（中村有秀君） ４２ページ、９目の地方振興

費の中の生活灯電気料等補助という関係で、お尋ねを致

したいと思います。金額的にはわかりますけれども、主

要施策の中で、前年度の平成１４年度に、第１種が１４

７灯、第２種が８９６灯、生活灯新設等が２６灯となっ

ています。前年度１,０４３灯だったんですけれども、今

年は前年度の２６灯が加算されて１,０６９灯になろう

と思うんですけれども。ただ、灯数の変更か、生活灯が

無くなったということで理解をしていいのか。本年度の

資料では、１,０３７灯ということで８６町内会となって

います。前年度は１,０４３灯で８６町内会。新年度、も

とえ、生活灯新設等で前年度の２６灯が加算されるから、

１,０６９灯でないかという気がするんですけれども、そ
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の点をお伺いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） この生活灯につきまし

ては、先ほどご質問にありましたように、第１種、第２

種、新設等ということで実施しております。平成１５年

度におきましては、第１種につきましては１５４灯、第

２種につきましては８８３灯、新設につきましては２８

灯と１,０３７灯ということで実施しておりまして、１４

年度との比較でございますけれども、１４年度は今手持

ちの資料がございませんので、ちょっと確認をさせて頂

きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） 単純に計算すれば、前年度１,

０４３灯と新設が２６灯であるとすれば、合計１,０６９

灯になるんですよ。だから、もし撤去して増減が有るん

であれば、それを明らかにしてほしいし、現実に今回の

報告では、１,０６９灯になるべき、第１種と第２種の振

り分けはわかりませんけれども、１,０６９灯になるのか

なあと、この表であれば感じるんです。それで、１５年

度の新設２８灯は、１,０３７灯の中に入っていないです

よ。ですから、その点で数字が違うから、撤去したのが

あるというのであればいいです。だけども、３２灯も撤

去するということは、考えられないと思うのですけれど

も。その点お願いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 今、確認をさせて頂い

て答弁をさせて頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） １２番金子益三委員。 

○１２番（金子益三君） ３６ページの総務費の１款、1

目の管理費の 4 節の共済費のところで質問したいのです

が、臨時職員等の共済費が非常に大きなウェートを占め

ておりますが、一般職員は共済の分をかけなければなり

ませんし、それからここは削るべきではないのですが、

性質上、臨時の方というのは一生懸命頑張っているのを

お見受け致しますが、今後、厳しい財政を考えますと、

この部分はワークシェアリング等々で、例えば倍の人数

にして社会保険がかからないような、給与範囲の中にす

ることによって町の持ち出しも少なくなっていったりす

る。一般の民間企業においては、雇用保険がかからない

よう、法に触れることなく、この辺を今後考えて行く方

策があるかどうか、1点質問したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） １２番金子委員のご質問に

お答え致したいと思います。ここに総務費の共済費で計

上して決算額を載せてございます。この総務費で載せて

いる臨時職員の保険等につきましては、総務に限らず町

で雇用しております、臨時職員それから嘱託職員これに

対しての全てのものを一括管理している関係で、総務費

で処理を致しております。金子委員のご質問にありまし

た、ワークシェアリングの多分パートかなんかの雇用に

より、もう少したくさんの人を雇用して、このような保

険をかけなくてもいい方法が有るんではないかという質

問だと思いますけれども、現状、日額雇用の期間限定と

いう雇用も致しておりまして、現在の方法では、当然雇

用保険並びに社会保険料をかける義務がございますので、

このような方法でやっております。これから以後につき

ましては、行財政改革等の方針にもございますが、経費

の削減の中では検討をしていく項目かなとは、考えてい

ます。 

○委員長（西村昭教君） １４番長谷川徳行委員。 

○１４番（長谷川徳行君） ４１ページの委託料、庁舎

管理の委託料で、庁舎清掃、庁舎暖房機設備管理、庁舎

電気等保守、これらの保守点検、清掃、庁舎管理等は、

平成１３年、１４年、１５年とほとんど変わらず随契で

行われていると思うのですけれど、この辺は、一回競争

入札できちっとする考えは無いのか聞きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） ただ今、長谷川委員から委

託関係についての質問でございましたけれども、委託に

関しましては、３年に一回新たな方法での入札を実施し

てございます。その後２年間は、随意契約という方法で

やっていますけれども、各委託業者の人員確保という観

点から、このような方法をずっと取っておりました。こ

の方法につきましても、これが正しいということについ

ては、疑義あるところでございますけれども、今の所、

その様な方法で実施してございますので、３年に一回は

入札を実施しているということで、ご理解頂きたいと思

います。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） ３６・７ページに係わって、９

節の旅費の中で、この年の３月の政権セミナーの中で、

額賀長官が来られて、町の方で要望が出されたと思いま

すが、どういう要望をこの懇談会の時に出されたのか、

この点についてお伺いしたいと思います。次ぎに、４０・

４１ページに係わって、企画費の白川美唄線に係わって、

再三申し上げておりますが、この路線は長期にわたって

期成会が作られておりますが、なかなか予算上の問題も

あって、潤沢に行っているという状況にありません。今

の経済事情を考えた場合、流通・経済の問題も有るのか

もしれませんが、今これだけ道路網が発達するという状

況の中で、この線の維持負担金を仮に２万５千円であっ

たとしても、その意味がなさないのではないかと思いま

すが、この点についてお伺いしておきたいと思います。 

 次に、４２ページに係わってお伺いしたいと思います。

職員の福利厚生費の中で、８節の報償費の中で、職員の

退職記念品という形で、この年は６名の方が退職されま

して、この支出になっております。歳出の削減、行革か

らいいまして、自らこういった部分の不要な部分につい

ては、見直す必要があるのではないかと。町民には種々

の見直しという形で公平の負担の原則で見直すという事

で、料金も引き上げ、また補助金等も削減されておりま

す。そういう意味では、率先して義務的なものでない限

りは、やはり廃止するという方向での検討を、具体的に

加える必要があると思いますが、この点についてお伺い

します。次に、同じページの交通安全対策費の問題につ

いてお伺いします。学校等の帰りにおいて、１９節にお

いて、指導員の方が配置されております。担当者の方に

お聞きしましたら、１４年度から見ましても費用負担が

減ってきているという形で、一定ボランティアという形

の中で週３回出ておりますが、それ以外にも出ていると

いう話をお聞きしまして、その部分については無報酬だ

という形になっております。こういう交通安全上の問題、
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子供さんの通学の行き帰りの問題等がありますから、安

全対策上もこういった部分には、きっちりとした予算の

措置をする必要があるのではないかと考えておりますの

で、この点について、どういう考えをお持ちなのか、お

伺いしておきたいと思います。次に、防災に係わってお

伺いしたいのですが、上富良野町では今、防災における

対策強化という形の中で、その具体的な対策もされてい

るというふうにお伺いしております。この間、台風被害、

風雪被害、また十勝岳の噴火被害という形の中で、天災

というのは、いつ如何なる時にどういう形で起こるとい

うことは保障できない訳であります。そういう意味で、

被災した場合、住民が被災した場合、家屋の破損倒壊、

農産物等、畜産物等が被害を受けるということになると

思いますが、そういう場合、国・道にも係わる補償対策

等があると思いますが、町においては、具体的な項目で

は、防災のマニュアルを見ましたら、そういうことをや

らなければならないと出ておりますが、具体的な項目で

は出ておりません。そういう意味では、今後の１５年度

の決算にあたっても、そういう被害に対する具体的な補

償対策というのが、その中にも載せる必要があるのでは

ないかと思いますので、その点についてお伺いします。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の額賀議員の管内

旭川へお出で頂いた時の要望事項でございますが、これ

につきましては、上川管内総合開発期成会の中で要望運

動を展開し、この上富良野地域におきましては、十勝岳

対策等々がこの要望事項の中に含まれているということ

で、ご理解を頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 企画財政課長答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ２点目の白川・美唄線

の期成会の関係でございますが、ご案内のとおり今計画

に沿いまして、それぞれ要望行動をしているのが実態で

あります。しかしながら、国段階におきましても、非常

に施策の見直しという中で、その計画通り促進するかに

ついては、非常に懸念材料もありますので、その辺は今

後十分推移を見ながら行動をとっていかなければならな

いというふうに、認識しているところでございます。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 米沢委員の退職記念品の質

問でございますが、退職記念品につきましては、今まで

要綱を定めた中での贈呈をしていました。こういう財政

の厳しい中でございますので、当然これらにつきまして

も、これから廃止並びに縮小の方向で進めていきたいと

考えてございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 交通安全の専従指導員

の件につきましてのご質問にお答えを申し上げます。平

成１４年度におきましては、月額報酬という事で実施し

てございました。また、平成１５年度につきましては、

交通安全は家庭からということを基本と致しまして、地

域の自主自立、自己防衛意識の高揚を図るという目的か

ら、関係者と連携を強化しているところでございます。

また、専従指導員につきましては、登下校で約２時間、

月・水・金で実施しているところでございます。火・木

につきましては、自主的にボランティアという事で、協

力を頂いているところでございます。また、他に青空教

室等、年間１６回程度出て頂いて、子供の交通安全対策

という事で実施しているところでございます。今後につ

きましても同様に、先程申しましたように交通安全は家

庭からということを基本と致しまして、引き続き実施し

ていきたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 米沢委員の防災対策につい

てのご質問にお答えしたいと思います。台風・十勝岳災

害等に伴う天然災害に対しまして、農産物・畜産物に対

する被害等を町で具体的な被害の補償をするということ

が、計画等に載っていないということでございますけれ

ども、それらの計画につきましては、あくまでも被害を

最小限にとどめる、また避難に対する計画ということで

の、今までの訓練並びに計画という事で載せてあります。

ただ個々の被害につきましては、最終的には、国等の災

害の補償が決まらなければ、それらの対策が取れないと

いうのが現状でありまして、うちの災害対策につきまし

ても、こういう個々の被害に対しての対策については、

検討していないというのが現状であります。以上でござ

います。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 阪神、その他の震災等が頻繁に

起きる自治体では、個々の家屋の倒壊や、今私が言って

いるのは、農業被害を限定しているのではなくて、この

上富良野町全体の問題を捕えて質問しているということ

をまず頭において、答弁して頂ければわかるのかなと思

いますので。やはり、家屋を新築で建てたばかりで震災

だとかで倒壊する、川で流されると。そういう場合に、

新たな資金を借りなければならないという問題も出てき

ます。そういう場合の具体的な共済、救済の対策という

のがあってしかるべきだというふうに思いますが、あの

文面を読みましたら、なかなか読み取れない。こういう

対策をしなければならない。融資対策だとかという項目

も書かれているかと思うものですから、先進地ではもう、

そういった対策を取って、やはり融資・貸付を行うだと

か、工場や商店が被災にあった場合に、その具体的な個

別の対策をとって、救済するというような個別対策を取

っている訳です。そういう意味では、上富良野町におい

ても、そういった現状にありませんが、やはり何時どう

なるかわかりませんので、そういう個別対策を具体的に

きちっと計画を持って、テーマに載せる必要があるので

はないかというふうに考えているもんですら、その点に

ついて、もう一度確認しておきたいというふうに思いま

す。交通安全の問題では、確かに家庭が基本であるとい

うことは、ご承知のとおりだと思いますが、家庭が基本

であったとしても、守れない部分もありますので、ボラ

ンティア精神だとかという形の中で、自治体の負担を軽

減するという形の中で、財源の削減をするというかっこ

いい言葉で、そのものを切り抜けてしまうという状況が

ある訳で、こういった部分についてもきちっと財政措置

をすると、確かにボランティアで出ておられるというこ

とも聞きますが、言葉では言いませんが、顔色とかいろ

いろ見ましたら、やはり本来は、出た分は財政措置して

ほしいというのが本音でありますので、この部分を十分

検討する必要があるのではないのかというふうに思いま

す。この点について、もう一度見解を求めたいと思って
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います。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役(植田耕一君)  米沢委員のご質問にお答え致し

たいと思います。防災の関係でございますけれども、現

状の中におきまして、国においてもこういった災害を受

けて個人の家がなくなったという中にあって、制度的に

それを整備しているという状況にはございません。現状

の中におきましては、自己防衛の中でということが基本

的な考えでございます。今、委員の方からご発言があり

ましたように、資金の借入先とかそういう対応だとかと

いう点は、おそらく出てまいると思います。その災害の

状況に応じた中で、そのケースバイケースでその辺の状

況を考えていくという流れになってございます。阪神の

震災の時もそうですが、大きくは義援金が集まった中で、

そういう個人に対する補償的なものの対策をたてるとい

うのが、現状でございますので、災害の状況を見極めた

中で、当然、町にも財政的な限界もございますから、国

として出来る分があれば、それらの中でそういう対応を

図っていくということが、防災上の流れとなってござい

ますので、そういう点を踏まえて、出来るだけ被災者に

対して、救済の手を差し伸べていくという点で、防災計

画の中ではそういう意味で、位置付けをしているところ

でございますので、その点、またその様な状況が出た場

合につきましては、またご意見を賜った中で、対応をし

ていくという形になろうかと思いますので、ご理解を賜

りたいと思います。それから、交通安全の関係でござい

ますけれども、構造改革という流れの中で、大きく従来

の仕組みというものが、大きく変わってきてございます。

当然、町と致しましても、対価に対する弁償ということ

は、当然考えなければならないところでございますが、

住民自らやっていこうという分野においては、住民の皆

さんの協力の中で、そういうものをやって頂くという分

野は、往々にしてあるのだと思っています。そういう面

では、自主的な中でやって頂くという点を、これから高

めていかなければならないんでないかというふうに思っ

ております。そういう面を考慮した中で、今回のこの交

通安全につきましては、昨年ですか、そういう体制の中

で進めさせて頂いておりますので、どうぞご理解を賜り

たいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） ３・４点ほど。まず、３７ペー

ジ２の 1 の１、報償費の行財政改革推進委員についてお

尋ねします。行財政改革ということで、我々、決算委員

会、予算委員会、議会等でもって我々いろいろ言ってい

ます。謝礼ということで、この方々に行財政改革を部外

者にお願いして、行財政改革がなると思っているのか。

行財政改革というのは、自らまずやらなければならない。

その自らやるという気概をなくして、ただこういう形を

取りましたということで、ならないのですよ。頼まれた

方もわからない。我々もこれだけ膨大な資料を頂いてい

ても、なかなかわからない。何ぼ言っても同じでないか。

何年も前から言っていることが、何も変わっていないじ

ゃないか、と言う声が出ているのが現状ですよ。そうい

う中で、行財政改革ということで、ちょこっと呼んでき

て、お礼をやってご意見を聞いてということでもって、

本当に行財政改革がなると思っておるのか、自らやる気

があるのか、ここのところをお尋ねするのがまず一点で

すね。次は、４３ページの９の地方振興費、魚の棲む環

境つくり事業補助。私達の住民会の区の中には、中学校

と高等学校があります。同じ住民会の中にあります。お

年寄りの方が大変関心を持っておりまして、高校生の二

人乗りとかああいうようなのが言えば恐ろしい、言うの

は恐ろしいけれど一回言ったことがあります。言おうじ

ゃないかと言う声が盛り上がってきております。そして

中学生についても、影でおかしなことにならないように

ということで、見守ろうかという声が上がってきており

ます。それに反して、魚の棲むという、場所によっては

魚を釣るべからずというところがいっぱいあるのですよ。

ところがそうじゃない。これ魚放して、魚釣ってという

話ですよ。結論は。自分たちの趣味、満足のためにです

よ、これ。環境づくりをするのであれば、きちっとやっ

て頂きたい。そして、自然回収のあれでもって、５千円

の手当をもらえばいいのではないですか。そういうよう

なところでですね、名前はいいですれけど、これ名前は

こうじゃなかったんですよ。名前変わったんですよ。前

はこうじゃなかったんですよ。名前変わったんですよね。

これはもうそろそろ、考える時期に来ていると思います。

これが一点。それから、同じくそこの国内外交流推進基

金です。４千９百万ありますね。積立金が４千９百万あ

りますね。４千９百万あるとですね、群がってきますよ、

人が。ここのとこのお考えは、どういうお考えをお持ち

なのかと。私もこれにちょっと入りましたけれども、身

を引きました。ここのところ、これ積み立てていって、

その上には国内外推進事業ということで、１２０万円の

予算が組まれていますからね。私の質問おかしいですか。

それも答弁で教えて下さい。これどのようにお考えにな

っているかと、これが１点です。それから同じページの

ちょっと上がりまして、地方振興費の報償費の叙勲受賞

者報奨金ということで、ちょっと差別があるのではない

か。ちょっと一言だけお聞きしたいと思うんですよ。自

衛官が叙勲をもらったら１万円なんですよ、消防がもら

ったら７万円ですよ。これ何なんだと。消防も自衛隊も

危険業務ということで、国家としては、叙勲の対象とし

てやっているんですよ。これ、なんで差別しているんだ

と。ここをちょっとお尋ねします。それから４５ページ。

防災で内容は違いますけれども、防災対策で、昨日防災

訓練で私来て見て、よくやっておられるということで見

ておりまして、昼のサイレンが鳴ったら、行こうかなと

思って見ておりましたら、サイレンが鳴らないのですよ。

やっぱり新聞に出ましてですね。ということは、マンネ

リになっているのではないかと思うんですよ。この辺の

ところをもっと厳しい心構えから始って、そういう様な

所をきちっと教育しているのかなあと、住民に知らせる

サイレンを鳴らさないで、防災訓練をやっているのです

よね。これは反省はしていると思いますが、これやっぱ

りお尋ねしないといけないと思います。以上でございま

す。 

○委員長（西村昭教君） 行革推進事務局長 

○行革推進事務局長（米田末範君） 梨澤委員の第１点

目の行政改革に関するご質問でございますが、この委員

会に関しましては、あくまで行政改革を進めていく上で

は当然にして、住民の皆さんの声をお聞きしながら進め
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ていくべきものと考えてございまして、つきましては、

ご意見を頂くのに、年に数回以上のご出席を頂いて、ご

意見を頂戴してまいってきた訳でございまして、お一人

に対し年間５千円の報償ということで出させて頂いてい

るというのが現状でございまして、今後につきましても、

これらについては、年間という形でお話を申し上げるつ

もりでございますが、非常に回数等も多くなってきてい

る中でも、これらに答えて下さっているというのが現状

でありますので、ご理解を賜って頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 企画財政課長答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ２点目の魚の棲む環境

づくり事業の関係でございますが、今までもご意見種々

頂いておりまして、私どもも初期の目的がはたしてこの

助成策で現在もどうなっているかについての評価を、こ

の夏に加えたところでありまして、放流事業をやって頂

いている事業成果については、着実に根付いているとい

う評価を加えたところです。そういう観点で、もう初期

の目的を既に果たしていると、具体的に申し上げますと、

稚魚が河川に定着して自然に繁殖しているという事実を

確認した経緯がありますので、来年以降については、会

の方と十分協議をしながら、廃止に向けた協議をさせて

頂く事になっていますのでご理解頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 総務課長答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 国内外交流推進基金積立金

の話でございますけれども、利子の積み立てをしたもの

で、予算で４万９千円でしたが、実際に積み立てました

のが４８,７５３円でございます。これにつきましては、

基金の運用による積み立てした金額でございます。基金

の運用した事業でございますけれども、これにつきまし

ては、昨年は１団体１個人の事業に対して補助してござ

いまして、この決算に載っているとおり、１２０万円の

補助をしたところでございます。それから次に、叙勲受

賞者の報奨金についてでございますが、消防の受賞の方

が７万円、自衛官は１万円とのことでのご質問でござい

ますが、これにつきましては、今年度から一律１万円と

いうことでの報奨金ということで、改めさせてもらいま

した。それからもう１点の防災訓練でサイレンが鳴らな

かったということは、大変申し訳ございません。訓練の

中でのミスでございますので、これから十分反省をした

中で訓練を実施していきたいと考えてございます。また、

住民が避難しなくなってきたということもご指摘のとお

り事実でございます。これにつきましても、また防災の

意識の向上を図りながらその様なことの無い様に、出来

るだけ意識を持って頂きます様に進めていきたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） わかりました。１点だけお聞き

します。行革はこれからなんですよ。これからのことで

なくて、過去に住民の声を聞いて進める。これ奇麗事な

んですよ。どこに住民がこのような資料をもらってわか

るはずがないですよ。はっきりいったら。こんなのもら

ったって我々はようやく読めるようになりました。わか

る筈がないですよ。だから私が言いたいのは、自ら出し

なさい。自ら。職員なら職員自ら出しなさい。こういう

ようなのを内部告発でいいんですよ。はっきり言ったら。

ばあっと出して。そしてその中でもってこうこうこうだ

なというきちっと理論付けすればいいんじゃないですか。

それじゃなくて、ただよその声を聞いて、そんな甘い考

えで、行革ができるなんていうことにはならないんです

よ。まず自らを正してですよ。襟を正していかなかった

ら、行革なんて絶対進まないって私は思いますよ。本当

の話ですよ。だから国の方だってそうでしょう。国の省

庁改編なんていったところで何のことない。だだ組み替

えただけの話で、それでもってお茶を濁すということに

なりかねないのです。行革、行革と言ったって。財政に

ついても同じです。最終的には、町民がこうやって見て、

なあんだ、自己保身でやっているんじゃないかと、我々

の言っていることが通らないんじゃないか、そういうこ

とになりかねないんですよ。で、あなたたちはこう言え

ばああ言う。ああ言うとこう言うと。ちゃんとそれ持っ

ているんですよ。一杯持っている。議員以上持っている

んですよそれは。当然ですよね。だけと、行革というこ

とをまず、自らやる意志があるのかということを、それ

をまずお聞きましょう。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役(植田耕一君) 梨澤委員のご質問にお答え致した

いと思いますが、先にもご案内申し上げた新行革という

ことで打ち出しをした訳でございます。当然自らやる分

野もありますし、また、今こういう厳しい状況を迎えて

おります。そういう中で、住民の皆さん自らその仕組み

を変えていくという中で、自らやっていくという分野が

出てくるというふうに思っています。今までは行政依存

というそういう中でずっと過ぎてきた経緯にあります。

そういう中で、新たなこれからの時代に向けた中で、そ

の仕組みを変えていくということが、大きな要素のもの

として考えないといけない。当然、行政内部でやるもの

については、自ら行政改革というものはやらなきゃいか

んということは、これまでも成果の中でいろいろ、議員

の皆様方にも町民の皆様方にも公表しながらやってきた

訳でございます。これから新しい視点で考えたときに、

補助金の削減だとかそういうものについては、当然行政

に依存していた分野がございます。そうすると、町の方

の考え方を当然示します。それに対して、住民の皆さん

がどう受け止めて判断していくかということが、あろう

かと思います。その辺やはり、限られた財源の中でどう

配分するかということが大きなことになりますから、い

ろんなご意見ございますから、当然町民の皆さんのご意

見を伺った中でそういう判断をしていなかければならな

いんだろうと思っておりますので、そういう面は住民サ

イドで、自らこういうものは行政の力でなくて、自分た

ちでやっていける分野が有るんでないか、そういうもの

が行政として求めていきたいなというふうに思っており

ます。こういう時代背景の中で、連帯感だとかそういう

ものが喪失されているきらいがあります。いわゆる個人

主義的な発想の中で過ぎている分野がございます。そう

いう面を、やはり協力して連帯してまちづくりを皆でや

っていこうという機運を、一つ新しい方向の中で盛り上

げていくことが必要でないかなあという願いを込めまし

て、新しい新行革の中には当然、財政的には２４億円、

２０年まで財源不足を生じる中で、多くのものが自らや

る分野とそれから住民の皆さんのご協力を頂いて実施し

なければならない分野がございますから、そういう面を
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町民の皆さんにご判断頂いた中で進めていくということ

になろうかと思いますので、その点新しい行革に向けま

した取り組みにつきましても、議員の皆様のご協力を賜

りたいと思うところでございます。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 話し良くわかります。自らの分

野というのをですね、まず行革を進めるにあたって見せ

るべきです。私達はこういうことを進めたい。私達は役

場の中をこのようにしていきたいという、それをお見せ

するべきだと思います。反発の声当然でてきます。いい

ですか。これ覚悟の問題ですよ。ない袖は振れないので

すから。やらせなきゃならないんですよ。それに耐えら

れますか。その辺の覚悟のところを本来大事なことです

からお聞きしたいと。やらすことはやらすんだという、

だからお聞きしてという簡単な甘いもんじゃない。こっ

ちを聞いてここにということをやっていた何だって、一

言ったって十位反発くるんですから。その辺の覚悟です

よ。その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役(植田耕一君)  梨澤委員のご質問にお答え致し

たいと思います。当然ですね、お聞きすると言うからに

は住民皆さんの判断というのがそこに出てくる訳でござ

います。行政は当然です。職員は、耐えれるのかという

ことですが、職員は耐えていかなければならないと思っ

ておりますし、当然新しいものがでてきた時に、住民相

応の中で意見のくい違いが出てきます。その辺のところ

が大きな要素で、この新しい行革の中ではその辺の意見

のぶつかり合いがあって、その辺を解消していかないと、

なかなか改革には向かっていかないだろうと思っていま

すので、当然、財政を中心に改革というのがある訳でご

ざいます。従いまして、その財源をどう配分するかとい

うことでは、ぶつかり合いになるのではないかと思いま

す。お金をもらわないでやっていこうという機運が盛り

上がってくることを期待しているのです。今まで行政の

力でこうやって援助･支援を頂いてやっていた分野を、こ

れ自ら自分たちで出来るんでないかという点を振り分け

していくことが、行革の中にあると思いますので、住民

自らもその厳しい状況に耐えていくという、意識付けと

いうことが必要になってくるんではないだろうかと思っ

ております。行政は当然、そういう皆さんの厳しい意見

を承った中で、その方向をきちっとやっていくというふ

うになろうかと思いますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

○委員長（西村昭教君） 質問ございませんね。以上で1・

２款の議会費、総務費についての質疑を終了致します。

暫時休憩致します。 

○事務局長（北川雅一君） 開催時間を１１時５分と致

します。 

 

１０時４８分休憩 

１１時０５分再開 

 

○委員長（西村昭教君） 着席お願い致します。休憩前

に引続き会議を再開致します。次に、３款の民生費につ

いて質疑を行います。４８ページから５６ページです。 

１３番村上委員 

○１３番（村上和子君） ３款１項３目１９節ですか。

５１ページ、地区敬老会交付金１６１万１千円ですか、

これにつきまして、今までの町全体での敬老会から各住

民会での実施ということに変更した訳でございますけれ

ども、これに併せて敬老会の祝い金も、節目年金にしま

して、７００万円ぐらいの削減になっているところでご

ざいますが、各行政会におきましてどのような実態にな

っているのか、よく全体の状況を、行政区の開催状況に

ついてお尋ねしたいと思います。それと、今までは一冊

の冊子になりまして、ご長寿おめでとうございますとこ

ういう冊子がございまして、町民の皆さんでその冊子を

見ますとああこの人も元気で頑張っていらっしゃる、あ

あこの人も喜寿を迎えられたとかですね、この人も頑張

っているのだなというのが、その一冊でわかりましたん

ですけれども、行政区に変わりました為に、その行政内

の方のはわかるのですけれども、これらにつきましても、

節目年金にしたり、こういうふうに状態を変更しました

んですけれども、これはこれでいい所もあるんでないか

と、細やかでその行政区のあり方でやっていらっしゃる

んでないかと思いますけれども、そうゆう冊子も今後に

つきまして、町民全体の方のそういうご長寿おめでとう

ございますというような感じで、今後もそういうことを

廃止だということなんですけれども、考えて見るという

ことをお考えにならないかどうか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １３番村上委員のご質

問にお答えさせて頂きます。まず、地域敬老会について

でございますが、昨年から地域において、住民会主催の

もとに敬老会を開催して頂いたところでございますが、

昨年の実施状況といいますか、一部の地区につきまして

は、二つの住民会でもって合同でやられたとこがござい

ますが、そういうことも含めて、全住民会で地区の敬老

会を開催して頂いた状況にございます。その内容につき

ましても、それぞれの住民会のいろいろなご支援をして

頂く人達によって、開催方法はさまざまな方法で、いろ

んな催しを盛りたくさん加えたり、或いは、ご婦人方の

手料理やなんかでもって、お祝いをしたりとかいう、い

ろんなそこの地域の実情に応じて、開催されているとい

うことで、お聞きしてございます。２点目のご質問でご

ざいますが、この敬老会の地域開催によりまして、町が

実施してございました時の敬老会のしおりのご質問でご

ざいますが、これにつきましては、地域に開催が移行さ

れたということに伴いまして、全町的な敬老のしおりと

いうのは、作成を昨年度から致していないところでござ

います。このしおりの中には、主として敬老者の名簿が

記載されている訳でございますが、議員もご案内のとお

り、個人情報の関係がございまして、町で開催していた

時からも、名簿の記載について、抗議といいますか、記

載をしないでくれというような方もおられまして、そん

なような観点から、地域開催になったということも含め

まして、これらの分については、町としては全体の分に

ついては、考えていないところでございます。ただ、地

域開催につきましては、住民会の主催者側から、対象者
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の名簿の提供に対する要請がございましたら、それに基

づいて提供いたして頂いているということで、これにつ

きましては、個人情報の審査会でもこの辺の適用につい

てのご審議を頂いて、ご了承を頂いた中で、各住民会に

対して対象者のリストを提供させている状況でございま

す。それに基づいて、地域において名簿をそれぞれ作ら

れているということで、そういう状況になっているとい

うことでございます。以上です。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢義英委員。 

○９番（米沢義英君） ５０ページの老人福祉費につい

てお伺い致します。今回の賃金等で、介護いわゆる閉じ

こもり予防の事業に係わって、介護福祉士や准看護師の

賃金が載っております。この事業の展開というのは、や

はり閉じこもりをなくすという表題のとおりであります

が、これは町立病院との連携の中で進められた事業とも

お聞きしますが、実態としては、現状ではどのような成

果といいますか、状況が調査の中、或いは実施した中で、

成果というかその様なものが出来てきているのか、状態

というのはどのようになっているのか、この点について

お伺いしたいと思います。１３節の委託料については、

在宅復帰促進業務という予算も組んでありますので、こ

の関連の業務内容等についてお伺いしておきたいと思い

ます。次に１９節の負担金補助金及び交付金の中で、介

護保険の低所得者利用促進事業という形で、福祉法人に

おいても減免の補助制度が行われております。その事業

成果報告書の中では、社会福祉法人等については、前年

より対象者が１３名ばかり増えております。介護保険低

所得者に対する負担軽減措置についても、対象者がその

時によって変動する訳であります。あと在宅においては、

利用促進補助という形の中で、前年度よりも２５２名、

この１５年度においては、対象者があるということにな

っておりますので、この部分、今、国や町において補助

率をも受益者負担の原則において増やそうという形の動

きで、平成１６年度においては、その負担も増えるとい

う状況になっております。しかし、この間のアンケート

調査の中には、利用促進のための負担軽減をやはり行う

べきだという結果もでておりますので、やはりそういう

実態も含めた場合、これから介護者が急増するという中

で、確かに財政の運用が厳しいという状況があるという

ふうな判断もあると思いますが、しかし、これが重点で

あるとすれば、こういったところに利用促進する、やは

り負担軽減を促進できる様な財政措置をするべきだと思

いますが、この利用の状況とその効果等については、現

状ではどの様になっているのか、お伺いしておきたいと

思います。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢委員のご質問

大きく３点ほどのご質問でございます。まず一点目でご

ざいますが、閉じこもり予防介護福祉の准看護師の賃金

の関連でのご質問でございますが、これにつきましては、

先ほどのご質問のなかに町立病院との連携というお話が

ありましたが、この分については町立病院との係わりで

はなくて、今の老人身障者保健センター並びに泉栄防災

センターで月２回行っております介護予防教室、お元気

会という介護予防教室がございますが、これらの事業の

展開をするためのスタッフの賃金でございます。次に２

点目の在宅復帰促進事業委託のご質問でございます。こ

れが町立病院との係わりの部分でございますが、これに

つきましては国におきまして、介護費用適正化特別対策

事業ということで、介護給付費が全国的に伸びていると

いう背景の中で、これらの介護費用等の適正な事業の部

分での国の財政措置で、１０分の１０の交付金の制度で

ございましたが、この補助制度に基づきまして、昨年試

行的にやらせてもらったケースでございます。これにつ

きましては、町立病院の長期入院者の方を対象と致しま

して、なぜ在宅でもって復帰できないのか、在宅で生活

できないのかどうか、あるいは家族介護者の実態はどう

なのかという様なことの把握と分析をさせて頂くような

形で取り組んだ事業でございますが、長期入院者の中の

３人の方に、家族並びにご本人のご了解を頂いた中で、

症状が比較的安定されている方でございますが、この

方々を在宅でお帰りになって生活するとした時に、介護

の問題がございますので、在宅のいろいろなサービスが

ございます、ホームヘルパーとかホーム看護とかそうい

う在宅サービスを利用した中で、生活体験ができるかど

うか、そういうような試みでやった事業でございます。

家族の思いとご本人あるいは病院のスタッフの見方とい

うものが、若干違う部分もございましたが、家族にとっ

ては家に帰ってきて生活が不安だ、介護の問題に対する

不安やなんかの要因を投げかけられているケースがござ

いまして、これについては、試行的に体験して頂いた時

には、在宅での車椅子とかベットとかこういう様な用具

類も、備えさせてもらって提供させてもらって、ヘルパ

ーさんの派遣とかそういう様なことで、実際に体験させ

て頂いたところですが、結果的に、その方は病院に戻ら

れておりますけれども、長期入院者の一番理想は、家庭

で暮らして生活できることが一番いいことなんでござい

ますけれども、そういう様な家族の介護力の問題とか感

情的な部分もいろいろございますので、この辺は実現は

難しいかもしれませんが、今回試行的にやらせて頂いた

事業でございます。それから３つ目でございますが、在

宅介護サービスの利用に関する補助、減免補助とか、三

つ今現在行っておりますが、その内の介護保険の低所得

者利用負担の軽減の減免措置という制度は、介護保険が

スタートした当初から、この制度は国において設けられ

た補助事業でございます。これについては当初から国も、

介護保険がスタートしてから、５年でもってこの補助を

打ち切るという方針のもとに、それぞれの保険者である

市町村が、この制度に乗っかって今やっておりますが、

これについては、国の補助制度の中でやってきたという

主旨から、町としてもこれらは廃止の方向で考えていき

たいなあということで、対象者は減ってくる状況にもご

ざいます。もう一つはこの関連で、社会福祉法人、当町

におきましては、社会福祉協議会が行っている訪問介護

事業でございますが、これらの事業の利用者の減免措置

については、当然社会福祉協議会側もこの事業について

は、当分続けるという意志がございますので、町として

も、この制度に基づいた形で継続して行かなければなら

ないと考えております。更にもう一点、町独自の在宅サ

ービスの利用促進補助ということでございますが、この

補助事業の目的は、介護保険がスタートして在宅でもっ

て介護のサービスを受けながら生活して頂ける、そして
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制度サービスを利用して頂くという、利用促進の観点で

この補助制度を講じさせて頂いて今日に至ってございま

すが、この利用促進というのが主目的でございましたけ

れども、反面、該当者の方々には利用料の軽減という部

分でのそういう側面的な要素もございました。主目的は、

介護サービスの定着という視点で、利用促進を図るとい

う当初からの目的でございまして、その様な観点で今後

これをどうするかという部分については、行財政改革の

実施計画の中での事業評価をしながら、どう検証してい

くかということで、今後検討を加えていきたいというふ

うに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 在宅福祉推進業務の問題でお伺

いしますが、当然この成果は国や道に報告されたんだろ

うと思いますが、課題という点では、なかなか在宅を目

指すという点ではそれなりに課題も見つかったんだろう

と思いますが、今、答弁の中でチラッと表現された部分

もあると思いますが、仮に国が望む様な在宅復帰を促進

するということであれば、この３人の方がこれを利用さ

れて、町としてはどういう問題があってどういう課題が

あって、今後、どこを改善すればこういうものが促進さ

れるのかというようなことを報告されたのではないかと

思いますが、この点はいかがでしょうか。どういうよう

な内容になっているのか。これは今言われているように、

国は医療費や介護費用の負担がかさむという状況の中で、

在宅に戻そうという形で言われているのはご存知のとお

りでありますが、家庭の中では、戻ってきても今答弁さ

れたように、社会的な要因でなかなかその受入が思うよ

うに任せないという状況もある訳ですから、やはり一様

にそういうふうに単純に社会復帰、在宅復帰といかない

部分もあると思います。そうすれば、それなりの体制と

充実する制度の内容、財政的な裏づけも含めて在宅復帰

の計画が出てこなければなりませんが、国においては、

そういった財政措置をこういった中でされようとしてい

るのか、この点わかる範囲でよろしいですが、答弁願い

たいと思います。次に介護保険在宅サービス利用促進補

助という形で、定着が主眼だとおっしゃいましたが、利

用されている方に聞きましたら、この制度を使って本当

に負担も一定軽減されているということで、喜ばれてお

ります。こういう制度を更に活かすということが、本来

の介護の目的にかなったものであると思う訳でございま

す。そういう意味では、これからどうするのかというこ

とで、行政改革の立場から行けば、経費の軽減、節減と

いう形の中で、見直しもでてくるのかという話でありま

すが、私はこういうものは当然、社会福祉協議会の部分

についても定着させ、更に充実させることこそが、主旨

にそったものであると思う訳であります。今後、国にお

いては、要支援や介護 1 においては、介護の対象からは

ずそうという動きも強まってきています。そういう動き

からしても、こういうものの促進というのが、非常に重

要な位置を占めてくるのではないかというふうに思いま

すが、国のそういった指導に負けることなく、町独自の

施策の展開というのを必要ではないのかと思いますので、

この点についてもう一度見解を求めたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢委員のご質問でご

ざいますが、在宅復帰促進事業につきましては、国もこ

れによって実態がどの様な状況なのかというのを把握す

るのが主旨でございますので、今後国において、これら

の対策の部分については、まだ明確になってはございま

せん。暫定的に昨年度の特別対策事業ということで、国

で位置づけされたもので、町がその補助を受けて実施し

たということでございます。課題のご質問でございまし

たが、実際に体験された方で、いろんな介護用具やら介

護サービスの利用をした中で、改めて家でも介護ができ

るんだなあという実感は頂いたんですけれども、家族の

方が仕事にでて家に誰もいないという状況もございまし

て、最終的には、その方々は試行的に体験をしていただ

いたという結果になっています。そんなことで、課題と

しては在宅で生活できる要介護者がいれば、それに対す

る条件整備といいますか、基盤整備を町としても考えて

いかなければいけないと考えています。この事業の一つ

のまとめとしては、その様な状況に至っているところで

ございます。２点目の在宅サービス利用促進の補助の部

分につきましては、議員のご意見のそういった捕え方も

されているということも認識させて頂くところでござい

ますが、この補助制度という中で、永久にできるかとい

う部分、永久に位置づけしていくかという部分について

は、行政施策の部分では、事業評価を加えながら事業の

目的が達せられたかどうかということは、当然、行政経

費の指導にあたっての、見極めをして行かなければなら

ないと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 今、答弁の中で行政評価の問題

を担当課長おっしゃいましたが、機械的に建物を建てた

だとかそういうのではなくて、行政評価はそれなりにし

なければならないけれども、永遠の課題として、こうい

うものは追求されるべき性質のものだと私は考えており

ます。ですから行政評価というのは、こういうきちっと

評価して、ただ建物ができた、道路ができたというだけ

の機械的なものでないのですから、財政難だという理由

だけで、これを打ち切る、削減するということにはなら

ない対象の部類ではないかと思いますが、この点、町長

はどの様にお考えでしょうか。担当課長もおっしゃって

いるように、評価はあるんだと、住民も利用促進のこの

部分について、大いに歓迎している訳ですから、そうい

う立場からすれば、機械的に切ったり削減するという様

な、事業評価の対象になるものではないというふうに思

いますので、この点町長、どの様に今後お考えかをお聞

き致します。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 米沢委員のご質問にお答えさし

ていただきますが、確かに建物だとかそういったものと

の行政評価は違うというふうに認識致しております。た

だ、これらの部分につきましても、全ての事業について

は、やはり行政評価を進めながら、そして財政規模、財

政状況を見極めながら、対処していかなければならない

事業であると認識しております。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 町長は事業評価をしながらもと

いうことで、いろいろとそういう事実は認めるのだが、



14 

財政状況もあるということで、将来対象の範囲だと、見

直しをかけるのだということでありますが、私は町長が

日頃から「うるおいのあるまち、四季彩のあるまち」と

いう言葉がぽんぽんと飛びかってきて、私は、健常者で

あったとしても、こういう障害や介護認定された方であ

ったとしても、快く元気に生活をしてもらうという立場

にたてば、こういう事業評価というのはお金に換算され

るものではないと、私考えております。町長もそうだと

いうふうに思っているんだと思いますので、私はこれを

活かすという立場で、やるべきではないかというふうに

思いますので、もう一度この点について答弁願いたいと

思います。次にお伺いしたいのは、児童館と保育所の問

題で、５４ページ等に係わってお伺い致しますが、学童

保育所の問題で現場のお母さん方にもいろいろ聞くんで

すが、基本的には学校区にあれば学童保育というのはい

いんだ、ということであります。現在の西児童館や東児

童館で有料で公募をするのですけれども、やはり利用が

不便だということがあげられます。狭隘、狭いというこ

とが言われています。ただやるというだけの問題でなく

て、きちっと条例化して、学童保育に対する資質の向上

と内容の見直しが必要だと私は思いますが、この点につ

いてどのようにお考えか。それと保育所の問題で、よく

一時保育や延長保育をやってほしい、ということが言わ

れております。これは、わかばにおいても当然、民間に

おいても必要な財政措置を今後とるべきではないかと思

いますので、この点についてですね、町の子育て支援と

併せて、この１５年度において、いろいろと住民の皆さ

んや利用されている皆さんの意見を聞きますと、そうい

うのが一番多いのですから、この点実態として、どうい

うような評価を、この１５年度の決算において評価され

ているのか、もう一度お聞きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢委員の１点目の再質問

にお答えさせて頂きたいと思いますが。このうちの事業

を含めて、福祉事業につきましては、基本的には私も他

の事業と同一視しながら、財源の対応の中で処理すべき

課題でないと、特別視していかなければならない課題で

あるというふうに認識しておりますが、ただ基本的には、

やはり財政状況が優先されるという事でございますので、

その財政状況を見極めながら、福祉の事業についても対

処していかなきゃならない面も出てくるのかなあと。し

かし、これは福祉につきましては、やっぱり特別視しな

きゃならない課題であるというふうに認識しております。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢委員の学童保育の

ご質問でございます。１５年度におきましては、二つの

児童館で学童保育を実施した経緯でございますが、定員

１５人の中で実施したところでございますが、対象につ

いては、小学３年生までのお子さん方を受け入れをさせ

て頂いているところでございますが、今のご指摘のあり

ました特に東児童館の部分につきましては、確かに１５

人を超えますと施設が狭いという課題がございます。こ

れについても、そういうような状況の中で今日、１５人

枠でございますけれども、今現在まで１８人と３・４人

延ばしてございます。ただ今後これについては、次世代

育成いわゆるエンゼルプランの中でも、将来的にこうい

う学童保育のニーズが、どんどん増えていくということ

になれば、やはり施設の拡充という部分が課題になって

きますけれども、これについては、既存施設の活用を図

った中で施策を立てていかんとならんなあ、という考え

方で認識しているところであります。もう一点の保育所

の問題でございますが、保育所につきましても、わかば

愛育園も含めて三つの認可保育所におきまして、ご質問

のありました延長保育につきましては、１５年度現在に

おきましては、通常の保育を更に朝と晩の前後の部分は

実態的にはやっておりますが、保護者としても更にそれ

の延長のニーズもございましたので、これらについても

次世代育成計画の中で、この５年間の中で、三つの保育

所の位置付けをさせて頂く様な形で、この辺の延長保育

あるいは一時保育につきましても、計画の中に位置付け

させて頂いて、今後取り組みをさせて頂きたいというふ

うに考えております。 

○委員長（西村昭教君） 以上で３款の民生費について

の質疑を終了致します。次に、４款の衛生費について質

疑を行います。５６ページから６１ページです。 

１３番村上委員 

○１３番（村上和子君） ６０ページ、クリーンセンタ

ー施設維持管理。これよろしいですよね。６０・６１と

なりますけど、４款１項４目です。１３節、クリーンセ

ンターの施設の維持管理費につきまして、ゴミのほうも

分別で減量が進んでいるのではないかと思うのですが、

昨年に比べまして、１，１９７万円維持管理委託費です

ね、増額になっておりまして、これは何か検査の方法が

変わったとか、管理の方法が変わったのでしょうか。ま

ず１点お聞きしたいと思います。それから昨日書類審査

の中で、成果表を見せて頂きますと、維持管理費は５，

８１２万円１千円、公害関係測定費は８００万２千９百

円だと、これ成果表の方では、別に表してあるんですけ

れども、これを足しまして、月割りで毎月５５１万２千

円、これ１２ヶ月払っているんです。そうしますと５０

０円カットしているもんですから、６,６１５万円維持管

理費委託料として支払っている訳なんですが、その中で

ですね、５００円というのは処理の関係だったんでしょ

うかね。６千円ぐらい。公害関係測定費と含めたもので、

この内訳は、維持管理費が５，８１２万１千円となって

おりまして、公害関係測定費は８００万２千９百円で、

これ併せまして１２で割りますと、６６,１５０円になり

ますが、その５００円というのが、６ケ月分６千円、１

５年の９月２９日にクリーンセンター維持管理業務委託

料誤払い、戻入があって赤伝がございました。これにつ

きまして、間違って２回払ったということでしょうか。

こういう処理の方法があっていいのか。金額が５５１万

２千円と、金額も大きいですし、これにつきましては担

当の方と収入役にお尋ねしたいですけれども、維持管理

費業務委託料誤払い戻入ということは、普通考えられな

いと私は思うのですけれども、その点お伺いしたいと思

います。それから焼却の整備等機器点検業務の６８８万

８千円でございますが、平成１５年１２月１９日に行わ

れております。これは、１回でこの金額約７００万円と

いうのは、高額だなあと考えるんですけれども、これは

何年に１回検査されるのか。たまたま今年この検査にな

ったのでこの管理委託費が１,１９７万円の増額になっ
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たのかとも考えるんですけれども。それともう一点、そ

の公害関係測定費というのが、８００万２千９百円とい

うのは、ダイオキシンの検査なんでしょうか。これも金

額的にどうなのかと思うのですけれども、その点お尋ね

します。 

○委員長（西村昭教君） 町民生活課長答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １３番村上委員のご質

問にお答えさせて頂きます。まず一点目のクリーンセン

ターの維持管理経費の委託の関係でございます。これに

つきましては、この施設の管理につきましては、平成１

４年に入札行為を致しまして、平成１５年１６年と随意

契約でもって契約をしているところでございますけれど

も、数字につきましての説明は、後ほどさせて頂きたい

と思います。これにつきましては、服部主幹の方から説

明させて頂きますので、ご理解をお願いします。 

○委員長（西村昭教君） 生活環境班主幹答弁。 

○生活環境班主幹（服部久和君） 村上委員のご質問に

お答えいたします。維持管理費の１４年と１５年を比較

して増額になった理由ですけれども、ごみの有料化がさ

れまして、それに伴いまして、直接搬入の手数料徴収と

かですね、収入証紙の受払い及び在庫管理、あと広域処

理の受入というのがございまして、それによりまして、

人件費の増額を図ったところでございます。戻入の関係

ですけれども、これにつきましては、本等に申し訳ない

話しでして、うちの方で誤って、同月二重に払ってしま

いまして、わかった時点で速やかに戻入を業者にさせた

ということでございます。本当に申し訳ございませんで

した。もう１点ですね、公害関係の１千万程度の委託料

についてなんですけれど、これにつきましては、委員お

っしゃっていたとおり、ダイオキシンの検査に係わる委

託費用となっています。焼却施設等の年点検の関係でご

ざいますけれども、毎年行うのか行わないのかと言うご

質問だと思ったんですけれども、これにつきましては、

隔年とかでなく、毎年度今後も続けていくものです。非

常に金額が高額だということですけれども、本州等から

専門の技術スタッフが相当数来まして、こちらに来るま

での旅費等が普通より多くかかりますので、高額の金額

になっております。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） 戻入の関係で、収入役に。 

○委員長（西村昭教君） 収入役答弁。 

○収入役（樋口康信君） １３番村上委員の戻入の関係

でございますけれども、委託料につきましては、当月分

を翌月の月末に払ってございます。たまたまこれにつき

ましては、担当の方から説明がございましたように、当

月分が当月に請求が出てきたということで、私どもで２

回払ってしまった訳でございますけれども、払ったあと

に即気がつきまして、戻入をさせた所でございます。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） 金額が、５５１万２千円と高

額でありますし、こういうことは普通、職員の方が担当

していて、こうこうことがあるのかなあと私考えるんで

すが、こういう処理のやり方、２回間違って払ったんだ

と、だから１回戻したんだということでございますけれ

ども、専門の職員の方がやっておられてこういうことが

起こりうるのかなと、額的にも大変大きいですしね。５

５１万２千円を２回払ったと。ただ１回戻入すればいい

んだと言うのではなくて、今後こういうことが起きませ

ん様に、こういうように処理の仕方というものがあるの

かなあと私、昨日書類審査をさせて頂いて思いましたの

で十分、今後くれぐれも気をつけてやって頂きたいと思

います。 

○委員長（西村昭教君） １５番向山富夫委員。 

○１５番（向山富夫君） 同じく６０ページ。２項３目

１３節、倍本地区飲料水供給施設の老朽度診断をなさっ

たというような決算が出ておりますけれども、老朽化の

調査ですね。ぼつぼつ心配だからということで、調査を

なさったのか、あるいは一定の年限が来たので調査して

みようかと、まずその発端と結果が如何であったかとい

うことをお尋ねさせて頂きます。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中 博君） １５番向山委員のご質

問にお答えさせて頂きます。倍本地区飲料水供給施設の

老朽度診断、これにつきましては、事業といたしまして

障害防止事業で、１７年敷設替えの予定でございます。

それ以前に老朽度の診断試験をして、パイプがどれほど

劣化、老朽化しているかということの調査を専門の会社

に診断をして頂いて、その結果に基づいて、今回防衛施

設局からもこの診断の結果、敷設替えに値するという回

答を頂いております。その様なことから、今年実施設計

を行いまして、来年、敷設替え工事を実施する予定でご

ざいます。その前段の老朽度診断ということでございま

す。 

○委員長（西村昭教君） １５番向山富夫委員。 

○１５番（向山富夫君） 確認させて頂きたいんですけ

れど。あの供給施設全てを更新するというような運びに

なるということでしょうか。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中 博君） あの施設全て、水源か

ら末端の配水管まで、敷設替えの予定でございます。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 一点、クリーンセンターの維

持管理費の６,６１５万円の内の公害関係測定費なんで

すが。８００万２千９百円ということですが。これは、

札幌の公清企業に委託をしているんですか、ということ

でまず確認をしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 生活環境班主幹答弁。 

○生活環境班主幹（服部久和君） 維持管理費の委託は、

クボタ環境サービスの方に委託しております。そこから

再委託で、民間の検査機関の公清企業に委託されており

ます。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 検定書を見れば、どこから来

ているということがわかるんで、今、公清企業というこ

とで答弁があったのですが、たまたま今、新聞紙上をに

ぎわしている札幌市での産業廃棄物の拡大をですね、解

釈の違いがあるという表現はしているけれども、現実、

その晩、札幌なり道から処分を受けるんでないかなとい

う気がするんですよね。この公清企業は、そういう測定

業務をやるけれども、産業廃棄物のそれらもやっている。

しかし、札幌市のそういう関係市役所の天下りの人が、

主要なメンバーに入っているという新聞報道があります。
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それで、万が一、札幌市なり道からそういう処分を受け

た場合、従来クボタから一方的にそこにいっているけれ

ども、検査業務を場合によっては、ここは駄目だよとい

う停止処分的なことを基本的にやはり、法を逸脱した企

業ということで決定されれば、そういう意向があるかど

うかということで、その受託会社に言えるかどうかとい

うことです。その点確認したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村委員のダイオキシン

の検査についてのご質問でございますが、従前から町で

対応しておった訳でありまして、地域との話し合いの中

で、町の都合のいい検査機関にあれして、ころころ変え

られたら困ると。常に一定の業者に検査をしてほしいと

の地域の話もございまして、ずっと町は過去において、

ダイオキシンがオーバーした時も、議会の皆様にご説明

申し上げて、同一業者で同一検査をするといういうこと

の前提の中で、クボタの方に委託して、再委託しており

ますけれども、町としては、公清企業ということでお願

いしているところですが、今、議員からご質問のござい

ましたように、いろいろと話題の提供されている企業で

あるということでありますけれども、今のところ国の検

査機関として承認を受けているところでありますので、

これらにつきましては、これからもそういう所でいいの

か、あるいは他の業者の方に移行するのがいいのか、こ

れらにつきましては、また、地域とも調整をさせて頂き

ながら、また町としても考えて、委託業者であります業

者に申し入れしたいというふうに思います。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） 町長の答弁で、基本的にその

データを信頼するかどうか、その企業が法律なり条例に

遵守するかということが、原点だと思うのですよね。そ

うすると、まだ出ていない段階ですから、とりあえず地

域と相談というのは、その前の段階じゃないですか。そ

れはまだ、そういうことで公清企業として企業の姿勢が

こうなんだ。それから処分を受けたということであれば、

やはり別な検査機関にどうするということで、僕はやる

べきで、先に地域との協議ということは、行政の立場と

してはすべきでないんでないかという気が致します。そ

の点でもう一度、町長の答弁をお願います。 

○委員長（西村昭教君） 町長答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） これは地域の理解がないと、な

かなか課題としては残る問題でございまして、地域のご

理解を頂くためには地域の意見を聞き、そして現状にお

いては、公清企業もいろんな課題は残っておりますけれ

ども、ダイオキシンの検査において、国の試験を受けた

機関であるということにはかわりがありませんし、大き

な課題は持っていない。この問題についてはですね。こ

のように認識致しております。今後もここでいいのかと

いうことにつきましては、今後の検討課題として、検討

しなければならない課題であると、そのためには地域に

も理解を得なければならない、というふうに思っていま

す。 

○委員長（西村昭教君） 以上で、４款の衛生費につい

て質疑を終了致します。午前中の審議についてはこれで

終了し、暫時休憩と致します。 

○事務局長（北川雅一君） 午後１時から再開を致しま

す。 

１２時０３分休憩 

１３時００分再開 

○委員長（西村昭教君） 午前中に引続き会議を再開致

します。次に５・６・７款の労働費、農林業費、商工費

について質疑を行います。ページは、６０ベージから６

９ページです。１３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） ６款１項３目、１３節の農業

情報センター管理運営につきまして、この事業につきま

しては、総額６００万ということでございますけれども、

農協と組合員の負担もありまして、かなりの金額の総額

で運営されている訳でございますが、１点目は組合員の

減少によりまして、端末機の返却が多くなっているとい

うことでございますけれども、その返却されている組合

員の数は何戸位だったんでしょうか。２点目は、老朽化

により故障が多発しておりまして、特に読み込みローラ

ーの磨耗による紙詰まりがあって故障が多発しているが、

故障の件数はどれくらいか。利用料が、今までの活用を

されているのかどうか、組合員の利用の状況が偏ってい

ないのか。機種も老朽化して来ているということから、

なかなか利用者のニーズに対応出来ない状況になってき

ているので、今年は研修会も取り止めにしたという事が

書いてあり、これらの運営につきまして、人件費が４８

７万２千円で、昨年の予算５００万円に対してだったん

ですけど、農協の職員１人専門につけているのだと、１．

４人分として、０．６人分は農協でみているということ

ですけれども。これらも、農協の職員１人専門に充てる

ということでなくて、臨時を採用すれば２人でも３００

万位で、人件費の２００万位は削減なるんでないかと考

える訳ですけれども、これらの農業情報センターの管理

運営につきまして、以上３点お伺いします。 

○委員長（西村昭教君） 産業振興課長答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上委員のご質問にお

答え致します。農業情報センターの関係のご質問だと思

いますけれども、農業情報センターにつきましては、農

業者の気象情報とか、あるいは農作物部会等の催し物、

あるいは部会の行事といった情報、それから農産物の価

格の市場動向、こういったものの情報を得る最高の手段

であると考えております。今、組合員が減少して端末機

も減っているという話もありますが、現実にそうであり

ます。平成８年に５４０台ほど入れておりますが、今農

家戸数が４６１戸でございますから、８０台ほど減少し

ているのが現状であります。平成８年の導入であります

が、故障もあるのは当然でございます。それにつきまし

ては、この８０台の減少した中で、部品との交換をしな

がら、進めているところでございます。使用料の関係に

つきましては、現実的には約３分の１ずつの負担という

ことで１,８００万円程度かかっておりまして、その内訳

は、町、農協、農業者がぞれぞれの負担ということで、

３分の１ずつの負担をしています。ご指摘のように、人

件費に係わるこれは、農協に委託しておりますので、１．

４人分に係わる人件費相当額を賄っている訳でございま

すけれども、これらについても、ずっと削減してきた経

緯がございますけれども、こういう時代でございますの
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で、精査できるものは精査をし、縮減できるものはした

いとその様に考えています。 

○委員長（西村昭教君）１３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） 課長の答弁で、老朽化で交換

しながらとおっしゃいましたけれども、今後においても

その様な状態でもっていくのか。やっぱり、平成８年と

いうことで８年経っており、その端末機は戸数が減ると

返却になってくるということで、あまり効率的に使われ

ない返却した機械は、そのまま捨てるということになる

でしょうし、今後のしっかりした見直しの中で考えて頂

きたいと思いますが、如何でございますか。 

○委員長（西村昭教君） 産業振興課長答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上委員のご質問にお

答えしたいと思います。確かに平成８年に入れましたの

で、老朽化は避けられないと考えます。従いまして、更

新の時期がいずれ来るのではという考え方は持っていま

す。その中におきまして、国の事業を通じてやれるのか、

それから今インターネットが相当普及しておりますので、

そういう中でもやれるのか、検討を要することだと思い

ます。現状におきましては、できる限り長持ちをさせて

頂きまして使っていきたいと考えております。 

○委員長（西村昭教君）１６番渡部洋己委員。 

○１６番（渡部洋己君） ７款の商工費の中の６９ペー

ジ。午前中にも委託料の絡みの話があったんですけれど

も、公園の委託料の管理費なんですが、実態をもう少し

詳しく調べてみる必要があるのかなあと。具体的にいい

ますと、例えば、千望峠あたりですね。あそこは土木現

業所で作った駐車公園と町で作った公園が二つあるわけ

なんですけど、土現の方からは１７０万円の委託料です

か管理費ですね。それに対してうちらの町で１３０万円、

これ１５年度ですけれども。両方で３００万円ほどの管

理費なんですけども。これが実際必要なのかどうなのか。

そこだけじゃなくて。受けた方はそれだけ予算があるか

ら、使わなければ次の年もらえないとか、そう思って消

化するだろうと思うのですけど。我々考えると、芝とい

うのは青い部分があって、あまり刈りすぎると青みがな

くなって、周りの人に聞くと常時、草刈りやっているぞ

という話もするんですね。実態はどうなのか、少し調査

をしてみる必要があるのかなあと。同じ公園の中でも、

深山峠あたりは結構観光客があって、利益も上げている

んですけれども、千望峠あたりは景観を楽しむだけであ

って、だけどもどうでもいいという訳にもいかんのでし

て、ほどほどの管理でいいのでどうなのかということな

んで、その辺お尋ね致したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） １６番渡部委員のご質

問にお答えさせて頂きたいと思います。公園の管理のこ

とでございますけれども、1つ目の千望峠花と憩いの広場

清掃等管理につきましては、道と町の管理する部分が別

れておりまして、町の部分につきましては、駐車場の下

のほうでございますけれども、これの草取りだとか草刈

もありますけれども、上につきましては、土現の方から

委託を受けておりまして、草刈につきましては、公園用

の芝でありまして、刈り込むことによって芝が枯れるの

ではなくて、根張りがよくなったりして、特に観光とし

ては、草丈が長いよりは短い方が見栄えがよいから、や

りすぎるということではないけれども、ある程度の管理

は必要でないかと思っております。その様な事で、管理

については観光協会の方に、道の方につきましてはうち

が受けまして、再委託として観光協会の方でやっており

ます。町の委託部分につきましては、町と観光協会の委

託の関係で管理を行っております。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君）１６番渡部委員。 

○１６番（渡部洋己君） 再質問させて頂きます。あす

こはさっきも言いましたが、二つありまして、土現から

くる管理費で町の方も一緒にやってもらうというふうに

ならないのか。うちの方は、うちの方で予算をつけてや

らなければならないのか。それに合った額は出さなけれ

ばならないのか。ちょっとお聞きします。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） これ一緒にできないの

かなあということでございますけれども、道と町とのエ

リア分けがございますので、一緒にということにはなら

ないと思います。土現の分としては、当然費用分を町に

委託として出される訳であって、それを町の方も一緒に

合わせてやってはどうかということでありますけれども、

その辺は所管としては、別々のものであるという認識を

持っておりますので、考えておりません。 

○委員長（西村昭教君）５番小野忠委員。 

○５番（小野 忠君） ６３ページの農業振興費でお伺

い致します。農業振興費の農産物加工実習施設について

お伺いします。昨日、農産物加工実習している資料を頂

きました。この資料を見ますと、ちょっと少ないのかな

あと。見ますと、電気、水道料金が、かなり大幅にある

と大きな金額になってくる訳なんですね。ここでやられ

ている状態に対して、いろいろなご批判がある訳で。こ

のご批判を何とか解消して頂かなければならないのかな

あと思います。それで、課長はどのように、今後これを

見直していくのか、ご批判に耐えれる様な事業に展開さ

せて頂くとか、その辺課長にお伺いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 産業振興課長答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 小野委員のご質問にお

答えします。農産物加工実習施設でありますけれども、

これにつきましては、条例に基づきまして、地場農産物

の生産振興でありますとか食生活文化の向上を図る、あ

るいは農村と市街地の女性の皆さん方との交流の場です

よ、というようなことで、現在無料で使って頂いており

ます。小野委員の方から、批判を聞いているんではない

か、というようなご質問の内容だと思いますけれども、

具体的にその内容が、私のところにも多少は入っており

ます。その内容を直接、小野委員の方から聞いておりま

せんので、私が受けている範囲でのお答えをさせて頂き

たいと思います。１つは、あそこの施設を使いまして製

品を作り販売をされているんではないかと、これはあく

までも仮定であります。仮にそういうことであるとした

ら、町としてはまだそういうものを望んでいる訳ではあ

りません。あくまでも前段に申し上げました食生活文化

の向上ですとか、地場農産物の生産振興とかこういうこ

とを目的としておりますので、仮に言われる様な批判が

あるとしたら、私はそういったグループに、製品から販

売までするグループがあったら、一人立ちしてほしいも

んだなあということで、そういう考えでおります。そこ
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に町として出来るものがあるとしたら、それは当然支援

していかなきゃならないと、現在ではそういう注意もし

ながら、進めて参りたいと考えています。 

○委員長（西村昭教君）５番小野委員。 

○５番（小野 忠君） 今、課長が申されましたが、例

えば批判がはっきりしていない。ただ批判だけだという

事ではなくて、各地でいろいろ批判の声がありますので、

これらを把握して今後改善を図って頂きたいと思います。

これ以上申し上げても極論に入ると思いますのでここら

辺でご返答願いたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 産業振興課長答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 理解しました。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） ６２ページの農業振興費で、演

習場周辺整備施設の補助という形で集団だとかそういっ

た所に対する機械に対する補助でありますが、この補助

制度の中身でいけば、一定の集団が一つの機能形成とい

うことの補助制度がありますが、個人にもこういう補助

制度が無いのかという様な声も実際ありますが、ここら

辺はそういう状況の補助制度は無いということでありま

すが、そこら辺を何とか防衛施設局に要望を出せないも

のかというふうに考えていますので、この点についてお

伺いしたいと思っております。次に６８ページの商工観

光費という形で、１９節になりますが、観光諸行事負担

ということで火祭りだとかという形の大きい行事が行わ

れています。こういった行事を上富良野のいろんな業種

の方がおられます。また、ガラス工芸ですとか陶芸の方

もおられます。そういった業種の方を一同に集めて、農

業も含めてなんですが、産業イベントという形の中で位

置付けをしながら、上富良野の特産品も巻き込むという

手法が取れないのかということを考えております。農協

は農協でそれぞれやっておりますし、何とかこの地域の

活性化と産業の売り込みという点でもそういう手法で町

の地場産品を売る等の手法も大切でないかなあと思って

おりますので、この点どうなのか。これらに併せて今、

上富良野町では「紫のときめき」だとかのお酒を作って

加工販売をしておりますが、実績として今どのようにな

っているのか。他の町村では、それと併せていろんな加

工品なんかも作って、積極的にやっている部分もありま

す。町長再三おっしゃるように、これは内部開発を利用

しないと、なかなかだめだというところもあるんだろう

と思いますが、庁舎内にもやはりそういったプロジェク

トなんかを作って、やはりアイディアを持っている職員

の方もおりますし、そういう企画を立案できるような町

職員以外の町の人達を集めて、一大プロジェクトという

形でプロジェクトＸではございませんが、こういう形の

戦略も一つ、単純には行きませんが、地味でもいいんで

す。ひとつひとつ積み重ねるという手法での考え方がな

いのか、この１５年度の今までの産業祭り等なんかを見

まして思うもんですから、この点についてお伺い致しま

す。 

○委員長（西村昭教君） 産業振興課長答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員のご質問にお

答え致します。演習場周辺の機械の導入の関係でござい

ますけれども、委員のおっしゃったとおりですね個人に

は認めていないのが現状であります。今後もこの事業は

続くと思いますけれども、国においては、そういう要綱・

要領を定めていますので、その中での実施になろうかと

思います。それからイベントの関係でございますけれど

も、私も委員と同じような考えをもっておりまして、何

とか農協さんも巻き込んだような、あるいは農産物も含

めた、そういったイベントができないものかと、現状で

は、二つの祭りが一緒になったばかりですので、商工会

あるいは観光協会においても、そのようなことが検討さ

れていますので、そういうことでご理解を賜りたいと思

います。それから加工施設で製品化されようとしている

品物もあるかと思いますけれども、また言われてみれば、

他の町村に比べて立ち遅れた部分があるかもしれません。

そういう意味では、何とか上富良野にはこういうものが

あるんだというような製品、品物ができるように、ひと

つ神楽みたいに、商工会さんだとか観光協会さんを含め

まして、そういったものができないものか、検討をして

みたいと考えております。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） ６７ページ、商工振興費のリフ

レッシュマイタウン。これは私は出来た時から何をやる

のかとずっと関心を持って、資料も取ったことがありま

す。それでこれ見てみますと、町議会議員選挙立候補予

定者の公開フォーラムという、非常にいいことをやって

おりまして。これ「リフレッシュマイタウン」って、ま

ちづくりなんかなあと見ていくと、市町村合併関係です

ね。こういうことに取り組んでいいんじゃないかなあと

思うんですけれど、そういうものは見えませんし、これ

で見ますと、北の大文字ってやっているところは、主は

違いますし、ラベンダー結婚式も違いますし、何やって

いるのかわからない。これの補助金よくよく考えて頂き

たい。次ぎ、６９ページ、全国高等学校写真甲子園です

ね。これもフレッシュマイタウンと同じように、前から

なんだろうなと思っていたんですが、これは全国写真甲

子園といって、スーパーなんかに来ておりまして、写真

撮ったりなんかして、危機感を感じたのかもしれないん

ですけとも。それでもって東京に写真出してくれるとい

うことで、有難いということでやっているんでしょうけ

れども。私は、前々からそんなことは自分でやればいい

んであって、人頼みだからといって、東川町に利用され

ているだけですよということを言っておったのですよ。

心当たりの方はおると思いますけれども。それでもって

４５万円ですか。これもお考え頂きたい。次ぎ、白銀荘

です。これは６９ページの白銀荘ですね。これも前々か

ら、古い建物をそのまま管理していかなければならない

んだろうかと。できればいいんじゃないのか。そのよう

なところの声をよく聞いて、きちっと説明ができるよう

に、今も説明して頂きたいと思います。以上３点ですね。 

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 梨澤委員のご質問にお

答え致します。まず「リフレッシュマイタウン」の補助

金でありますけども、このマイタウン。実はまちづくり

の研究あるいはそれらの実践に取り組む、いろいろな

方々の集まり、異業種の集まりでございまして、自主的

に運営されている、活動しているということであります

けれども、内容的には先程の委員のご発言のとおりでご

ざいます。私は、こういう異業種の方々の集まりによっ
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て、そういったまちづくりについてだとか、そういうこ

とを話し合われるということは、大変有意義なことだな

と考えます。補助金の削減、縮減について、検討したら

どうかということでございますけれども、仮にそのよう

なことが可能であれば、相手もおります。補助団体でご

ざいますので、協議しまして理解を求め、縮減できるも

のについては、縮減をしていきたいというふうに考えま

す。それから写真甲子園の関係でございますけれども、

東川町、美瑛町と本町と3町で実行委員会を組みまして、

高校生による東川町、美瑛町と本町を舞台にして、写真

の甲子園をやっているということでございます。これに

つきましては、私は一定のまちの役割というのは、果た

したもんだというふうに考えてございます。そういうこ

とで、１７年度から今年度をもちまして、廃止の方向で

考えておりますのでご理解を頂きたいと思います。それ

から白銀荘でございますけれども、これは前々から議員

もご質問あったかと思いますけれども、これらについて

は、かなり老朽化をしておりますので、解体の方向で検

討していますということでご理解を頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 「リフレッシュマイタウン」は

異業種という事で、有意義であるということで私もずっ

と見てきたんですよ。魚と同じぐらいのときからずっと

見ていたんですよ。見ていて、ご承知のように一般質問

で必ずといっていいほど、市町村合併はこのように変わ

ってきているということで、絶えず上げてきております。

その中で、このまちづくりのこういう方々が、本来なら

これ取り組んで、そしてどうだというのが出るのかと見

ていたんですけれども、なんも出ないでないですか。そ

れが、今、こういう時期に補助金をもらってどうとかこ

うとかということにはならないと私は思います。本来な

らこれに取り組んで、自立したらこうですよとか、合併

したらこうですよ、というのが出されて、町民がオーと

言うのをやって頂きたかったんですよ。何も見えない。

こうやって事業項目を見ましても、自立して何やってい

るのという感じを受けます。今、答弁で相手のあること

ことでありますから話をしてということでありますから、

今、決算委員会ではこういう意見が出たということを、

しっかりと伝えて頂きたいと、そしてお話をして頂きた

いと思います。 

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 先程もお答え致しまし

た様に、補助金団体とよく協議をさせて頂きまして、仮

に縮減が可能であれば、縮減したいと考えております。 

○委員長（西村昭教君） １５番向山富夫委員。 

○１５番（向山富夫君） ６８ページにございます観光

費の中の１９節のかみふらの十勝岳観光協会について、

確認させて頂きたいと思います。当町におきまして、十

勝岳に係わる観光は非常に重要だというのは、私も本当

に認識しておりますし、現在、かみふらの十勝岳観光協

会の主要な１,７００万円を助成補助しております。この

協会の主要な事業が、どういったものがあるのか、かい

つまんでご説明頂ければと思います。 

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 向山委員のご質問にお

答え致します。観光協会の主要な事業でございますけれ

ども、一つは局長含めて職員がございますので、これら

の人件費分であります。これが総体の補助金額として、

局長には８割程度の助成、職員あと二人については、６

割程度の助成ということで、これらについては５００万

で、３人で５００万円位であります。それから広告宣伝

費という形で、キャンペーンの関係だとかキャンペーン

ガールを派遣する費用なんかであります。それから印刷

製本の関係で、パンフレット･ポスターといったものでご

ざいます。それから山開きの関係、それから紅葉祭り、

それから日の出駐車場の関係と主なとこはこういうこと

になっています。 

○委員長（西村昭教君） １５番向山委員。 

○１５番（向山富夫君） この中に十勝岳観光協会が、

協会として町が委託して駐車場の管理などが答弁で出て

いましたけれども、そういうような性格のものが占める

ウェイトというものはないのでしょうか。本来の委託事

業に類するものは。 

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 今、多少羅列しました

けれども、実はポスター･パンフレット関係はまさに委託、

私どもが作らなければならないものですからこれらにつ

いては、協会をとおして委託をしていると。それから、

従来やっておりました山開き、紅葉まつりこういったも

のについても、協会を通しての委託でございます。主な

とこの委託については、駐車場の関係ですか。今、４点

ほど言いましたが、こういうところでございます。 

○委員長（西村昭教君） １５番向山委員。 

○１５番（向山富夫君） 私、今度は金額を見ますと高

額な補助になっておりまして、十分事業精査というのを

やられているんでしょうけれども、他の似たような類似

団体と比較して見ているんですけれども、例えば、商工

会の補助あたりで、商工会に対して期待する部分も相当

多い訳ですけれど、それらと比較しましても相当に出し

ているという印象を持つものですから。これらの整合が、

同じ町の十勝岳観光協会も観光の一翼を担っているし、

また、商工会も相当のそういった部分を担っているのか

なあと。どうも私からみましたら、ウェイトのかけ方が

あまり近いものですから、こう分散しないで事業の軸足

をどちらかにおいて、整理していくのがいいのかなあと

という気がするもんですから、そこら辺の所見がありま

したらお伺いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 向山委員のご質問にお答え致し

たいと思います。観光協会は１７００万ほどの補助、全

体でなっています。いつも観光協会、町の役割と観光協

会の役割はどうあるべきかというのが、今まで大きな課

題となっているところでございます。特に本来町がすべ

き部分というのがこの中に入ってございまして、ポスタ

ーの作成等も５００万ほどかかります。そういう中で、

町が観光協会に観光を集中した中で取り組んで頂きたい

ということで、そういうものが入ってございます。独自

性の話でいきますと、オーナー園ですとか、収益事業も

取り組んできた経緯にございます。そういう中で、町と

観光協会の役割分担をどうしていくか、ということを検

討しながら今日を迎えているところでございます。そう

いう中で、さまざまなご意見があるところでございます
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けれども、現状はこのような形でやってきてございます。

観光の面を見ますと、もう少し町としてできるものがあ

るのではないか、それからまた観光協会としてのできる

ものもあるんだろうという、ご意見もございますけれど

も、観光協会も会員さんを抱えている中で、合意をして

いかなければならない面もあろうかと思います。そうい

う面で町と致しましては、観光協会の財源的な面を見ま

すと非常に厳しい状況で、自主運営ということになると

厳しい面がありますから、人件費だとかそういうものを

補助しながら、何とか町の観光の役割を担って頂きたい

ということで、こういう形の中で補助させて頂いており

ます。従いまして、そういう中から運営については、い

ろいろとあろうかと思いますけれども、町としても観光

協会にはそういう意見を述べながら、観光協会として町

に要望する分野があれば、その辺の所の調整を図りなが

ら取り組んできているところでございますので、そうい

った面でいろいろとまた、多様な意見もあろうと思いま

すので、そういうところを参酌しながら、この補助制度

を進めていきたいと考えております。 

○委員長（西村昭教君） １２番金子益三委員。 

○１２番（金子益三君） 関連になりますが、主要施策

の成果報告書の２９ページ。観光振興事業の日の出公園

ふれあい花壇整備事業が４２５千円で、前年度から大き

く減っておりまして、今助役がおっしゃられた中の、観

光協会の委託のところで日の出公園の南斜面の整備等を

行っているんですが、はたしてあそこは町の観光拠点と

なる部分において、この施策がはたして成果が本当にお

きるものなのかどうか、１点お伺いすることと、もう１

点、２項１目の１３節委託料のインターネット情報発信

の２６７,７５０円。昨日、これ行政ホームページと分け

て、富良野のユアサさんに発注していると伺いましたけ

れども。この部分というものはまるっきり丸投げになっ

ておりまして、やはりインターネットのホームページが

せっかくありまして、こういう情報の発信の顔となると

ころでありまして、もう少し庁舎内から手を加えれる様

なものに変えて、更新ができるような方策をとるべきだ

と思いますが、あまりにも丸投げするのはどうかなと思

いますので、その辺を含めてご答弁よろしくお願い致し

ます。 

○９番（米沢義英君） 関連でよろしいですか。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 観光協会の財政基盤の問題です

が、富良野、美瑛等においては、それなりの観光施設も

ありまして、比較的安定した収入源が入るという形にな

っています。富良野においては、麓郷の施設が富良野観

光協会、振興公社という形の中で運営されています。上

富良野町においても、一定部分、公園の管理の委託費な

どは、あるかと思いますが、やはり財政基盤を強化させ

るような手法と仕組みというのが、必要でないかなあと

思います。いろいろ観光協会の会長さんも、変わられた

りとかして、大変な状況が有るみたいですが、新たな発

想の中で、今、観光協会も船出しようというふうに、会

長さんの話を聞きましたらあります。そういう意味では、

観光協会の独自性を活かしながらも、やはり財政基盤を

一定強化できる部分の財政を保障できる、今後どうなる

かわかりませんが、スキーリフトの委託ですとか、観光

協会が入っているそこの施設の委託だとか、いろんな考

え方を組み立てながら、一定の収入源を確保するという

ような財政基盤の確立というのが必要ではないのかとい

うふうに考えておりますが、この点、平成１４年度、１

５年度の事業の中身を見て感じているもんですから、こ

の点について伺いたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 暫時休憩致します。 

再開致します。商工観光班主幹答弁 

○商工観光班主幹（野崎孝信君） ただ今のご質問あり

ました件ですが、まず、ふれあい花壇の部分、当然少な

くなってないかということで、決算の資料の中にもでて

おりますとおり、今まで１００区画程度、町民の各団体

の方に植えて頂いたものを、その中から見直しという中

で、この２０区画の中に花壇を植えて、それ以外の部分

のところと併せて南斜面のスキーのところ、これが大き

な面積を占めておりまして、過日の一般質問の中では、

禿山になってはいないかというご質問で、そういった関

連もございますかと思いますけれども、その辺、天候に

もよるというご質問もございましたし、これから永年性

のものを植えるとかそういった工夫も重ねながらやると

いうことで、基本的にふれあい花壇の方については、永

年１０数年経過しまして、一定の役割を終えてきたのか

なあという部分と管理の部分も含めまして、１７年度以

降、公園全体の管理の方とも協議をしながら、見直しを

進めていく考えであります。２点目のインターネットの

情報ということで、丸投げ的な部分でないかということ

で、更新は手を加えれる部分については、庁舎内部から

すべきではないかと、この様なご質問だったかと思いま

すが、これにつきましては、金額的にも前年度から見れ

ば相当落ちており、できる部分からということで職員に

おいても、なるべく若い人にそういうインターネットに

精通した部分を含めて、例えば簡単な年度を変えたり、

ちょっとした数字を変える程度については、自前ででき

るような部分で少しずつ勉強をしながら、今手を加えて、

今言った単純な部分については、インターネット・メー

ル等で更新の作業を行っています。ただ１点、大きく形

をかえるとなると、当初設計をした業者のものであると

いうことから、フレームを変えるということはできませ

んので、その点一つの課題、全て自前でやるとしたらそ

ういった課題もあるということを聞いています。 

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員のご質問にお

答え致します。確かに観光協会自体も財政基盤は、私は

弱いというふうに考えております。富良野あたりは、北

の国からの関係の拾ってきた家などで、何千万円の駐車

場収入をあげているというようなことで聞いていますし、

美瑛も売店その他でそれなりの収入を上げていると聞い

ています。財政基盤が弱いと町に係わる部分も相当出て

きますので、今年はラベンダーオイルを絞って収益を上

げているとそれから売店収入もそれなりにあるというよ

うなことでございますので、いずれにしましても観光協

会の建て直しの時期でございますので、ひとつひとつ確

実にそういったものが、収入を確保できるのかを考えな

がら進めていきたい、というふうに考えてございます。

○委員長（西村昭教君）１４番長谷川委員。 

○１４番（長谷川徳幸君） ６７ページの負担金補助及
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び交付金の中の、江幌１地区農道整備事業負担、江幌２

地区農道整備事業負担についてお聞きします。主要施策

の成果報告書によりますと、土地改良資金償還助成非補

助農道となっております。これの意味の説明と長さと総

工費いくらかかったのか、お教え願いたいと思います。

○委員長（西村昭教君） 農業振興課長答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 長谷川委員のご質問に

お答え致します。江幌 1 地区、江幌２地区の農道整備事

業でございますけれども、これは町が非補助ということ

で、平成４年に３％資金を借りまして舗装をしたもので

ございます。江幌 1 地区につきましては、延長が５１０

ｍで、事業費で１，６００万円であります。江幌２地区

についても、同じく３％資金を借りまして舗装をしたも

のでございます。これは平成５年に実施していまして、

延長が５９０ｍで、事業費については同じく１，６００

万円でございます。以上であります。 

○委員長（西村昭教君）１４番長谷川委員。 

○１４番（長谷川徳幸君） ここに受益者借入金に対し

て補助を行ったとあるが、町が受益者になるのですか。

どういうことですか。 

○委員長（西村昭教君）助役答弁。 

○助役（植田耕一君） １４番長谷川委員のご質問につ

いてお答え致します。これは、地域の集団が借金をする

制度になっていて、そこが一旦借ります。そして町が後

からその団体に、その借金した分を返していくという仕

組み・制度のものでございます。事業主体はあくまでも

地域であるということで、こういう制度がございまして、

もう無くなりましたけれど、以前こういう制度がござい

まして、こういう農道整備を進める手だてとしてその中

で実施しているものでございます。 

○委員長（西村昭教君） 以上で５・６・７款の労働費、

農林業費、商工費について質疑を終了致します。午前中

に質問のありました、生活灯の答弁について、後程答弁

するという事でありましたので、答弁を致させます。町

民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １１番中村委員の歳出

第２款の地方振興費の生活灯と電気料金等の補助につき

まして、成果報告書の数字の関係でございます。それら

について、説明させて頂きます。まず第１種１５年度 

１５４、１４年度につきましては１４７、これにつきま

しては新設が２３、撤去が１６、差し引き７灯の増でご

ざいます。第２種につきましては８８３、１４年度につ

きましては８９６、新設が２２、撤去が３５、差し引き

１３灯の減でございます。また、生活灯の新設等につき

ましては、第２種の内数でございまして、これらについ

ては、修繕も含んでいるところでございます。内訳につ

きましては、新設が２２灯、修繕が６灯と以上でござい

ます。表示の方法につきまして、大変わかりづらくて申

し訳ありません。今後、注意を致します。以上でござい

ます。 

○委員長（西村昭教君） 次に、８・９款の土木費、消

防費について質疑を行います。ページは、７０ページか

ら７６ページです。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） ７５ページ、８款４項３目１

３節の委託料のところでございますが、島津公園管理３，

４９８千円、これにつきまして、これ確か昨年の４月２

６日パークゴルフ場がオープン致しまして、この公園に

つきましては、元の公園に戻すんだとこういうことでご

ざいましたが、昨年と比べまして、７９千円しか管理費

が安くなっておりません。大体、月３０万円の予算を取

ってこの決算になっている訳でございますが、従来のよ

うな芝の管理も必要ございませんし、公園としての整備

ですから。これにつきまして、もう少し少額で出来たん

でないかと思うんですけれども如何でしょうか。お尋ね

致します。 

○委員長（西村昭教君） 都市建築班主幹答弁。 

○都市建築班主幹（菊地昭男君） １３番村上委員のご

質問についてお答え致します。島津公園の管理の件でご

ざいますが、これについては、パークゴルフ場が新しく

出来たことによって、島津公園の管理費が安くなるとい

うことは、管理上はそうはならないと考えております。

一応、芝等については、ひと通り管理をしていかなけれ

ばならないと思っておりますので、よろしくお願い致し

ます。この中の業務の内容としましては、追肥等と撤去

したティグランドの芝の種まき等の費用も入ってござい

まして、管理費は９万程度減っておりますけれども、こ

れ以上減額ということは、人件費的には変わっておりま

せん。○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） ７６ページ、住宅費の住宅建設

費の問題についてお伺い致しますが、先程もあったかと

思いますが、入居の問題で、戸数が絶対的に不足してい

るという問題があります。確かに緑町の公営住宅の大体

その分が、不足分かなと思っております。待機者も５０

数名から６０名位になるという状況で、他の町村では、

独自に民間のアパートに補助制度を利用して、そこで暮

らしてもらっているというような状況もありますが、上

富良野町においては、今後、民間を主体に住宅の供給を

考えているということを、再三再四、言っておりますが、

比較的安価であるといえば、公営住宅の供給をきっちり

するということが、基本だということを私は考えており

ますので、もしもそれが出来なければ、何らかの対策を

とるというようなことも、必要ではないかというふうに

考えておりますので、この点について現在、他の市町村

から比べて入居率が何倍位になっているのか、それと他

の市町村のように民間に入ってもらうような手法で、何

らかの補助制度を設ける必要があるんではないかという

ふうに思いますので、その点はどの様にお考えか伺いし

たいと思っています。次に、７４ページの公園費で、日

の出公園の上にトイレがある訳ですが、なかなか身障者

の方が入れないという状況が有りますので、毎回観光の

時期になると、また声が大きくなってきていますので、

その対策はどの様になされるのか、この点お伺いしてお

きたいと思います。次ぎ、道路の維持管理の問題でお伺

い致します。道路維持管理費の問題では、除排雪委託料

という形の維持費の点についてお伺いしますが、現行の

除排雪はアラタ工業、山本建設等で行っていると思いま

すが、平成１５年度においては、それぞれの内訳がどの

様になっているのか、総距離と含めてお伺いします。維

持管理の問題で、比較的新しい住宅街においては、側溝

が浮き上がってしまうという状況が見受けられます。こ

の間、直しては来ているんですが、お金が無いというこ
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ともございまして、上がったところはそのままというと

ころもあります。町の方に何回か言ってあるんですが、

そこは、公園ではなくて緑地になっていて、側溝が浮き

上がっていて外観の見栄えがよくないと、いつまで放置

しておくのかという問題もありますので、そういう意味

で維持管理費をそういった部分について、早急に増やし

て手直しするということをしなければ、家庭の出入り口

ではないからということで、放置されているという状況

がありますので、そういう意味で維持管理費をもう少し

増やす必要があるんでないだろうか、というふうに思い

ます。この点についてお伺いします。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） ９番米沢委員のご質問

にお答えさして頂きます。公営住宅の待機者の中で、民

間の施設を利用して消化できないかというご質問でござ

いますけれども、所管と致しましては、今のところ民間

の施設の借り上げについては考えておりません。日の出

公園頂上の身障者用のトイレの件でございますけれども、

これにつきましては、検討させて頂きたいと思います。

除排雪につきましては、先程委員おっしゃりましたとお

り、アラタと山本とそれぞれありますけれども、アラタ

工業は、車道では延長５５，２１３ｍ、歩道では５，５

７９ｍ、山本建設では、車道では６，６１６ｍともう一

ヶ所１の６，７３７ｍと二つ合わせまして、車道と致し

ましては、２３，３５３ｍを委託しております。それか

ら、同じく山本建設の歩道につきましては、７，９６７

ｍでございます。それから菅原建設に、扇町の方の路線

を７１０ｍ委託しております。それから十勝岳温泉につ

きましては、会田さんが道道の除雪をしているというこ

とから、会田さんの方に委託しておりまして、この延長

が３５８ｍ、それから里仁の方のうちの簡水水道の配水

池がございます。そのところの維持管理と致しまして、

冬期間、地先であります島田英一さんという人に、延長

に致しまして２５０ｍの委託をしておりまして、委託の

数と致しましては、五つの契約であります。それから、

側溝の浮き上がりでございますけれども、これにつきま

しては、うちの予算のある限り、鋭意そういうところの

改修に向けて、今後とも頑張っていきたいと思いますの

で、よろしくお願い致したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ５番小野委員。 

○５番（小野 忠君） ７５ページの公園維持費の件に

ついて、お伺い致します。先程、同僚委員から質問あり

ましたその答えに、９万円ぐらいの軽減をしているとこ

の様に言われましたよね。それであるんだけれども、今

年あたりがね、前回もトイレの問題でとかくあそこで破

損し、子供さん達がいろんな落書きをしたとか、壊した

とかということで、かなり被害があったと思います。こ

れにはかなりかかっているでしょう。６万なり７万なり

の金をかけませんでしたか。だから9万円減らしてもそ

ういう結果がある。だから、このトイレについては、前

回質問のときに、助役さんにどうするんだといったら，

いやこれは壊すんだ。あの２棟のいらないトイレは壊す、

ということを答弁されているんですよね。それで建設課

長、この点についておわかりだと思うんですよ。それで、

これいつ壊されるのか。あればやっぱし皆さんが行って

イタズラもするし、壊すし乱暴なことをすると。そうす

れば、やっぱし直さんではおけないと思うのです。それ

で今後、あれらを壊すと言ったんだから、なぜ壊さない

のか、この点をお聞きしたいなと。 

○委員長（西村昭教君） 小野委員、今の質問は１５年

度決算なんで。今、言われた質問は１６年度の部分の話

になると思うんですけれども。それでも答弁を求めます

か。１５年度決算ですから、そこら辺をご理解願いたい

と思います。 

○５番（小野 忠君） わかりました。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長、先程小野委員

の言われていた数字がちょっと違うという、その辺の説

明をもう一度お願いします。建設水道課長答弁 

○建設水道課長（田中 博君） 小野委員のご質問にお

答えさせて頂きます。先程の修理等につきましては、公

社の方に委託しておりまして、その分は公社の方から修

理代として支出されておりますので、ご理解願いたいと

思います。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） ７５ページ、都市計画１総務費、

負担金補助及び交付金、社団法人と財団法人、これ私ず

ーっと見てきているんですよ。見てきていて、社団法人

とか財団法人が、何で日本全国３，３００の市町村から

こうやって金を集めるのかと。それはどういうことなの

かと。公園緑地って訳わからんですけれども。さくらの

会といって、桜を愛するのは日本人皆愛しておりますか

ら、別にそういうことをやってもらわなくたって、この

町としてもやれるんですよ。別にここにお金をやってど

うとかということにはならないと思いますよ。法人なら

会員がいるんでしょうから、会費集めてやればいいと思

いますよ。そういうところからいって、この日本さくら

の会の負担金５，０００円、公園緑地協会負担金１５，

０００円、これ市だったら多分３０，０００円ですよ。

町村が１５，０００円だったら。それから桜の方は、市

の方は１０，０００円ということで、おそらくやってい

ると思うんですけど。この辺について、これの予算と事

業計画ということについて、ご説明頂きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員のご質問にお答えいた

したいと思います。この種の関係は、今までの経緯の中

から事業採択に向けた取り組みというのが、大きな流れ

となっていまして、いわゆる陳情行政というのが、従来

からずっと続いてございまして、そういう中で、予算獲

得のためにこの社団だとか財団だとかを設けまして、陳

情活動を展開するために、情報源として役割を果たして

おりました。その中で、各市町村長が集まりまして、役

が全国ばらばらでございますけれども、そういう会がご

ざいまして、そういう面での連絡機関という中で取り組

みをして、従来は開発主体の行政ということを主にやっ

ていましたから、そういう面でこの団体が生きて、まだ

あります。当然、うちの場合ですと公園やなんか、日の

出公園なんか国の補助を頂いて実施しておりますから、

そういう面でやはりこういうところに協力し、情報の提

供を頂いた中で、また陳情行政を展開する上において、

必要なこととして設置されて、全国町村それぞれ負担を

割り当てられてきているという状況にございます。予算

の中身については、承知はしてございません。 
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○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） この特殊法人とか、これ今盛ん

に言われまして。右肩上がりの時でしたら全く問題ない

と思います。ただ、今こういう状態になってきて、市町

村合併が進んでいくということで、数がずっと減ってい

った段階で、これは動きが出ると思います。思いますけ

れど、市町村の財政状況ですとか、そういうものを合わ

せて、これ市町村長でやっているんですか。法人作って

いるから、当然違うと思いますが。それで、現状をよく

言われて、やはりこれも減らすとかもしくは無くすとか

という形にいかないものでしょうか。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員の再質問にお答え致し

たいと思います。うちだけでなくて、各町村もそういう

話題提起をされております。そういう中で何とか、こう

いう財政状況だから、減らすことが出来ないのかという

ようなことで、管内的にもそういうどういうものが出て

いるのかというようなことで、管内の課長会議やなんか

に、それを調べさせて、そういうことの廃止もできない

ものか、検討しようというような流れになっております。

まだ、取り組んでございませんが、そういう方向にある

ということで、出来れば無くしていきたいというのが願

いであります。 

○委員長（西村昭教君） 以上で８・９款の土木費、消

防費について質疑を終了致します。次に、１０款の教育

費について質疑を行います。ページは７６ページから９

４ページです。１３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） ８１ページ、小学校費、学校

管理費、１２節の通信運搬費で。今、各小学校で、イン

ターネットなどの授業をやっている訳ですけれども、西

小学校のインターネット利用料が突出しておりまして、

各清富、江幌、東中、上小こういったところは、７千円

から４千、５千こういった状況でございますが、西小学

校につきましては、１ヶ月３１，１７４円、これが４月、

５月、６月、７月、８月、９月、１０月の７ヶ月ぐらい

こういった状況になっておりまして、この利用料が突出

している訳でございますけれども、この利用料が大変多

くなっているという部分につきまして、お尋ねしたいと

思います。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １３番村上委員の西小

学校のインターネットの接続料の利用料が、非常に高額

になってきているという状況なんですけれども、ご指摘

のように、西小学校は高額な通信費がかかってございま

す。といいますのは、校舎が平成１２年に完成致しまし

て、天文台が出来上がりまして、コンピュータ室も児童

生徒用にあるんですが。インターネットは、特殊な接続

でございまして、天文台と直結したインターネットとい

うことで、通常のインターネットと違いまして、独自の

回線を使用しているという事でございます。そこで、１

０月までは、ＩＳＤＮという多少早い回線を使っており

ましたが、昨年１２月から、ＡＤＳＬということで、一

層速度が早い回線を使用したことによりまして、三分の

一程度に軽減されている所でございます。以上でござい

ます。 

○委員長（西村昭教君）１３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） 天文台を持つ小学校であると

いうことで、それらに係わることで３１，１７４円位に

なっているんだということでございますが、確か前教育

長にご質問したところ、このことではございませんが、

天文台、星座というのは、冬がキラキラしてきれいなん

だと、冬に眺めるのがすごくいいんだ、というお話をさ

れておりまして、それにしますと、１月、２月、３月と

か１２月が１２，０００円とかという状態になっていて、

夏場が４月から１０月ぐらいまでが、こういうふうに３

倍くらいになっているもんですから、そこのところをお

尋ねした訳なんですけれども。そうすると１月から１２

月まで、同じじゃないのかなあと思ったりもしたもんで

すから、そこのところの突出しているというところなん

ですが。その点は、天文台の関係だと、おっしゃったん

ですけれどもね。それが１月２月とそういったところは、

もう切っているというか、そういうことはしないという

ことなのか、お尋ねします。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 村上委員の再質問でご

ざいますけれども、１２月からと言うのは、繰り返しに

なりますが、回線を変えたことによりまして、大きな回

線でいきますので、通信費が安くなるということで、そ

れまでは速度が遅い回線だったので、通信費がかさんだ

ということでございます。今後は、ＡＤＳＬという回線

で１２，３９０円を継続されることになります。これは、

つなぎっ放しで定額料金となっています。以上です。 

○委員長（西村昭教君） ３番岩崎治男委員。 

○３番（岩崎治男君） 教育費、教育財産管理費の７８

ページから７９ページにかけて、まず、教職員の住宅で

ございますけれども、これにつきましては、５つの小学

校と２つの中学校があるということで、範囲も広く管理

も大変でないかと考えておりますけれども、この住宅の

水洗化はどの程度進んでいるのか。もうほとんど終わる

のかどうか。それから、空き住宅があると思うんですけ

れども、空き住宅の数についてもお尋ねしたいと思いま

す。次に学校管理費ですけれども、小学校費７９ページ、

中学校が８３ページに載っていますけれども、学校医に

ついては、昨日その名簿を頂いております。この名簿を

みますと歯科医が７ですか、学校医が６というようなこ

とで載ってございますけれども、これらの配置といいま

すか、それぞれの学校にどのような医師が派遣されてい

るのか、ということをお尋ねしたいと思います。薬剤師

についても、そのとおりでございます。それから学校評

議員ですけれども、どういった方がどういうお仕事をさ

れているか、現在そういう集まりをやっているのかどう

かについても、お尋ねをしたいと思います。次に教育長

にお尋ねしますけれども、心の教室相談員というのがあ

りますけれども、最近何か、小学校や中学校で児童生徒

という低学年で大きな事故を起こし、傷害事件であると

か大きなものでは殺人事件に達するような事故もおきて

いると。上富の学校をみますとオープンで、学校の通用

門とか玄関それらにはそれほど都会的なチェックがなさ

れていない訳ですけれども、こういった事故は突発的に

起こるものでございまして、こういったことの対処につ

きましての心構えを聞きたいなというふうに思います。

次に英語の指導助手のことでございますけれども、マイ
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ケル指導助手が来られています。若い活発な指導がなさ

れると思います。この方は奥さんも同伴でございまして、

何か奥さんにもこういった教育の手助けをしたいなとい

うことを、この前お会いしたとき伺っていましたけれど

も、奥さんの役割といいますか、町として英語に関する

何か指導的なことを考えておられるのか、これについて

もお尋ね致します。 

○委員長（西村昭教君） 岩崎委員、最後の英語指導助

手のマイケルさんについては、１６年度の関係でありま

すので、それは答弁致させませんので、ご了解願いたい

と思います。教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 教員住宅の関係でござ

いますけれども、最初に水洗化につきましては、郡部の

住宅におきまして、浄化槽の設置を検討致しております。

昨年度、東中小学校において、管理職住宅２棟を水洗化

してございます。今後につきましては、隣接しておりま

す東中小学校の公営住宅の方との共同の設置を考えてご

ざいます。次に空き住宅の状況でございますけれども、

現在７３戸を保有しておりまして、現在１７戸の空きの

状況でございます。これは、今年の５月１日現在の数字

ですけれども、その後において何件か新たに入居をして

おります。それから、学校医の配置ですけれども、町の

規定によりまして、学校医、学校歯科医、薬剤師という

ふうに町の非常勤特別職員として、教育委員会で委嘱を

しているところでございます。学校医が町立病院他、町

内の医院で７名の医者・先生をお願いしているところで

ございます。学校歯科医につきましても、７名の方を委

嘱してございます。学校薬剤師につきましては、昨年度

は５名の方を委嘱してございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 岩崎委員の４点目のご質問で

ありますが、心の教室相談員に関連してのご質問であり

ました。今のところ本町の小・中学校等において、特に

大きな問題は起きていない状況であります。全国で起き

ている、例えば長崎県のことやなんかというのが、うち

の町では絶対大丈夫なのかと言ったら、そういうことに

はやはりならないのかなあと、やっぱり潜在的なものは、

どこかにあるのかなあという感じは致すところでありま

す。そのような意味からも、やはり心を引き締めて、こ

ういう心の教室相談員の活用を図りながら、対応を図っ

ていきたいと考えているところであります。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １点答えが漏れており

まして申し訳ありません。学校評議員の配置でございま

すが、町内小中学校７校のうち、上富良野小学校、上富

良野中学校、西小学校にそれぞれ５名の方を、委員会と

して委嘱しております。この委嘱の方法としましては、

学校長の推薦によりまして、教育委員会が委嘱決定する

訳でございます。その方々としましては、ＰＴＡのＯＢ

の方とか、地域の方々という内容になっています。以上

でございます。 

○委員長（西村昭教君） ３番岩崎委員。 

○３番（岩崎治男君） 只今答弁を頂きましたけれど、

学校評議員の集まりはどうなっているのかということを

お尋ねしたいと思います。それから空住宅の活用で、１

５年度は１７戸位あったということなんですけれども。

今後において、先程、同僚議員が質問しておりました公

営住宅については、４０人も５０人も待機待ちの状況が

生まれているというようなことでございまして、そうい

うようなものを活用できないのかなあというふうに思う

訳ですけれども、所管が違うというようなことが表に出

てくる訳でございますけれども、地方分権が求められる

ところでございまして、国としても地方に裁量権といい

ますか、決定権を徐々に移行していこうというようなこ

ともございまして、町といいますか教育委員会といいま

すか、教員住宅の空き住宅が１５戸も１７戸もあるとい

うことですから、待機待ちしている公住の希望者に、そ

の住宅を見て頂いて、そのスペースでいいということに

なったら、移行できないものかと考えますが、その辺に

ついてお伺い致します。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 現在保有している教職

員住宅７３戸の内、１７戸が空いているというふうに申

し上げたところですけれども、将来的に管理保有してい

く住宅といいますと、現在の教職員の入居状況とか児童

数の減少などを勘案致しまして、財政面からも管理保有

戸数は、減らしていこうということで考えております。

将来的には、７３戸から５６戸程度に考えているところ

でございます。そこで、空き住宅の活用ということでご

ざいますけれども、そういった将来的なことを見据えた

時に、大きな目的の変更というよりも、これまでの例と

しては、臨機の処置とてお貸ししたという例がございま

す。例えば、火災で住宅が焼失したので一時的に入居さ

せて頂きたいというお話がありました。それから、地域

小規模校に通うために移転をしたい。公住が空くまで入

居させてほしいというようなことにお応えした。いずれ

も公営住宅が空きまして、現在は退去されているところ

でございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） よろしいですね。教育振興課

長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） もう１点、学校評議員

の会議の状況でございますが、年間２回ないし３回の会

議を予定してございまして、それぞれ学校長の求めに応

じまして会議を招集しておりまして、地域に開かれた学

校づくりとその他の話し合いをしているというふうにな

ってございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） ３番岩崎委員。 

○３番（岩崎治男君） 空き住宅の関係で、町の考え方

をお聞きすることは如何でしょうか。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 岩崎委員の教員住宅の空き住宅

の活用の件でございますけれども、基本的に議員おっし

ゃる趣旨が全く違います。教員住宅の方がおそらく先生

の数が私確かな数を承知してございませんけれども、一

応従来は８０％位先生の数の充足率を確保していこうと

いうことを、従来、教育委員会で持っておりました。最

近特に少子化等で児童生徒数が少なくなってくる観点か

ら、先程お答え申し上げたとおり、充足率を少し下げて

いくべきでないかなあというような考えを、教育委員会

でもってございます。そういう中から、基本的には、教

育財産から公営住宅の活用ということは、町としても中

身も若干住宅の内容もちょっと違いますので、その辺は



25 

出来れば充足にあった数だけ確保して、後は取り壊しを

していくという考え方が良いのではないかなあと、維持

管理だとかそういう面も出てきますので、そういうよう

な対応をしていきたいなあというふうに思っております。

先程米沢委員の方からちょっと公営住宅の充足率との関

係が出ておりましたけれども、基本的には緑町で３０戸

使わない状態でいるもんですから、その辺のところが、

申し込み件数が増えているという状況がございます。３

０戸については、基本的にまだ町としては、建替計画を

持っているという状況でございまして、これは財政的な

状況を勘案した中で、年次的に整備をしていくという中

で、現状においては、非常に数が若干ちょっと足りない

という状況でございますけれども、ここを今の財政状況

からしますと、しのいでいかなければならないというよ

うなことで考えておりまして、一気に公営住宅を建設す

るような財政力にもございませんので、その辺勘案した

中で考えていきたいなと思っております。従いまして、

教員住宅を公営住宅に財産替えするような形での利用は、

したくないなという事で考えております。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） １３節、ここの就学時の健康

診断の医師派遣の所でございますが、医師を派遣して就

学時の健康診断にあたっている訳でございますが、１５

年度は対象者が何名いたのか。またその受診率は１０

０％だったのか。と言いますのは、他の町村で就学時の

健康診断が行われていなかったというようなことが、記

事に出たことがございまして、それらがどのようになっ

ているのか、お尋ねしたいと思います。それから１８節

の備品購入費でございますが、各小学校で９社位からい

ろいろ一般教材、図書、特殊学級用教材とか理科教材と

か機器といろいろございますが、トイレットペーパーと

紙につきましては、一括購入をしておりまして、だいた

い価格もあれかなあと思いますけれども、あとは９社ほ

どがばらばらになっている訳でございますけれども、こ

ういったものも何とかいろいろ各学校での教材の違いも

あるんでしょうけれども、ひとつ学校同士の連携をとっ

て頂いて、一括購入が出来る様な物は無いのかというこ

とをお聞きしたいと思います。そういうことが出来るか

どうかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 最初に、就学時の健康

診断でございますけれども、昨年度の対象児１０６名を

対象と致しまして、１１月中に開催してございます。上

富良野町の児童の健康診断は、中身と致しましては、結

果を言いますとクリアされているというふうに理解して

おりまして、小児科の医者を富良野の協会病院にお願い

していると。あるいは歯科医、耳鼻科の先生にもお願い

をしておりまして、内容的にはクリアされているところ

でございます。そこで受診率ですけれども、どうしても

当日、風邪を引いたとか体調が悪いだとかで受診できな

い方がおります。その方につきましては、後日何らかの

形で、その方の健康診断を調べるという方法を取ってご

ざいます。それから、学校部門における備品、消耗品等

の一括共同購入でございますけれども、１５年度におき

ましては、コピー用紙、印刷用紙、トイレットペーパー、

学校床のワックスを共同購入してございます。今後につ

きましても、これらにつきましては、一括購入の形で進

めてまいりたいと思います。過去には清掃用具等もこう

いった形が求めていましたが、学校の掃除の仕方も変わ

ってきておりまして、少なくなってきまして現在はして

おりません。今後におきましても、あらゆる方法で可能

なものにつきましては、取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） ７７ページ、教育総務費、２

目の事務費の報酬の関係です。平成１２年から上富良野

高校に振興対策業務員を置いといて、１６年から無くな

っています。それでこれらの絡みで、平成１２年６月２

０日に、上富良野高等学校の３年生の就職援護というよ

うなことを含めて、活動用の車両を購入しております。

日産マーチで１５７万６７円。それで実際に今度、業務

員がいなくなったんで、この車両の措置はどうなってい

るのかということでお尋ねをしたいと思います。一つは

スバルのレオーネバンが廃車になっている関係もあるの

かなあと。そういうことで、そちらの方に代替として使

用されているのかどうか。ただ、就職援護の関係では、

三分の一が実際に活動して、三分の二は教育委員会の職

員が利用しているということは、過般の私の一般質問に

おいて、答えられておりますけれども、とりあえずこの

日産マーチがどの様になっているのかについて、お尋ね

したいと思います。次に第２点目、７９ページの１９節

上富良野高等学校教育振興会補助４６０万の関係です。

たまたま上富良野高等学校教育振興会の理事に、総務文

教の委員長と副委員長の私とが理事になっているという

ことで、総会に出席したところ、この振興会の補助の関

係は、特に、入学準備金が大きなウェートを占めており

ます。平成１２年度から実績をみますと、２７０名で１,

３２０万円程、入学準備の方に、お金が使われていると

いうことですけれども。教育振興会の資料を先般請求し

てみますと、非常に会計的に適切でない部分があります。

そういう関係で、このことについては、教育長や課長に

も質問をしております。この決算特別委員会で、これら

の使用が適切を欠いているという認識の中で、今後どう

するかということを、お尋ねをしたいと思います。次に

３点目は、その下にあります、北海道有朋高等学校上富

良野学習集団振興会補助というのがあります。４万円。

この中身をみますと、非常に金額的には４万円なんです

けれども、本来的に使うべきものでないものが、決算書

の中にあるのですよ。学校開放講座２３,１８１円という

ことで。これは、上富良野高等学校教育振興会の総会の

時に併せて、その後この会議が行われて、その時に配布

された資料の中にも載っています。で、北海道有朋高等

学校上富良野学習集団振興会の事業内容の中には、学校

開放講座ということは、一切載っておりません。従って、

これは何かの間違いなのか、実際に行われたのであれば、

何が行われのかということで、お尋ねをしたいと思いま

す。次に３点目、８１ページ１３節の委託料の一番最後、

屋外樹木管理ということで、３１,１６５円決算で報告さ

れています。１３年度１４年度の決算をみますと、これ

らは一切ない訳なんです。そうするとこの前の台風１９

号で、上富良野小学校･中学校･西小学校と私ずっと廻っ

てきたんですけれども、非常に木が折れたり、中学校の
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方は自転車置場の屋根の上に大木が乗っかっていたとい

う実態があります。従って、これらの学校の敷地内にあ

る樹木管理というものを、どういう形で今まで行われて

いたかということで、お尋ねをしたいと思います。続き

まして、８９ページです。郷土館費の１３委託料の関係

で関連をするんですけれども、町史と文化財の管理とい

うことで、先般、凱旋の松が倒れたということで、大き

な木の株が今、郷土館の前に持ってこられて、すごい年

輪を感じていた訳なんですけれども、名跡由来板という

ことで、平成１１年度４４,７９０円、１２年度は２５２,

０００円ということで設置をしておりました。しかし、

それは非常に消えて判読しにくいのが沢山あります。従

ってこの１５年度の中で、これらの維持管理についてど

ういう形でされているか、若しくは現地等を見て、私も

担当者にも申し上げました。しかし、そのままの状態で

ずっとなっていて判読しにくくて、どこの何かという説

明文がわからないという状態になっております。従って

１５年度のような形で、それについて対策をとっていた

かということで、お尋ねをしたいと思います。次、９１

ページ、スポーツ振興審議会委員と体育指導委員の報酬

の関係です。それぞれ、昨日見せて頂きました。従来、

私もこの関係につきまして、関心を持っていて、出席率

がどうなのか、出納室から支払がなって欠席した委員が

いた場合の返納状況がどうかということで、今回見させ

ていただきまして。一昨年は、ひどい時は、５月で残っ

たお金が、１０月に出納室に返納された例もありました。

それはできるだけ改善をするということで、約束をされ

ておりましたけれども、今回見ますと、会議の開催が１

６年２月８日、それで出納室からの支払月日が１６年の

１月２２日、それで３８,０００円、委員が欠席で１０名

います。その３８,０００円が１６年の３月１８日に出納

室に返納されているんですね。実質的に３８日ですね。

おそらく教育委員会の金庫に保管されていたかどうかは、

わかりませんけれども、いずれにしても３８日間も放置

されているということは、非常に疑問を感じます。短い

所は７日で処理しているところもあるんです。それがま

ず一点。もう一つは、例えば、１６年１月２２日の会議、

これ１月２２日に出納室からお金が支払われて、返納は

２月１２日なんです。これはある程度２０日間なんです

けれども。体育指導員２５名の内、１７名が欠席してい

るんですね。そうすると６４,６００円返納の措置をされ

ているんですね。こんな形であるんならば、出欠を確認

して、きちっと若干一人二人変動はあるかもしれないけ

れども、２５人中１７人が欠席ということは、ちょっと

考えたくないなという気がしますけれども、現状の資料

ではそうなっておりますので、当然どうなのかというこ

とでお尋ねを致したいと思います。もう１点、体育施設

の関係で、８節の報償費です。学校開放事業の謝金の関

係です。１３年１４年は、６２４，０００円出ておりま

した。今回は、４６８，０００円ということで約２５％

の減なんですけれどもこれは学校開放事業の利用団体の

減なのか、報償謝金の基準の変更なのか、その点をお知

らせ頂きたいと思います。次に９３ページ、給食センタ

ーの関係です。１点目は、賃金の給食配送車の代替運転

手の関係なんですけれども、１４年度から給食配送・回

収等の運転業務を委託をしております。従って本来的に

は、委託を受けた会社が配送者の代替運転手を調達すべ

きでないかという気が致します。給食の配送・回収の運

転業務の委託契約はどのようになっているのか、という

ことでお尋ねを致したいと思います。その次の下の方の

委託料に、給食残飯処理というのがあります。これは１

０万円計上されている訳なんですけれども、たまたま給

食センターは１０万円、ラベンダーハイツは１２万円、

それから町立病院については、生ゴミの袋を購入してそ

れで処理をしていると。町立保育所は、コンポストに入

れて活用し、冬は生ゴミの袋を購入してと。ケアハウス

は、１２万円ということで残飯処理費を出しているとい

うことなんですけれども、これらの関係で、給食センタ

ーだけの問題ではなくて、上富の町の関係施設の全般的

な残飯処理の見直しを、考えていかなければならんとい

うことなんですけれども。これらの関係で、現在までに

それらの関係等の１月１万円で、年間１２万円というの

と、年間１０万円というのとそれぞれの施設によって違

うと思いますけれども、単なる持っていってもらうのか、

それともキロ何ぼだとかという、何か基準があってのこ

となのかということで、その点をお伺いしたいと思いま

す。ちょっと多岐にわたりますけれども、宜しくお願い

を致したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 暫時休憩をして、休憩後に答

弁をしたいと思います。 

○事務局長（北川雅一君） 開会時間を３時５分と致し

ます。 

 

１４時５２分休憩 

１５時０５分再開 

                         

○委員長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、審議を再

会致します。先程の１１番中村委員の質問に対して、答

弁を求めます。教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １１番中村委員の 7 点のご質

問の内の２点目を、私の方からお答えさせて頂きたいと

思います。２点目の上富良野高校教育振興会の関係のご

質問でございますが、この振興会の補助につきましては、

予算を編成した中で執行をしてきたとこでございますが、

この１５年度におきましては、今、中村委員からご質問

がありましたように、いろんな事由によって事業が展開

されていないという様な事が数多くありました。特に１

５年度におきましては、校舎の新築等がありまして、引

越しがあって、生徒の進路指導や学習指導等の丁度いい

時期に、そういう引越しがあったことから、学校開放事

業なんかも出来なかったというような事、また修学旅行

は毎年韓国に行っている訳ですが、昨年ＳＡＲＳが流行

りまして、そういうことで、うちの方は保健師１名分の

旅費を予定していました。ＳＡＲＳが流行った事で、道

教委の指導で上富良野高校は、韓国から国内に修学旅行

が切り替わったというようなことで、その分の旅費等が

なくなったと。いずれに致しましても、そういうことで

出来なかったということがある訳ですが、学校長から教

育委員会のほうにも相談を受けた中で、そのお金をどう

しようかということで、学校で今一番必要としているプ
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ロジェクターという物を廻させて頂いたところでありま

す。これにつきましては、教育委員会の考え方と致しま

しては、振興会の目的にありますように、地域に根ざし

た学校づくりというようなことで、そのための振興費用

に充てるということから、大きくその目的から逸脱して

いないと、総体的には、ある程度この振興会の目的を達

成できるという様な事で、教育委員会の方でも認めたと

ころであります。いずれに致しましても、上富良野高校

の新築は、約２３億円と聞いています。また２０数名の

教職員、また約１４０名の生徒というような事で、上富

良野高校が存在することにより、計り知れない大きな経

済効果もあろうと考えているところであります。今後も、

上富良野高校が地元に定着するように、教育振興会を通

じて、町を上げて支援をしていくべきと考えているとこ

ろであります。なお、平成１６年度におきましては、昨

年度の反省を踏まえた中で、適切に予算執行というよう

なことで、既に皆さんもご承知のことだと思いますが、

学校開放講座のお知らせというような事で、チラシ折込

もなされて、それに対する申し込みも頂いているところ

であります。また、これからも教育委員会から学校のほ

うに指導してまいりたいと考えておりますので、ご理解

を頂きたいと思います。その他につきましては、担当の

方から答弁をさせて頂きます。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） １１番中村委員のご質

問にお答え致します。最初に上富良野高等学校振興対策

業務員が使用していました業務車でございますが、今年

度におきまして、教育委員会の業務用の公用車として使

用してございます。教育委員会の方には、もともとレオ

ーネバンというのがありましたが、これを廃車に致しま

して、学校教育班の業務の方に１台活用してございまし

て、社会教育班と合わせて２台ということで、乗用車を

保有してございます。それから３点目の有朋高等学校の

実績報告の内容についてでございますが、昨日お配りし

ました資料の決算書には、歳出の部の摘要欄は、支出の

適正な開設とはなってございませんで、この点は我々も

事務局の一員として、中身の点検が不十分であったとい

うことで反省をしてございます。今後は、この様なこと

が無いよう、十分気をつけてまいりたいと思います。中

身につきましては、別に町の補助金の実績報告書という

のを、提出させてございますが、支出の方は適正な形で

書いておりまして、行事支出と致しましては、卒業式関

係の諸費となってございます。中身については、卒業す

る生徒への激励会、レクリェーション的な激励会という

ことでございます。それから、学務費と致しましては、

消耗品費等という事で、１５年度をもちまして有朋高等

学校の上富良野学習集団は、富良野高等学校を協力校と

してということで移管になりますので、それらのまとめ

をするということで、ファイルや紙類を購入することに

なっています。それから４点目の、各小・中学校におき

ます屋外樹木管理でございますが、昨年度は、単発的に

枝払いあるいは虫の消毒といった委託をして実施をさせ

て頂いております。今年度は、学校全体のあり方を再検

討するということで、各学校におけます、例えば大きく

なって危険な木あるいは支障となっている木を調べまし

て、更にその木が記念樹で無いか、あるいは寄贈を受け

たものでないかを確かめたうえで、管理費を次年度にお

いて計上し、適切な管理に努めていくようにしようと考

えてございます。５点目及び６点目につきましては、社

会教育班主幹及び主査から説明を申し上げます。７点目

の学校給食センターの運転業務委託でございますけれど

も、代替の運転手賃金が支払われておりますけれども、

業務委託につきましては、昨年度、配送業務は２台の配

送車で２系統に分かれておりまして、そのうちの１系統

を委託してございます。今年度も同様ですけれども、そ

こで、この１系統の委託していない部分につきましては、

施設の管理職員が運転業務をしてございます。そこで、

施設管理業務員並びに施設長が不在の時には、止むおえ

ず賃金を予算化して、臨時の運転手を雇用して業務にあ

たっているという事でございます。それからもう１点、

残飯の処理でございますが、これは月１万円で１０ヶ月

分ということでございます。これは、学校給食は夏休み、

冬休み中は給食センターは休みですので、残飯は出ない

ということで１０ヶ月分で、これは旭川の畜産業者に委

託して処理をしていましたが、それは１５年度限りで終

わりまして、今年度におきましては、公共施設の生ゴミ

の処理ということで、生ゴミの業務用の処理袋を購入し

まして、処理をしかるべき負担を致しました中で処理を

してございます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 社会教育班主幹答弁。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） １１番中村委員のご

質問にお答え致したいと思います。３点ご質問出されま

したが、まず第１点目の文化財管理の関係で、名跡由来

板の対策につきましてでございますけれども、平成１５

年度に調査を行いまして、４ヶ所について修復が必要だ

ということで、平成１６年度に予算化して、今進めてい

るところでございます。２点目のスポーツ振興審議会委

員及び体育指導委員の報酬の関係につきましては、返納

期間が遅れているということにつきましては、事務処理

が非常に遅れて申し訳なかったなと思っております。平

成１６年度につきましては、この様なことが無いように

事務を改善いたしまして、スポーツ振興審議会委員及び

体育指導委員の方にご理解頂きまして、報酬の方は口座

振込みの方で行う様にさせて頂いております。体育指導

委員の出席率でございますけれども、全体で出席する回

数は、２０回位ございましたけれども、その内、各行事

につきましては、部会に分かれておりまして、全員で２

５名おりますけれども、全員出席しないで５人とか１０

人とかで実施する場合もございます。会議については、

２５人全員が出席ということになっておりますので、ト

ータルで見ますと約６割から７割位の委員の方が、それ

ぞれの部会の方とか、会議の方に出席して頂いていると

いう実情にございます。３点目の学校開放事業の謝金に

ついてでございますけれども、平成１４年度につきまし

ては、一人月４千円で１３人に学校開放事業の謝金を払

っていましたが、平成１５年度につきましては、４千円

から３千円に謝金を下げまして１３人の方に払っている

ということで、減額になっているところでございます。

以上です。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） 就職援護の車の関係は、良と

致します。ただ、上富良野高等学校教育振興会の補助の
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関係で、今、教育長はサーズの関係でというようなこと

でお話がありましたけれども、現実に平成１５年度の事

業計画は、このことは何も載っていないんですよ。載っ

ていないというのは、関西方面に行くということで載っ

ているんですよ。１４年については、韓国のセジョンで

すか、そこへ行くということになっているんですよ。い

ずれにしても、１５年の事業計画では１０月２０日見学

旅行２４日まで、現地高校生と交流会、東京・関西方面

となっているんですよ。１５年の事業計画で。ですから、

最終的に教育目標を何とか高めようということで、それ

らをお買いになったことは良としますけれども、現実に

はこういうことでは私の方では、振興会の総会で、資料

を頂いてきております。ですから、それらは若干答弁が

違うという気がしますけれども、いずれに致しましても、

柿本学校長ともお会いをしました。開放講座が、１４年

も１５年も出来ませんでした、出来ませんでしたという

ことで、学校の移転というのは最初から折込済みだった

んだよと、それなのに何でしなかったかということで、

今回着任された柿本校長さんは、事務長や教頭に、やは

りこれからはしっかりやらんとならんよということで、

上富良野町がこれだけ北海道立上富良野高等学校に支援

をしているんだから、それに応える行事をする。子供を

育てるそういうことをやらんかったらだめだよというこ

とで、校長が私に言っておりました。ただ先般高校の開

放で、日刊富良野で非常に厳しい記事が載っておりまし

た。私はこれを見て、道新と同じ様にこの記事が載って

おりましたけれども、非常に残念な気がしたんです。無

気力な体質露呈、上富良野高オープンスクールなんてい

うことで。１、自分は上高を駄目と思わない。２、他校

と自分を比べない。３、人のせいにしない。４、やめな

い。というような４つ、あれが学校の中に掲示をされて

いるということと、普段こんな形だって、授業中に立っ

たり座ったりということになっています。ただ、我々町

民として貴重な財源を上富良野高校に出している以上、

やはり、それに相応しい人材を育ててもらうということ

で、地域もそうだし学校もそうだし、それから行政機関

もやっぱり一体となってやっていかなければならないな

という感じを受けてきまして、柿本校長もそういうこと

で決意を持ってやると言っていましたので、何とか高等

学校の教育振興会に対する予算の決算については、そう

いう方向で私の考え方も一部述べましたけれども、何と

か頑張って頂きたいと思います。それから次に、体指の

出欠状況の関係ですけれども、確かに依然、私が一般質

問して報酬等は無くして、費用弁償になった経緯があり

ます。ゆうならば、出席率が非常に悪いということで、

２回ぐらい出て４万５千円かなあ、報酬をもらって、そ

れから出た時に、費用弁償という時があったんですけれ

ども。ただ、私が言いたいのは、従来の様な４ヶ月位も

放置されたというケースがなくなったということは、改

善された余地があるということが、一つ言えると思いま

す。ただ、２５人の内１７人も欠席ということは、結局

お金を支出しているという訳だよ、出納室からね。だか

ら、もし出来れば、そういうような関係は何とかクリア

を出来る、まあ菊池主幹のお話では、行事によってはそ

れぞれ部会に分かれているということで、例えば雪合戦

のあれだとか十勝岳のスキーのあれだとかということで

見ましたらあれなんですけれども、そんなんであればそ

れはもう部会の人数だけでいい訳ですからね。現実に２

５人の支出をして１７人が返納ということは、ちょっと

やっぱりどうかなということで、出欠の確認か何かの方

法が出来ないのかなあと思うので、会議の案内を出す。

そうすれば、出欠の出来る、出来ないは教育委員会に報

告を下さいという様な方法でも、僕は良いと思うんです

よね。何かそんな様な形のものが無ければ、この１７人

の６４,６００円を２０日間だけ、返納の期間がありまし

たけれども、そういうことで何とかそれらの点も、今度

は口座振替ということになったけれども、現実に口座振

替でも一旦出納室からお金を出すということになると、

そのお金はあまり差がないような形のものをして頂いた

方がよろしいのかなか、という気がしております。それ

から給食センターの残飯については、町全体でどうする

かということも含めて、検討をして頂かなければ、それ

ぞれの施設によっての対応が違うということで、基本的

には１月１万でやるというようなことで、給食センター

は夏休み、冬休みがあるので、１０万ということで理解

できるんですけれども。そういう様な生ゴミの処理の方

法でどうするのかということで、今後の課題として検討

をして頂きたいと思います。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） 教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １１番中村委員のご質問であ

りますが、高校の振興会の関係であります。今、校舎も

新しくなりました。来年度の多分、今頃には、ほとんど

外構工事を一部残した中で、完成するというふうに聞い

ています。今までの学校の伝統とか校風やなんかをやっ

ぱりいい評判もあろうかと思います。また反面、非常に

悪い評判もあったかと思います。そういう様な中で、校

舎も一新するというようなことで、新たな校風、伝統そ

して町民また地域それから行政機関ともども魅力ある、

特色あるそして上富良野高校に入りたいと言われる様な

学校づくりに我々も努力していくつもりですので、議員

各位のご協力もお願い致したいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 社会教育班主幹答弁。 

○社会教育班主幹（菊池哲雄君） １１番中村委員の再

質問にお答え致したいと思います。先程、説明が足りな

かったということで、ご理解頂けなかったかなと思いま

すけれども、今年から口座振込みにするということは、

結果を見てから口座振込みになりますので、委員さんの

方々にはその分、当日報酬を払えなくなるんですけれど

も、その部分はご理解頂きたいとお願いしたのと、それ

から出欠につきましては、この報酬の関係を抜きにして、

人数の関係それから事業の関係、会議の関係もございま

すので、出欠は取るようにしてございます。 

○委員長（西村昭教君） 行政改革推進事務局長。 

○行政改革推進事務局長（米田末載君） １１番中村委

員の食材残渣の処理の関連でございますが、現実に今、

それぞれ仕分けの方法がいろいろございます。求められ

ているところもございますし、それぞれ一様になかなか

行かない面もございますが、現在行政改革ということで、

実施計画の中でも施設の管理に関わりまして、検討を加

えることになってございますので、各施設等の事情を含

めまして今後の仕向けについて、それぞれ合理的な対応

を図っていきたいと検討を進めたいと思ってございます
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し、ご指摘頂きました件につきまして、整理をしていき

たいと考えてございます。以上であります。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 中村委員とちょっと視点が違う

ところで。７９ページの教育振興補助金、それから卒業

者の修学資金貸付、これ合わせて前教育長の熱い思いが

出て議会を動かして、そして町民の血税が入れられた訳

ですよね。今、言われたように、日刊富良野にばあっと

出ました。中学生も見に行っていました。生徒増えなく

なる。そして、子供が減っていくのに加えて、ああいう

状況を中学生が見ると、上富良野高校の存続に関わるん

ではないかなあという感じもしますし、上富良野町民は

上富良野高校生を温かく見守っておりますよ、という心

を伝えて頂きたい。奇麗事じゃなく。本当に見守ってい

るんですよと。高校をなくしたくない、経済効果がどう

とかこうとかということではなく、本当にあってほしい

んですよ、という心を伝えて頂きたい。そしてこれは、

教育に携わる者がしっかり認識をしなければいけません。

その辺もきちっとやって頂きたい。ということでですね、

言葉はきつく言っているけれども、何も悪く言っている

んではないんです。残れよ頑張れよということで言って

いることですから。ということで受け止めて頂きたいと

いうことが一点と。もう一点は、９３ページの体育施設

のパークゴルフですね。パークゴルフ場も前教育長の熱

い思いで出来上がって、いろいろ議会でも紛糾しました

けれども、今出来上がってみて、これの波及効果、経済

的なもの非常に大きなものがあります。それから、医療、

介護これにも波及していっています。介護については、

福祉協議会長が、介護保険に入る人が少なくなってきた

とだから掘り起こしをやらなければならないという位、

効果は出ています。多分これは、医療費にもいっている

と思うんですよ。というのは、ある方はこう言いました。

これをやっていたら、ＳさんＹさんパークずっとやって

いた人が三日病んで死んだと。ピンピンコロリといって

しまったと。こう言う事なんですよ。だから医療費がか

からんということなんですよね。だからそれが良いとか

悪いとかということではないんですよ。健康でいってス

ッといきたいと思っていますから。寝込んで口あけて食

べさせるなんて御免こうむりたいと思っておりますから。

そういうことでてすね、こういう非常に効果があがって

いると。ただあそこでやっているとこう言っております

よ。何でもう一面無いのかなあと。そう言っております。

そういう様なことから言うと、非常に効果のあるこれを

ですね。今のままで置いておくのかなあと。この辺につ

いてお聞きしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 今の最後の質問ですが、１５

年度の決算ですので、これからに向かっての部分につい

ては答弁を差し控えさせますので。教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ４番梨沢委員のご質問にお答

えをさせて頂きたいと思います。まず振興会の関係でご

ざいますが、先程中村委員にお答えしたとおり、上富良

野高校というのは、上富良野町にとって非常に大きな位

置付けがあろうかと思います。そういうことで、前教育

長の言葉を借りますと、心熱くして支援をしていきたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

また２点目のパークゴルフ場の関係でございますが、委

員のご質問の中にありましたように、本当にこのパーク

ゴルフ場が出来ての経済効果、また私自身も介護の方に

携わっておりましたので、非常に医療、福祉のそういう

面からもパークゴルフ場があって、多くの高齢者の方々

が利用することによって、いい影響を受けているなとい

うふうに考えております。なお、今後につきましては、

十分これからの財政的なこともありますし、そういうこ

とも含めながら、検討をしてまいりたいというふうに考

えております。以上です。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） ８０ページの学校用務員につい

てお伺いしますが、現在それぞれの学校に用務員が配置

されているかと思いますが、比較的小さい学校等につい

ては、そう多忙でない部分もあるのかなあというふうに

思います。そういう意味では、一定管理を集約するとい

う形の中で、必要において出向くというようなそういう

様な体制が取れれば、いって人件費等の節減につながる

のではないか、というふうに思いますので、この点はど

の様にお考えか伺います。次に、８２ページの教育振興

費１９節の上富良野中部活動育成会補助という形で、部

活動が遅くなった場合のそのタクシーの補助であるとい

うことでありますが、こないだ中学生の子供さんを持っ

ておられる方にお聞きしましたら、こういう制度がある

のは良くわからないという様な話しを聞きました。それ

で本来の目的であれば、部活動が終わったあとの足の確

保という点で、こういう立派な制度がある訳ですから、

そこになかなか目が向けられていないということであれ

ば、制度の運用の方法に何らかの問題があるのか、良く

あっても聞いていないのか、周知されていないのかのど

ちらか、若しくは手続き上で難しい点があるのか、そこ

ら辺だと思いますが、その実態に即して運用が簡易に出

来るような運用に、いわゆる簡単明瞭に使える様な、そ

ういった制度という点ではどうなのか、もう一度、周知

から含めて見直す必要があるのではないか、というふう

に考えておりますので、この点についてお伺いします。

次に８４ページの社会教育費に、係わってお伺い致しま

す。１９節、津市の開拓使節団訪問交流という形で、こ

の種に係わった事業が展開されております。事業をする

上で、比較的事業費の確保というのが、聴きましたら大

変だ、というような話しも聞かれております。今、上富

良野町では、前段でも話しがあったかというふうに思い

ますが、国内外の交流基金というのがあります。そうい

う交流基金は目的に沿った中で、使途がきちっと分けら

れておりますから、それを８千万円から１億円あるとい

う話しでありますが、こういう恒常的な使節団や小学校

等の津市との交流が行われるとすれば、そういうお金を

子供の基金に充当するというような方策の中で、予算を

きっちり確保するという様な手法が必要ではないかと、

この１５年度の決算を踏まえて感じましたので、こうい

うことが可能かどうか、この点についてもお伺いします。

次にお伺いしたいのは、地域づくりという形で今、各種

の行事や各種の地域の担当者の話しを聞きましたら、予

算も道の補助を使いながら、予算がない中で如何に予算

を獲得するか、という点で大変努力されているというこ

とであります。これは、子供の完全週５日制に伴い、あ

るいは子供たちが地域の中ですくすく育つと、また大人
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の次世代の交流を深めるという目的の中で、各地方自治

体では多様な取り組みが行われております。そういう意

味では、この成果というのは非常に貴重なものであり、

地域の担当される職員の方も相当努力もされているかと

思いますが、財源の確保を含めて地域づくりの効果やあ

るいは少年教育活動に係わったリーダーの育成が行われ

ておりますので、こういった実質的な効果というのは目

に見えない部分があると思いますが、どういうような手

法で今後育成されようとしているのか、この１５年度の

目標をたててやってこられたのか、この点についてお伺

いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ９番米沢委員のご質問

にお答え致します。１点目の学校用務員の配置でござい

ますけれども、現在小･中学校７校でもって、正職員、嘱

託職員及び委託という３種類の用務員を配置してござい

ます。正職員が退職した折には、学校の規模に応じて嘱

託職員あるいは業務を委託するという形で業務を継続し

てございますけれども、小規模校におきましては、１人

配置の嘱託で、嘱託は勤務時間が短い訳ですけれども、

何とか賄っているという状態にあります。また、中心校

の大規模校では、複数の配置が必要でございまして、正

職員、あるいは正職員そして委託、あるいは嘱託員の複

数配置という２名配置でやってきてございます。この点

につきましては、今後におきましては、委員のお話しの

ように委託でもって複数の学校を数人で業務を行なうと

いうような、そういった複数の人で学校の一括業務委託

を行なうという方法も考えられますので、それらを十分、

今後において検討してまいりたいと考えてござます。そ

れからもう１点の、上富良野中学校部活動育成補助でご

ざいますけれども、昨年の決算では、利用が少なく中身

を見ますと２件、５名の利用しかなかったということで

ございます。この制度の主旨は、スクールバスで遠距離

から通う生徒の、これは上富良野中学校のエリアでござ

いますけれども、部活動を行なう事によりまして、スク

ールバスに間に合わないということでハイヤーの下校と

いうことですが、ご指摘のように中身の運用が、効果的

に上手く使われていないという実態にありますので、こ

の点につきましては、生徒に伝わる方法、あるいは部活

動の顧問に伝わる方法等を見直しし、中身を中学校とも

十分検討致しまして、効果的に予算が使われるように進

めてまいりたいと思います。以下の質問につきましては、

社会教育班主査にお願いします。 

○委員長（西村昭教君） 社会教育班主査答弁。 

○社会教育班主査（山川 護君） 社会教育班主査の山

川です。ただ今のご質問について、ご説明申し上げます。

子供たちの地域づくり並びに子供たちの教育において、

地域づくりそして考え方等について、どのような成果が

あるのか、どのような取り組みをしているのかというご

質問でございました。まず一つの例で言いますと、津市

開拓使節団交流訪問につきましては、３０名の募集のと

ころ４７名の参加がありました。そして、それらの随行

につきましては、中学生４名、高校生１名そして大人２

名という形で、今、子供会また子供の事業で、教育委員

会で対応しております、異学年の交流という中において

も、小学、中学、高校という一体となったつながりの中

で、この津市交流会を進めながら子供たちに多様な価値

観、また幅広い考え方をということで進めさせて頂いて

おります。併せまして、子供会の事業、年１１回事業を

実施しておりますけれども、それらについても本町の子

供会、教育委員会が主催する事業につきましては、高校、

中学、小学と併せた中で、現在実施しているのが現状で

あります。以上です。 

○委員長（西村昭教君） 企画財政課長答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） 米沢委員の基金の関係

につきまして、私の方からご答弁をさせて頂きたいと思

います。委員おっしゃるように、人材の育成につきまし

ては、大変重要な行政課題でございますし、町と致しま

しても、余り大きな金額をもって短期集中的にやるとい

うこともどうかと思いますし、人材育成につきましては、

先行投資という観点から、永く継続的に進めることが必

要であろうと思っているところであります。この補助施

策につきましても、委員おっしゃるように、基金の支消

をもって事業展開をしてございますし、今後におきまし

ても、必要な施策につきましては、この基金をもちまし

て人材育成に寄与すべきものと思っておりますし、基金

も有限でございますので、出来る限り永く人材育成に寄

与できるようなことにということで、集中的にやること

については、いかがなものかというふうにも思いますの

で、その点も加味しながら、十分内部で協議させて頂き

たいと思うところであります。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） ９２ページの学校給食の問題で

お伺い致しますが、上富良野町では地場産品を農家から

一部とっております。お米については、地元の米が使わ

れているのかということであれば、なかなかそうなって

いない部分があるのかなあと思って聞きましたら、そこ

ら辺の説明を私自身は、ちょっと理解できなかったもの

ですから、その点上富良野町で取れた米が、実際上富良

野町で使われているかどうか、その点お伺いします。将

来的には、今学校に対する給食の配置の中で、収支決算

で将来的に学校給食費の一部値上げ等が起こりうるのか、

今小学校では２百数十円になっているかと思いますが、

こういった部分は、町でもてる分は町でもつという形の

中で、負担の軽減策が必要だというふうに思っています

ので、この点も含めてお伺い致します。 

○委員長（西村昭教君） 教育振興課長答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 学校給食センターの食

材についての、米沢委員のご質問でございますが、昨日

の審査の中でもお話し頂きまして、その後、昨年度の食

材の発注状況につきましての中身をよく調べたところで

ございます。食材の内の米につきましては、町の学校給

食会と北海道学校給食会との契約の中で、地場産米とし

て上富良野産米を指定を致しまして、全製品上富良野産

米を使用してございます。ちなみに銘柄は、「ほしのゆめ」

ということでございます。学校給食費の額につきまして

は、地場産品の導入やより好まれる、児童生徒に好まれ

る嗜好を取り入れた献立の導入を、進めていくといった

中で、値上げの時期については、明確には申し上げられ

ませんが、今後においてもそういったことを視野に入れ

ながら、より児童生徒に好まれる、そして栄養の行き届

いた学校給食の提供に努めてまいりたいと考えてござい
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ます。 

○委員長（西村昭教君） 以上で１０款の教育費につい

ての質疑を終了致します。次に１１･１２･１３･１４・１

５款の災害復旧費、公債費、諸支出金、給与費、予備費

についての質疑を行います。９４ページ・９５ページで

す。ございませんか。無ければ、以上で１１･１２･１３･

１４・１５款の災害復旧費、公債費、諸支出金、給与費、

予備費についての質疑を終了致します。これをもって、

一般会計の質疑を終了致します。次に、国民健康保険特

別会計全般の質疑を行います。９７ページから１１５ペ

ージです。 ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 収納状況についてお伺い致しま

す。不納欠損処理という形で、今回も３９０万ほどある

かというふうに思います。そういう意味で、前の町税の

ところでもお伺いしましたが、それなりの追跡調査もさ

れて、この不納欠損処理においては、厳正な中で処理体

制が整えられていると思いますが、この不能欠損処理を

する場合においては、どういう基準でどういう方々が不

納欠損すべきだという形の中で、体制にあたられている

のか、また、不納欠損の方の生活状況も含めて、どうい

う状況であったのか、この点についてお伺い致します。

次にお伺いしたいのは、階層別の資料を見ましても、所

得の少ない階層の方も、比較的未収入という深刻な状況

になっているかというふうに思いますが、やはりこうい

った部分における、国保税が高いのではないかという、

町においては、財政事情もあるから、まあやむを得ない

という部分もあるかと思いますが、こういった状況が当

然、未納の状況に拍車をかけるのではないか、というふ

うに考えておりますが、例えばこの資料に基づいて、階

層別に０から９,９００円ですかね。この件数５５件の方。

次の階層では２６件という形で、やはり所得の階層別で

見ましたら、少ない所得階層が増えておりますが、ここ

ら辺の生活状況もわかれば、お知らせを願いたいと思っ

ています。 

○委員長（西村昭教君） 税務課長答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 米沢委員さんの質問にお

答え致します。欠損処分の基準はどうなのかということ

なんですが、国民健康保険の欠損処分は、今回は６５件

で３,９９１,２００円でございます。１点目は、死亡者

にかかる滞納税について、その相続する者がいない税に

ついて滞納処分の執行をし、不納欠損をしました。それ

が４件でございます。あと生活保護受給者の滞納税につ

いて、滞納処分の執行を停止し不納欠損処分としたこと

及び５年経過により時効が成立による不納欠損処分した

件数が１０件ございます。それから居所不明の滞納税に

対して、執行停止をかけ一定期間３年を経過した者につ

いて、法に基づき不納欠損したのが１０件でございます。

居所不明で５年経過した者が１９件でございます。あと

無財産の滞納税については、納付指導を続けていました

が、５年の時効成立により欠損処分したのが１３件でご

ざいます。あと生活困窮で５年経過し欠損処分とした者

が９件でございます。欠損処分の生活状況はどうであっ

たのかということですが、財産が無い者、あと生活困窮

ということで欠損をした状況であります。国保税が高い

のではないかということでございますけれども、条例に

従いまして、所得の申告により課税をしている状況でご

ざいますので、高いとは言えないと思います。所得層の

階層なんですけれども、未納者の状況でございますけれ

ども、職場の健康保険に加入していない人全員が国保に

加入するという状態で、所得の無い者からただ住所を置

いている者だけのさまざまな職業の方が加入されており

ます。そして、各種事業者の経営状態の不振が、一向に

好転しない状況である事、それから勤労者の雇用状況も

依然として厳しい状況でありますので、収入が落ち込ん

で滞納者が増えております。その内、自分で事業を営ん

でいる方々の滞納が、未納額の約３割を占めております

けれども、この方も全然国保税を納めていないというこ

とでなくて、分納して頂いておりますが、新たにかかっ

てくる税に追いつかず、滞納額が重なって増えていく状

況であります。滞納者の所得が１００万円以下の者が、

約６６％を占めております。また、町外の転出者が、非

常に多く２割強おりまして、また、居所不明者も１割弱

おりまして、滞納の整理に大変苦慮している状態であり

ます。以上でございます。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） 今、担当者の方から善意に解釈

すれば、いろいろと社会的な状況もありますが、努力さ

れて納められている方もいるということであります。居

所不明ということでおそらく追跡調査もされて、結果と

してそういう結果になったかと思いますが、そこで今回、

繰越金という形の中で、１億５千万ありまして、基金の

これからの医療費がかさむという形の中で、一定額を取

り崩すという場面もあると思いますが、やはりそういっ

た部分は、基金を取り崩して、負担の軽減に少しでも振

り向けるというような対策というのが、この決算でも、

私は必要でないかというふうに思いますが、この点最後

にお伺い致します。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の国保税は高いんじゃ

ないかと、そういう中で軽減対策を取れないのかと言う

ことでございますけれども、国保税の仕組みにつきまし

ては、委員もご承知のとおりでございまして、やはりこ

の辺の運営審議会もございます。そういう中で、制度の

仕組みがどうあるべきかという点について、ご意見を頂

いている中でございます。当然、所得の低い方の期待感

としては、安くしてもらいたいという思いがあろうかと

思います。しかしながら、それぞれ所得階層が分かれて

いる中で、どの程度のラインで、保険税を設定すべきか

という点がございますので、その辺のところをやはり踏

まえた中で、この制度化をされているということをご理

解を賜りたいというふうに思います。基金があるからそ

ちらの方にという点でございますけれども、それについ

ても当然、保険税全体の運営の中で判断をしていかなけ

ればならない問題だというふうに思っております。従い

まして、どの程度がいいかということは、やはりそうい

う付属機関の意見を承った中で、判断していかなければ

ならないのではないかというふうに思っておりますので、

現状、経済的な状況の中で厳しい階層の低い人について

は、厳しい状況でございますけれども、何とかこの決め

られた中での対応をお願い申し上げたいなというふうに

考えているところでございます。 

○委員長（西村昭教君） ございませんか。無ければ、
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これをもって、国民健康保険特別会計の質疑を終了致し

ます。次に、簡易水道事業特別会計全般の質疑を行いま

す。ページは、１１７ページから１２９ページです。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） ございませんか。無ければ、

これをもって、簡易水道事業特別会計の質疑を終了致し

ます。次に、老人保健特別会計全般の質疑を行います。

ページは、１３１ページから１４３ページです。 

ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） 無ければ、これをもって、老

人保健特別会計の質疑を終了致します。次に、公共下水

道事業特別会計全般の質疑を行います。ページは、１４

５ページから１５９ページです。ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） 無ければ、これをもって、公

共下水道事業特別会計の質疑を終了致します。次に、介

護保険特別会計全般の質疑を行います。ページは、１６

１ページから１７７ページです。ございませんか。 

９番米沢委員。 

○９番（米沢義英君） １７２ページの介護審査会とい

う形の中で予算が組まれています。介護審査にあたって、

介護の審査をするということで、１件が４，５００円と

いう形になっていますが、介護審査にあたって、大体ケ

アマネージャー等がこの審査等あるいは関連でお伺いし

ますが、５０件位が妥当だというふうになっていますが、

上富良野町においては、ケアマネージャー等が受け持つ

一人当たりの件数というのは、どのようになっているの

か、この点お伺いしたいと思います。それと、収入にあ

たっても、保険料の収入が確保されていない部分が見受

けられるというふうに感じておりますので、この点につ

いても未納等になっている要因というのがあるかと思い

ますが、どういう状況の中で未納になっているのか、合

わせてお伺いします。 

○委員長（西村昭教君） 保健福祉課長答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 米沢委員のご質問２点

につきまして、お答えさせて頂きます。まず１点目でご

ざいますが、介護認定者に関わる部分でございますが、

ご質問のケアマネージャーの受け持ち件数について答え

させて頂きますが、大体、町内の事業所にケアマネージ

ャー、社会福祉協議会にもございますし、町の在宅介護

センターにもございます。また、町立病院にもございま

す。特養にももちろんございます。これらは大体一人な

いし二人の複数のケアマネージャーが配置されてござい

ますが、大体３０件から多くて５０件、一人が５０件受

け持っているという状況も過去にはありましたが、今は

５０件を下回った中で、事業所として一番多いのは、社

会福祉協議会の事業所が、ケアマネが今関わりを多くも

っておりまして、在宅サービスとの関わりとの中で、社

協のケアマネさんがシフトを多く受け持っている状況で

ございます。２点目でございます。保険料未納の要因で

ございます。これにつきましては、経済的な理由って言

いましょうか。年金生活者ということで、収入が無いと

いう方の２から３階層の方の未収が、現状としてござい

ますが、これらについても、保険料については介護保険

制度の中で６５歳以上あるいは４０歳以上の１号２号と

いう被保険者で区分されている訳ですけれども、等しく

能力に応じた負担区分でもって保険料というものが算定

され、ご負担を頂いている状況にございまして、これら

について、未収の世帯については、訪問させて頂きなが

ら、いっぺんにお支払いの出来ない方については、誓約

の基に分納でもって納入頂いているというのが状況でご

ざいます。 

○委員長（西村昭教君） よろしいですか。他にござい

ませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） 無ければ、これをもって、介

護保険特別会計の質疑を終了致します。次に、ラベンダ

ーハイツ事業特別会計全般の質疑を行います。ページ数

は、１７９ページから１９５ページです。ございません

ね。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○委員長（西村昭教君） これをもって、ラベンダーハ

イツ事業特別会計の質疑を終了致します。 

 以上をもって、各会計決算特別委員会の各会計歳入歳

出決算についての質疑を終了致します。 

 

                         

◎ 企業会計の全般質疑応答 

○委員長（西村昭教君） 引き続き、企業会計決算特別

委員会の各事業会計の質疑に入ります。発言のある場合

は、挙手のうえ議席番号を告げ、委員長の許可を得てか

ら起立し発言して下さい。また、発言するときはページ

数を申し出て下さい。はじめに、病院事業会計全般の質

疑を行ないます。 １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） １５ページから１６ページに

わたりまして、病院事業の収益のところでございますけ

れども、１４年度では小野沢病院とのベッド提携で２０

０万位の収益があったかと思いますが、１５年度も若干

あるということを聞いておりましたが、それらの収益は

どのようになっておりますでしょうかお聞きします。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） １３番村上委員のご質問

にお答え申し上げます。金額については資料を持ってき

ていませんが、件数では、２３６人を受け持っています。

正確な数字ではありませんけれども、平均しますとだい

たい一人１８,０００円程度になるかと思います。先程の

数字にかけますと４２４,８０００円位の収益になって

いるかと思っております。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） その他のところに、４,３９６,

７２４円となっておりますが、これとは違うわけですか。
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今おっしゃったのが２３６人で、一人１８,０００円だと、

こういうことでございますけれども。内訳のところです

ね。その他という所がございますが。これ公衆衛生活動

収益となっておりますから、これまた違うんでしょうね。

これ今おっしゃった数字になるんでしょうか。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 大変失礼しました。今ご

質問の、その他の４,３９６,７２４円の部分でございま

すけれども、これらにつきましては、主に人間ドック等

の検診料の収入でございます。先ほど申し上げました、

小野沢病院の提携の部分の収入は、入院の方の収益に含

まれています。 

○委員長（西村昭教君） １３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） 先程おっしゃった２３６人の

ベッド提携による収入が、この入院収益の中に含まれて

いるということですね。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 数字は非常に似かよって

いますけれども、そういうことでございます。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） １１ページの二の調剤件数の

関係です。１４年１５年の比較をしますと、外来の関係

では３３,２９１件ということで、１日平均１４年は２４

１．８、１５年は９９．４ということで、マイナス１４

２．４ということです。同じように薬剤師さんが二人い

らっしゃるということで、院内の投薬管理指導等もある

だろうと思いますが、非常に薬剤師さんの今まで忙しか

ったと言うような答弁は聞いておりますけれども、現実

にこれだけ３分の１以上の減ということになると、薬剤

師さんがどういう形で院内の投薬指導等を含めて、院内

での薬剤師としての業務を遂行しているのかという点で

お伺いをしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） １１番中村委員のご質問

にお答え申し上げます。調剤件数についてでございます

けれども、ご承知のとおり昨年の８月から院外処方箋が

実施されまして、その影響で調剤の件数が減ってきてご

ざいます。それで２点目の、薬剤師の役割はどうなって

いるのかというご質問でございますけれども、従来、入

院患者に関しましては、看護師等が入院患者に薬だとか

注射だとかそういったものを用意して備えておりますけ

れども、調剤件数が減ったことによりまして、その時間

を薬剤師が病室のそういった患者さんにあわせる薬の投

薬、注射液の準備そういったものを間違いが起きないよ

うなかたちで、完全に個人個人のものを確認しながら、

セッティングしながら入院患者に錠剤の投与とか注射液

のセットを致しております。これにつきましては、医療

点数は上がってこないんですけれども、医療事故防止の

観点から有効であるというふうに思っておるところでご

ざいます。また、入院患者さんに対します調剤の指導料

につきましてでございますけれども、件数的には少のう

ございまして、金額的にはあまり大きな額にはなってい

ないというのが、実態でございます。以上であります。 

○委員長（西村昭教君） １１番中村委員。 

○１１番（中村有秀君） 現在、正規の薬剤師さんがお

二人いらっしゃるということで、特に外来の関係は３分

の１になっている、入院の患者については若干減ってい

るということです。将来展望として、今のままの状態で

いいのか、若しは、私は現実を分析した場合に、やはり

薬剤師は一人で良くて、後はパート的な形でやっていっ

て、経費の、人件費の節減を図るという方法の検討がさ

れているのか、現状のままで、院内の投薬の管理指導と

もう一つは、今言う薬の配置だとかそういう様なことも

含めた、今の状態でいいのかというその点の認識を、お

聞きしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 中村委員のご質問にお答

え申し上げます。病院という形態をとっている以上は、

薬剤師の配置は２名となっておりますので、これを１名

にするということには、病院という形態をとっている関

係上ならないということでございます。それから今申し

上げましたとおり、調剤の減った部分につきましては、

先ほど申し上げましたとおり、入院患者様とかそういっ

た方に対します医療事故防止の観点からの業務をやって

頂くことが、当面事故防止のために有効であろうという

ふうに思っているところでございます。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） いつも問題になるんですけれど

も、患者負担の未収金ですね。これの状況をお聞かせ頂

きたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 梨澤委員のご質問にお答

え申し上げます。患者負担の未収金でございます。これ

につきましては、平成３年からそのままの累計で積み上

がってきたものでございます。その中の３００万近くの

金額につきましては、入院されていた患者さんが占めて

いる訳でございまして、これらの方々に対しましては、

請求等をしている訳でございますけれども、経済的な面

もございまして納付に至っていないということもござい

ます。また、その患者さんが来た場合、未収があるから

といってまた、診療拒否も出来ないといったことで、他

の水道だとかと違いまして、なかなか強制的に納めても

らうということが難しい実態にあるということでありま

す。また、税務課の方で行なっている不納欠損の例にな

らいまして、もう一度滞納者の実態を調査致しまして、

どうしても納付に至らない状況にあるとすれば、不納欠

損処理もしていかなければならないと認識しているとこ

ろでございます。とりあえずは、現年度の未収をおこさ

せない様なことで、納付をお願いしているのが実態であ

ります。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 前から言われていたんですけれ

ども、保証人をつけなさいということで、保証人をつけ

ていると思うんですけれども。それと、保険証無しで、

受診しているというようなことはないのか。これをお尋

ねしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 梨澤委員のご質問にお答

え申し上げます。入院につきましては、委員ご質問のと

おり保証人は必須条件でつけてございます。保険証の提

出の確認でございますけれども、原則、月初めだとか保

険者の発行が変わった場合には、提示を頂くということ
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が原則となっていますが、たまたまお年寄りがおおござ

いまして、実態的には忘れてきたわということで、完全

に毎月の保険証の確認を１００％行なっていないという

のが実態でありますけれども、１００％の確認に向けて、

今窓口の啓発のビラを貼らさせて頂きまして、提出のな

い場合は１０割負担ということで担当にも指導しており

ますし、利用者の方にもなお一層の啓発を行なっていき

たいというふうに思っておりますので、ご理解頂きたい

と思います。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢義英委員。 

○９番（米沢義英君） 平成１５年度においては、医療

ミスあるいは介護ミスと思われるような状況がなかった

のかどうなのか、そういう場合の点検、指導というもの

は、どういう体制で行なわれているのか、そこら辺につ

いてお伺いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 病院事務長答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） ９番米沢委員のご質問に

お答え申し上げます。医療事故等の発生のうんぬんのご

質問だったと思いますが、国においても医療事故防止の

観点から、院内におきましては医療事故防止の委員会、

あるいはその下にありますヒヤリハットの、そういった

委員会等を設けまして、それらの防止に努めるというこ

とがうたわれておりまして、当病院におきましても、定

期的に会議を開いております。１５年度の件数につきま

しては、数字を持ってきておりませんけれども、その大

事故には繋がらなくても、患者さんの薬の部分を取り違

えたという部分もあったかというふうに記憶しています

けれども、いずれに致しましても、大事故には至ってお

りません。また、療養におきましては、お年寄りがお風

呂に入る時に、壁にこすって皮がむけたといったことも

ございました。大きな事故ではございませんけれども、

細かいところまで報告して頂いて、小さなうちにそうい

った目をつむことで、現在もそういったことがあれば、

名前を伏して、委員会の方にこうこうこういう事故があ

りました、ということの報告を出させる体制をとってい

るところであります。 

○委員長（西村昭教君） 他にございませんか。無け

れば、これをもって、病院事業会計全般の質疑を終了致

します。 

                         

◎ 水道事業会計の全般質疑応答 

 

○委員長（西村昭教君） 次に、水道事業会計全般の質

疑を行います。１３番村上委員。 

○１３番（村上和子君） １４ページ、修繕費のところ

ですね。漏水修理と漏水調査を合わせまして、８００万

円のお金になっている訳でございますけれども、これは

管の老朽化に伴ってということだと思いますけれども、

毎年この漏水の修理に使われている訳なんですけれども、

その古い老朽管がまだまだ残っているという事ででござ

いましょうか。その点お尋ねしたいと思います。どれぐ

らいのものが残っているのか、お願いします。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） １３番村上委員のご質

問にお答えしたいと思います。修繕でございますけれど

も、この中に漏水修理とか消火栓関係とか仕切り弁等も

あります。今どのくらい老朽管が残っているのかという

ことでございますけれども、上水道としての本格的に管

を入れ替え致しましたのは、石綿管が入っているところ

がございまして、平成８年から平成１１年まで、全部こ

れを替えております。町の中にあります配水管、これに

つきましては、計画的に敷設替えをしているんではなく

て、漏水の経歴があるところ、１年に１･２回耕起してい

る様な箇所につきましては、次の年にある路線を決めて、

敷設替をしております。上水の管につきましては、約１

１０キロありまして、その内導水管が１３キロ位、残り

につきましては、配水管でございまして、これを全て敷

設替をするということになりますと、莫大な経費がかか

ります。これは今、単独でやっていますけれども、そう

いうふうになってきますと、あるエリアを決めまして、

そして大きく事業をもってやらなければ、この会計で単

年度単年度ごとでは、出来ないのではないかと思ってい

ます。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 水道料金の資料を頂きまして、

滞納額について。一般が７８９件、営業がどっと増えて

３１件と増えていっているんですけれど。これはどうい

うことで増えていっているのか、ここのところをお尋ね

致します。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） ４番梨澤委員のご質問

にお答えさして頂きます。１５年度の一般と営業の中で、

非常に増えているということでございます。それにつき

ましては、ここの備考欄か何かで但し書きをしておけば

良かったかなあというふうに思っていますけれども、口

座振込みをされた場合に、３１日になりますと、３１日

に水道会計にお金が入ってきません。これは、郵便局で

ありますと小樽の方に行く。小樽から役場の方に連絡が

来まして、うちの会計に来まして、うちの会計から信金

さんの方に電話をしまして、そして今度そこからお金を

下ろしてもらって、そして内に入ってくるということか

ら、二つ位の迂回をしてくるというか、その様な手続き

をしてくる関係上、水道の会計の締めであります、３月

３１日には入ってこないということから、この件数がこ

の時に、１５年度には多くなってきています。これは、

４月の１日２日の時に、振り込まれた時の金額をみて見

ますと、３,２３８,８２１円という金額が、この１５年

度の中に含まれております。そういう関係上、ここの金

額と件数等も増えている状況にあるということで、ご理

解を願いたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） ４番梨澤委員。 

○４番（梨澤節三君） 問題ないということでしょうか

ね。どうもくどかったですね、説明が。問題ないなら問

題ないでいいんですけれど。営業で滞納するということ

は、水で生活をしていると思うんですよね。大切なもん

なんですよ。これは厳しくあたらなければならないと思

います。これで商売をして納めないということにはなら

ないと思うんですよね。これは言うまでもないことです

が。この辺のところはどういう対策をしておりますかお

尋ねします。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） 梨澤委員のご質問にお
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答えさして頂きます。営業者につきましては、我々も面

談を致しまして、いろいろと強硬に納めてくれるよう分

納やぎりぎりの範囲で努力できる範囲で精一杯何とかし

てくれということで、我々は督促をしています。しかし、

その中から、今の社会背景といいますか、客が不景気で

利用してくれないとかそう言う理由で、なかなかこちら

の思う様に納入もままならない状況にありますけれども、

今考えておりますのは、今実行するんですけれども、給

水停止というかそういう措置を早々にやって、更に、面

談をして未納の回収に努めていきたいとそのように考え

ております。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢義英委員。 

○９番（米沢義英君） １５年度で７８９件ということ

で、一般については異常に高い数字だと思います。納入

の方法では、確かに、次年度の平成１６年度で収入とし

て入った部分が７８９件の内、何件未納が解消されたの

か、この点ですね。それと１４年度から比べても、１５

年度が異常に本当に高い未収率、滞納件数になっていま

して、この収入のあり方、徴収のあり方がこの一年間の

中で、問題が無かったのかどうなのか、そこではないの

かなあと思うのですが、徴収できる時期や期間があった

にもかかわらず、何らかの手だてで遅れたとか、そうい

うことは無いと思いますが、そこら辺との関係で、この

７８９件というのは単年度で見ても高いという、そこら

辺はどういうふうに抑えているのか、お伺いしたいと思

います。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） 私の方から、質問の最

後の方にありました、取りすごしというかそういうこと

は、適宜連絡を取ってやっておりますので、そういうこ

とはありません。前段の方につきましては、上下水道班

の主査に答弁させますので、よろしくお願い致します。 

○委員長（西村昭教君） 上下水道班主査答弁。 

○上下水道班主査（北越克彦君） ７８９件、５,３８０,

７６７円の内、３月中に振り込まれることが出来ず金融

機関の振込みの関係で、４月以降にわたった部分が、４

０１件、金額に致しまして先程述べましてとおり３,２３

８,８２１円でございます。 

○委員長（西村昭教君） 今の説明は分かりましたね。

４月に入って１６年度の分が入った。次年度の１６年度

に４０１件入って、差し引き３８８件が残っている。そ

れでもまだ高いということですね。 

○９番（米沢義英君） 高いですよね。で、例えば正当

な理由があるんだろうと思います。その正当な理由を聞

けば、こういう状況で滞納という形で１５年度はなった

んだと、例えば、失業しただとか、そういう状況もある

でしょうし、そこら辺仮にその４００件が翌年度に繰り

越されて徴収なったとしても、３００件が約まだ残って

いる訳ですから、４００件近くですかね。そこら辺との

関係ですね。どうなのかということを説明頂ければいい

ということです。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） 米沢委員のご質問にお

答えさせて頂きます。正当な理由ということでございま

すけれども、これにつきましては先程申し上げました、

不景気によるとかそれから一般でいきますと、雇用の関

係が不安定だとそれで生活もままならない状況にあって、

非常に困窮しているんだとそういう様な発言をされてい

る方が大部分、滞納されている方にはそういう理由でこ

ちらの方に言われるのが多くあります。 

○委員長（西村昭教君） ９番米沢義英委員。 

○９番（米沢義英君） そうしますと、特例の中に減免

あるいは町長の判断で、そういう特殊な事情があれば制

度が適用になる部分があるだろうというふうに思います

が、そこら辺の活用というのは、もしも担当の課長がお

っしゃる生活困窮者で、なおかつ仕事が見つからないと

いうことであれば、そういう適用という形の中で、対処

できる部分もあるんでないかと、それは全く全額そうい

う状況だから、収めなくていいという問題じゃなくて、

やっぱり正当な理由があるとすれば、そこら辺も対処の

方法があるんでないかというふうに考えますが、そこら

辺は申請だと思いますから、こちらからは言えない話だ

と思いますので、そういった部分はどうなんでしょうか。 

○委員長（西村昭教君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員のご質問にお答え申し

上げたいと思います。私ちょっと詳しく見ておりません

ので、原則的なことを申し上げますと、減免措置する場

合は、災害などの特定な用件でないと減免できないよう

になっている筈なんです。で、そういう生活の状況だと

かそういうことまで加味した減免措置というのは制度と

して設けてございませんので、これらは他の制度と同じ

ような形で、水道がそういうところまで出来るというこ

とにはなっていないというふうに、私は理解しておりま

すので、基本的には水を供給している受益者の中で運営

していく訳でございますので、減免をそこまで認めてい

るという状況の背景にはございませんので、利用したも

のは納めてもらうというのが義務でございますので、そ

の辺は厳しく対応をしていかざるを得ないなあというふ

うに思っています。 

○委員長（西村昭教君） ５番小野委員。 

○５番（小野 忠君） 監査委員の決算報告書があるん

ですよ。７月２３日までのうち、実質６日をもって監査

委員が監査した結果、未収金の状況、水道料金の未収金

は、過年度分(昭和６３年から平成１４年)については４

１２件、４４４万１千円を収納したが、いまだに２２２

件、４１２万７千円が長期未収金となっている。利用者

の公平な負担の原則から、引き続き徴収計画を作成して

やんなさいと。未収金の回収に一層の努力をしなさいと。 

そして、不誠実な未納者に対しては、上富良野町水道事

業給水条例第２９条、これで給水停止をしなさいと。こ

のように監査委員から指摘を受けているんですよ。だか

ら、今、何名だとかということでなくて、これ監査委員

の意見書を頂いたんですよ。どうしてこのとおりに答弁

できないんですか。あっちだ、こっちだ、こっちだ、あ

っちだと訳わからんでしょ。これ監査委員の答弁を見て

下さいよ。わからんのおたくさんたち。ちゃんとこれで

監査委員が指摘しているんですよ。そしたら駄目なもの

は、給水停止しなさいよ。去年からそれは言っているで

しょう。だから営業をやっている人というのは、水を売

って商売しているんですよ。生活の環境が困るとか、経

営が困るとかと言うのは問題でないんですよ。したって

水というものは、絶対に１日かけて１分でも水は飲まな



36 

いとならないんですから。そのお金を払わない。そうし

たら、食わないで飲んで、飲まないで生きているんです

か。そんなことに屈しないで、建設水道課長、堂々とや

って下さいよ。脅かされてびっくりして、何も帰ってく

ることはないから。給水停止をやりますよ、ということ

で、ばつっと停止しなさい。どうしてやらないの。もう

代表して言うから、大きな声だけれど。だから監査委員

の意見もきちっと把握して下さい。どうですか。 

○委員長（西村昭教君） 建設水道課長答弁。 

○建設水道課長（田中 博君） ５番小野委員のご質問

にお答えさして頂きます。給水停止の件でございますけ

れども、過去にも自慢にはなりませんけどもやってきて

おる経緯があります。そういうことで、私達もそういう

誠意のない人につきましては、やりたいというふうに考

えております。しかし、いろいろと３６０度いろいろと

見渡しながらそういう面に気をつけて、そういう面に対

応を図り、今後も努力してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（西村昭教君） 他にございませんね。 

 

(「なし」の声あり) 

 

○委員長（西村昭教君） 無ければ、これをもって、水

道事業会計全般の質疑を終了致します。以上をもって、

企業会計決算特別委員会の各会計についての質疑を終了

致します。本日は、各会計決算特別委員会及び企業会計

決算特別委員会の各会計の質疑を終了致します。明日は、

各特別委員会の分科会審査報告の取りまとめ、引き続き、

審査報告意見に対する全体での意見調整を経て、表決と

いう順序で進めます。 

 

                    

 

◎ 散  会 

○委員長（西村昭教君） 本日は、これにて散会と致し

ます。 

 

             １６時４１分  散会 

 


